
平成26年度大阪府私立学校審議会平成26年12月定例会議事録  

1と き 平成26年12月18日（木）  

開会14時00分～閉会17時45分  

2 ところ  大阪府咲洲庁舎45階 会議室  

3 出欠状況  

出席委員  梶田叡一委員（会長）、坪光正窮委員（副会長）、草島葉子委員、   

（13人）  天野久委員、山北浩之委員、安家周一委員、辰巳正信委員、  

水谷豊三委員、上田哲也委員、古武一成委員、福田益和委貞、  

木原俊行委員、善野八千子委員   

欠席委員  重山香苗委員、石田和孝要員、辻川圭乃委貞、満田育子委員、   

（5人）  横倉廉幸委員   

4 議事録署名委員  天野久委員、辰巳正信委員  

5 議 案  別添のとおり概要  

6 議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する。   



今のことにつきましてもね．  審紘会ではですね、高校進学のときの．今の高校の入学  
着募集の割り振りが，当然外部募集の粋が8q人少なくなるという、そうし1う7解です  

と、それが今出てる申請ではそれしか考えられませので、これは普ちっと明確にしてお  
いて〈だ書いというようなことは、私育っておく必要があると患いますね。蓋っレやる  
よ．うに一番いけないのはね、ずるずるとね、あいまいなことをやってね、というような  

ことになると、結局はたとえば子どもがいろいろと被音を受けるようなこともあればで  
すね、また社会的な信用を負うこともあってですねまずいと恩いますので．そういうと  

ころはクリアにして、外にも分かるようにですね、して虫いてくださいと．篇局は中等  

教育学校というひとつの流れと．中学高校という流れとどこが違うかということはきち  

つと分けて、区分けして、それでもちろん志願する方々にも分かってもらわなければい  
けないし，何時に世の中にも、社会にもですね、分かるようにしてくださいねという。  

これはまた為っしやっていただくということで思います。   
何かほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうれでは今のような条件をきちっと  

つけてですね、私学・大学鼠から育っていただくと。もちろんですね、なんというかな、  
認可したあとにもですね・先ほどありましたように，同感になりそうなことがあれば何  

かこちらから調査をするということはもちろんあり得ますので、そういうことも含みと  
してですね、この附属中学披の設置の件、それから中等教育学佼の収容定員の変更に関  
する件、崩属の2と3であります肌これにつきまして、これで串盟めするというこ七  

でよろしいでしょうか。  

はい。  

＋  
す・箱4号泣集はですぬ、これ闇しい小学校の翠置の件です。ご脱明をお馴1致しま  

す。  

溝4号議案  

「瑞穂の園記念小筆院の設置の件」につトゝて説明  

＋  
年まで子どもが揃ったときの話で、1年副まこのうちの何人かくらい、2年酎ま、これ  

開設時期の、今はどのぐらいの先生方でやれるとなってますかね。  

掬設年度につきましてlま、校長、散乱教諭が6名、購剛－5名、義雄教師1名、司  

舎教諭1名、事務職見3名、学校医が3名。  

そういう年次計画みたいなものは私学・大学態のカに一応尭ているということです  
ね．  

旺い，ございます。  

はい、分かりました．ということであります。■皆さんのほうで何かご質問．ご意見あ  

れば虫願いしたいと思います白  

まずこの仕様の義ですけれども∴8ページの、教育課握の表記がこれでいいのかどう  

思うのですが，学校によって  

いろいろ、内部の進学眈険というものが存在してですね、あるいはうちlまもうしてない  

んですけども、進級規程みたいのものがありましてです払それにうまく乗っから加ゝ  
ったら上がれない、という規程考もっておられる学校もあると思います。基本的に・こ  
の中学から．熊わったら自分の高校に自動的に上がるという学校と、そうではなくて外  

の学校に行ってもいいよと考えられてる学校もあるんです。  

それはもちろん分かつてます．このケースの場合lま中専教育学校を持っているから余  

計複軌＝なるので、はじめからきちんとレておく必要があるということを育っているん  

です。  

そうですね、分かっておいてもらわないと、というね。  

すみません。  

はい。   

今回の審議会の中でも大阪では中学校を閉めていこうということで今回は2按、閉校  

の問題が出ておりますけれども、その中で中学校を作られるということiま余程のご英断  

だというふうに、何か背景があるというふうに思わざるを得ないんですけれども．ただ  

あまりにも名称も似ておりますし、中等教育学佼なのか、ホ校附属中学校なのかという  
ことなんですが、それだけが似ているのではなくて場所も、辟壊しておりまして、普通  
東京なんかにもある学校の場創ま非常に離れているんですけれども、本当にこの校舎は  
同じ駅の．同じ建物の、遺ひとつ隔てたところに建っております。そんな中で授業料の  

ことであるとれ細かいことをですね、ここにlま出てこないんですけども．今の入試の  

スタイルもそうなんですけどね、非常に見えづらくなってきている．中で作っていらっ  

しやる先生方は一生懸命してらっしやるんですlナども、外から見ると何がどう建うの、  

例えば学童の中等教育学校は高校から編入しようと思っても編入できたことあるじゃ  
ないか、そしたち別に必要ないじやないか、ということもありましょうから、その辺の  
ところも丁寧にしていただきたいなというのと，やはり中学校を当初作る目的皐いたし  

ましてlま、人見の確保というところも否めないと思いますので、ここで包0名、こつち  

でとったら、学芸の上の高校については、平成31年ということですけれども、その定  

則こついて臥それを踏んで外部募集軋なお平成31年虔からの外部募集についてlま  

この数でい普ますと、560名でする、とかいうことですね．そういうような形で何か  

うたっていただかないと、なんとなくずるずると生徒が増えてしまったらなかなか、私  
が言うのも何なんですけれども、周りは許していただけないだろうなと．じゃあなぜあ  

んな中学校を許しちやったの、ということに2年後にならないように、3年後にならな  

いようなことが必要かと思い三す．おっしやるように、背景的には中学校は厳しゆうご  

ざい蓋すので、ただ、今公立中学校が非常に崩壊してきているので、まともな中学校が  
必妾なんだというようなね、ご意見もおっしゃって重したけれども．なぜそうしたら隣  

の中学校には行かないめ、と、隣の中学校より柔軟な経営、運営にすればです払この  
中学校の設置は必要ないわけですから、やはりその辺の経営サイドの色んな視点で、分  
割きれる部分については、サービスの質とかですね、教育内容について生徒に負担がか  
からないように、見守っていく必要があるのではないかと思います。  

委員  

か。あの、外国栢活動は1年から4年まであるということになってます机  内容的にそ   



うであフても、固が禾している枠組みからすればこれは反していますけれども、こうい  
う表現でいいのかどうか、ちょっと私の方が私学のカリキュラムに馴染んでいないので  
確許したいんです机これでいいんです払こういう表現を使うんですね。  

国が示している教育課程というのは最低限守る、というかするぺきということでござ  
いますので、それにプラスアルファで学校が設定したり授業数を増設したりということ  
については．  

もともとカウントされていない、空欄になっているところに数字を入中てもいいんで  
すね，もともとある数字を増やすという乙とと、それはちょっと意味合いが違うと思う  

んですが，  

あの、外国臨活動についてはいいんです．いいんですが指導要諦でlま5年6年と今あ  

りますが、例えば岐阜㈲ま県をあげてですね岐阜市だとか大塩市なんかで3年から全部  

入れてます．外国陪活動を。  

内率的にあるということではなくてそれは何か、この蓋の中に含んでるんですか。  

もう表の甲に。  

わかりました。  

あの．公立の学校でも、今のは公立の学払で私学はですね、一年次から入れてると  

ころもありましてこれも全部入れた形で届けるわけです∴なのでこれは大丈夫です．私  

が仙台で行って．いるところもですね、1年次から数時間ずつ外国語活動が入っていま  

す。あれほね、今学習指導要領はですね、時間数も内容もですね、最低基準という青い  
方になってまして、ですから学校の貨任でですね、プラスをしてそれを届ければいい・  
ということになってます。  

ありがとうございました．そのうえで、その最低基準にプラスアルフ7しているの机  

先ほど特色とおっしやった道徳が105時間、1、2年生でありますね。3倍ですね、  

最低基準のこそして給授業数で言うと1年生2年生は、1．3倍とか4倍とかいう実数  

になっているんですけど．  

あ、与れ特活ですね．特括が．  

道徳は50時間です。特活が過31こ充ててあるんですね。  

臥いやこだからもともと圏の基準で盲うと34とか35ですからそれからいうと3  

倍くらいの特別活動の時間ですね。  

特別薩勤ね．道徳ほ50時間ですので。a4かa5のところを50時軌  

なのでこれに充てる軟育内容は先んなのかと、それをする必要があって、こんなにそ  
の1年生、2年生に設楽実数の負岨を課していいのかとうかという点，この学掛まどう  

お考えでしょうか。  

向かそゐ辺のカリキュラムの考え方についてご間切はありましたか。   

特別活動の中身について、辞しくこういうこと置します、というところまでは問いて  
おりません．  

これはあれですよね、週もちろん6臥土曜日使って、という．ことでこれ，土曜8午  
前中で全都これ1年次からやるわけだけれども．これでカバーできますよねこの時間数  
且つまりそれをね、あんまり7時間あるとか8時間あるんだったらね、しんどいなあ  
と。 

んですが、ただそれでもね、今のご措紡のように子どもに無盈があるようなあれであれ  
ばね、これは少し育ってあげるというか。  

塚本幼稚園さんIまご存知のように日本で一番古いと首われている幼稚園喜んであり  

まして、柳こ皇室ですかね、との関連の色んな行事で天皇皇后陛下が大阪Iこ来られたと  
きにお迎えしたりとれ日の丸持ってお送りしたりとか，争ういった、ホームぺ一ジを  
開いていただけたら色々そういうのはありますL、先日も安倍首相の奥様を儀呼びされ  
たり、そういった緒朋独特と言いますれ教育勅括を子どもたちが覚えてそれを唱えた  

りとか、ですので、そういったホームページを開き呈したら塚本幼稚園斬小学校設置趣  

意書というのがどーんと出ているんですけども、そこを読んでいただいたら、いろいろ  
分かるだろうと思いますね。  

その時間数がおそらく特別括動に。  

それたはその辺を．おそらく廻1の34、35でいいところを、先生おっしやるよう  
に3侶の105時間に充ててるとれこれがね先生も何を富れるのかな．とかです軋  

はい、ここほ巳立つの毒ま掛こ3年生以上ほ標準的なというか最低の3ら時間になって  

いますが、1、2年生に特化しているんですね。やや不自然き†ま残りますね。  

幼稚園でやっているようなことの何かを持っていこうということでしょうか。1、2  

年生というのは。  

どこまでが小学校教育としてのものなのか分かりませんけれども、より′トさな子ども  

たちですから．判断がまだ無いときにですね、非常に色逸レ嘲育をされているかなとい  

う気がして、果たしてその教育内容についてですね、どこまで審織していくことがで曹  

るのかという、あの、宗教教育とは逢いますので、とちらかというと思想教育のような  

部分がありますから，そのことば今まで例が無いものを琵可していくということな‘の  

で、教育と政治とそして思想というところ机歴史はおありなんだろうけれども我々普  

通の高校数青をやってるもゃから見ると、どうなんだろうというね、少し違和感は覚え ますが、それを琵可するということになると、やっぱりそこに公費が投入されるところ も当然出て曹ましょうし、それが限界がどこまであるかという．  

健全な学校法人が新たに学校を作られるということについては、私は非常に望ましい  
ことでありますし、私は歓迎すべきことであろうというふうに思っております。ただ、  
学校法人が特に幼稚園や′小学校、中学校∴高等学収を作っていくことについては、基本  

＋  

∴   

＋   

＋   

＋  

＋  

的には永続性の担保と教育条件が日々良くなっていくと、そ  して学校微音の内容が充実   



していくと、いうふうなことがきちっと担保されるということが見過せるということが  

非常に大きな審査の要件になろう鱒と患うんですね。で今少しおっしやっていただいた  
内容を申開きになったと思いますが・従前より幼稚園敦育要乱幼稚園をやっておられ  
狂わけです。それで2園やっておられたんですが．この種手長先生は、その1園は現在  

休園状悠であります．運営の状況というのは∴幼稚園ですね塚本幼稚臥南蕗桜幼稚園  

という幼稚園でしたが、非常に同湾がたくさんございまして．運営の内容にその保護者  

が非常に疑問をお持ちになって点られで、どうもおかしいんじゃないかということ香お  
っしゃっておられたり、我々が却っておる、理解をしております幼稚園教育要領からは  
少し逸脱しているのではないのかなと感じられる裏作もごぎいました。そういう意味で  
この大きな■取越すプロジェクトを今後していかれて，そして鱒親和こ小学校季運営  

されることについては、個人的には疑問を持ちます。それと，先ほどご説明七局った、  

木造の2階建て、これ見ますと3階建てですよね、木造の3階建てですよね、文字がば  

やつとしてよく見え・ないんですが、3階と書いていませんか，本校舎。  

基本的には2階建てです．一都3階があるという・・．  

いや一部3階でも3階建てと青うんですよね，  

はい、それは私の説明が聞達いでございます。  

そうですね。木遵の3階建てというのは単称こおいてlまかなり建集基準法で厳しいこ  

とが課せられると思いますがその辺のことご脱明いただきたいのがまずひとつ。それと  
苑地康悼先生は、小学校の免許をお持ちですか．小学校の校長lま免許証はいりますよね。  

や、いりません．  

いらないです．  

卒、そうですか。それは失礼しました・じゃあ経でもできるということですね。  

謹でもできます。  

それと、80名，1学年80名を毎年募集されるということで、先ほどの中学校は少  

しやめていかれるということでしたが、一般的恨小学校だけの学校lこ対して子どもを入  

れるというのlま非常にレアなケースかなと。上に中学校．高等学校と付いている中での  

小学校への入学というのは、もちろん大空な大学法人も含めて大阪府内にもたくさんご  
ざいます。そこの小学校は少し入りにくいような、なかなか入れないような競争率で吉  
れていることも広間して重りますが、そういう中で小学校だけを希望するというの臥  
アンケート調査があったとぉっしやっていたんですが、どのぐらいの滞度のアンケート  
調査か分かりませんけれども，私どもの償護者にそのよぅなアンケート師査が来たと私  

は聞いておりませんので、それは本当の，蕃当にアンケート押査があったのかと嘉をと  

られたのかとうか。それかち従前からの幼稚園の運営の洋紅をきちっとご理解をされて  
いるのかどうか、府として。その：孤りをご説明いただ卓たい．  

はい。革帯局で分かる範囲でお簸いいたし患す。・  

木造の  2階建て、3階建てというところにつきまして  は私の説明の不足のあるとこち  
かとございます・学校からの詞明は、木を多く使った建物を建てますということですの  
でtその辺設計図面等々確距しましてもう一度学超のほうにも確躍しまして、木造とい  

う吾桑が正しいのかどうか、学校のほうに確扱させていただきたいと思レ増す．   

木造の3階建て乱校舎としてiま問題が出てくるわけですれ  

いや．だめという乙とではないと思いますが  

何か、基準がもしあれば。まあ、じゃぁそのことも含めて一度確詑を。  

それ以外のことについてはどうですか，  

アンケート調査たっきましては・・．  

どのようなやり方で、どのような股間でアンケートをとられたのか。回収がいくつあ  
って、その2．4％の根拠を。  

数ですか．   

囁拠です。とういう設問で。   

ますどこがやったんですか．ここの法人がやちれたんですれ   

いいえ、法人が委託しましたコンサルタントの会社が実施しました。  

コンサルタントの会社がやられたんですれ   

在園児につきましては、26年の7月に菜館されておりますt   

そのコンサルタント会社はどちらですか。  

謬摂局  

＋  
＋  
享溺局  

＋  

事務局  

＋  
＋  

事務局  

＋  
事務局   

＋  
事捗局   

＋  

高専救計・・すみません．コンサルの名前が出てなレゝものですから．   

大学の埴合はね・先生・我々学校の名前をあげてここに何通とか、結局どこでとった  
ということが分かりやすいですよね。   

そうそう．大学の頃合はね全払それを示さなければいけない。   

いけないですよ軋どこの誰が何梁集めたか分からないデータですから。   

ですからその避を取ってるのかって8恥－てるんですよ。   

分析の報告呑はいただいております．  

いや、報告書というのはただ1改もらわれているだけですよね。  どんな故国で∴詭に   



対して、何部蓋いて、何パーセントの回収があって、それでこういう結果になうている  
というのが⊥連のアンケート憫査の流れですよね。その辺りについてはどうなんです  
か．  

はい。豊中市内の幼稽周児の保裸者へのアンケートにつきましては、アンケートの内  
容もいただいております。平成25年の10月、去年の10月に実施されまして、豊中  

市内の幼稚園に在席する園児の保護者先に1200件の配布凌いたしまして、回答率が  

60．7％。  

そうすると1200件の微音どころはどこなんでしょうね。今豊中市内の私立の幼稚  

園児歎は、6千何盲人おるんですよ．そのうちこの1200件の抽出の精度というのは  

どういうふうな締度なんですか。  

そこまでは香いていないですね。  

ですから80名乗るだろうという根拠がですね、それが頼りなわけですよね。それが  

あいまいだったら、その80の数字自身の視軸があいまいになるわけですから、そこは  

きちっと諷ペていただかないとこれを鵜呑みにして、ああそうなんだねとは書えないで  
すね．  

その中にもちろん，ここが設置してる幼稚園の方も．保護者も入ってるわけですよね、  

もちろん，だいたいどこに、つまり1200件というんだけどね、1200仲をどこに，  

というね．まず何をチャンネルして、例えば大学の設置なんかだったらどこの高校にと  

かね、それから高校以外だったらどういうところにって全部アンケ丁トをお屈直したと  
ころを挙げて、どこどこに何件、どこどこに何件というね、そういうのを示さなきゃな  
らないことになっているというれということなんですけれども、これはそこに香いて  
ありませんからそれlま．  

それは豊中市内の、今申し上げたように幼稚園在国者の保産着ということで、どこの  
幼稚巨那こ協力いただいたかということれそういうことが番いてございませんのでそれ  
は確隠させていただきます。  

はい、わかりました凸それからほかにね、ご指摘で2つあって幼稚臥1つは休園し  

ている。今やっているところは、どのくらい園児が来ているんですか。収容定具に対し  
てそれを満たすぐらい来てるかどうか。何人ぐらい来ているの机  

現在、塚本幼稚園の方は許可定員が315名ございまして、央際26年庭5月1日現  
在ゐ人数ですが196名，  

そうか．だから卒園児が60人くらい。  

年長は何人ですか。  

5才児が75名ということになっております。  

紐親阻安定性だけれとも借金なんかはどうなってるの。つまり昌己資金だけでこれ  

だけまかな  うとぉっしやっているんだけれども、その自己黄金の余裕という  
いう財務的なあれはどうなってますか。  

この開に脚っる費用につきれては、＋・鱒りの＋  
を寄附でまかなおうということでござ←ゝまして、寄付については寄附予定である方の寄  
附申し出蕃であるとかモの辺りで寄附がされるということの確詑はさせていただいて  
由ります．  

自由金の■いくらというのは？  

26年3月未硯在の達人の財務珊の中で滴数資迂の中で預貯鯛含めまして■  
＋は十分まかな与るという如証明など軋確認させていたかておりま  
す。   

＋ 事務局  

すみません、学校法人がもともと幼稚国法人でしたので，幼稚園振興グループの方で  
全ての経理僻酎まお持ちだと思うんです払それで、従前から過去5年間にそれだけの  
資金がそのような形で、フローの中であったかどうか。その辺についてはいかがです机  

帰属収入が、平成20年度から申し上げますが、平成20年度2億1700刑こ対し  
まして、消費支出の合計は、1低5700万というふうになっております．皇1年度に  
つきましては帰属収入の合計が2慮1100万、に射しまして消費支出は1億7700  
万。平成22年度でございますが囁廉収入が2億700万、に射しまして消費支出の方  
lま1億6300万。23年度でございますが，帰属収入が2億2600万に対しまして、  
消費支出が1億5200万。それから平成24年度でございますが、帰展収入が1億9  
100方に対しまして・瞞着支出の方が1臆3100万札昨年度、平成25年度が1  
僅5800万円に対しまして、消費支出が1億2300万円という形になっておりま  
す。  

＋                            ついでにだけどね、普通で首うと私立学校会計基準というね、あれでいきますと、こ  
ういう新しい校地校舎をやるときは第2号基本金という形でね毎年積んでくことにな  

ってるんですよね。予算的にやっちゃいけないという指示が文科省からですね今から1  

0年ぐちい前に出てて払つまり来年こういう出費があるからとか再来年あるからとこ  

ういうことをここかち流用しますというのではなくてね、このこういう理事会決定に基  
づいて、こういう鱒想があるから横地校舎専のね連綿金を第2号基本金という形で積  
み立てていくようにという指導なんだけれども、その辺のあれはありますか。第2号の．  
まあただ単に内部流用がありますというだけではなくて。  

平成25年度のものなんですが、第2号基本金はゼロでございます。  

ああそう。   

ちょっとすみません．今のキャッシュのフローは分かったんですが、賃借対原義にお  
ける、流動資産等の，それから基本金等の積み上lブはどんなふうになっていますか，  

25年度でございますが、流動資産につきましては2億4100万でございまして、  

事務局  

現金類金がそのうちの  になって恕ります．   



その折の牢は。  

その前の牢は、すみません、今手持ちで臥申し訳ございません．  

急にこのためとどこかからお金を動かしてきているということなのか、計画的にきち  
っとそうやっているのかということが分かれば。  

その前の24年度でございますが・・。  

2号基本金ゼロやったら計画性は掛lわな．それは、だから消燈収入の超過滋が今の 金額をクリアしてい右の机流動資産なんかなんぼあったって借り入れあったら意味無  
いんで、その辺のバランスシートだけを見たち、思いつきで始めたか、だいたいおかし  
いですよこれ。子ども読まれへんような難しい漢字で虹それと今たまたま、すみませ  
ん会長手嶋抗は、先ほど■－おっしやってたように南港の方は募集停止して  
ると、まあおそらく直嬢関係無いですけどもここに校長としての略歴として載ってます  
けども平成7年のこれ、森友学固ですか．カツコ現在に至ると尊いてあるんですけども・  

ひとつ前のきくら幼稚園及び学佼法人南港桜学園理事長就任やけどもこれは今に至つ  
てるのか≡ってないのか、ということも今の閉鎖の蔚を聞いたかち不急鰍こ患うんです  
けども、やっぱり同じ幼稚園のj引中間というか同じ校種の中ではいろんなええ詰も轟い  

詰も入ってくるんやないかなと思いますんで、その辺やはりちょつと先になること多い  
ですね．  

ちょっとあゃね、事実関係を．学校法人南港桜草圃というの朋IJ法人ですか。  

別法人です。  

別法人ですれこれは今どうなってるんですれ  

今その．もともと南港桜切椎囲というふうに名称を名乗っておられましたが。  

で、これが休周してるんですか。  

そちら開成幼稚園と名称を変更されまして、この近くにございますが、今26年匿か  

ら休園して点られます，  

じやあもうひとつの、つまりこの湊人としては1つしか持ってないとも1うわけです  

か。幼稚園を．  

開成幼稚日射ま、はい。  

いや、ごめんなさい、今度小学校を作る方の法人というのは幼稚園は1っレか持って  

ないという。  

lまい．  

それでね、先ほど流動資産のあれだけれども、その借入金というのはどうなってます。  

その辺がれ見せ金になりますのでね．下手すると。  

借入金のほうはですね、これ25年度釈ござ†一打が、＋   

借り入れが軋つ重り今持っているものよりもオーバーしてるわけです隠それから  
もうひとつですが先はどの帰属収んそれから消費支臥そこのね消費支出の中にあの、  
液価偽札これはちゃんと入ってるんでしょうれ  

＋  

入ってますか．  

あの、人件費の割合が削ゝですよね退飯金の引当金とか。いっしょくたになってるん  
ですよきつとお金あるあるって育ってても実はそれは使ってはいけないお金だったり  
してね。  

だから、そうなんですよ。あれで出て泳動資産がいくらある、というのは危ないんで  
すよ。償えないわけだから。  

分からない人が見たら使えると思って使っちゃうとなってしまいそう。  

法人の設立やったらそういう資金面がここの眉捌こ出てくるんでしょうけど払逆にこ  
つちの方がたち掛ゝですよ軋まして6年ですよ。干して今たくさん学鵬営者の中で  
小学校だけ作ろうという発想が享たなかなか珍しいような気がしますよ払  

よっぽど違うところから輌金遣られてきて送金してもらうんやったら別ですけ  
どね．   

条件が巡ってればね、それでもまあね、やってみてはどうですかと．あと可能であれ  
ばいろいろと婚導なんかも。借金の方がね多いんであればこれは財捌勺な拙カ1とい  
う扁になりますので。  

ちょっといいですか。  

はいどうぞ．  

＋  

＋  

＋  

＋ ＋   

▼   

＋  

南港桜幼稚風力t・販売に、競売じやなくて販売に出ている情報が喪づけなしで入った  
ので・私、私学辣のほうにそういう話開いておられますかと聞いたらご存知なかったよ  
うで、ではすぐ調べてくださいと・じゃぁそこの園児ほどうなるみですかと育ったら、  
塚本幼稚園の方に、半強制的に吸収しちゃってるように聞こえてきて、感づけは無いん  
ですよ。で・今昔うたら閉店休業中みたいな形で、だからそこを売却したものを資在に  
しようとしているのかなと私見うんですけれども．そこのところは結局どういう顛末に  
なったのか、私はそういうようなことを聞いて、きちんと私学訊こ脚ぺて〈だ言いとい  
うことがひとつありましたし、そ机から回りまわってですがt確かに≡至っしゃ  
ったように保穫者の不安とかが尉こえてくるわけですよ。多分僕は理事会の註事録なん  
かもちょっとどうなっているのか、  2号基本食領み  ヒlブていないということで、基本的   



か ？先生おっしゃるように。どういう決定の仕方が理事金であった  に予潮できるんです   理事会の総革録としましては、  豊中でこういう土地が固から売りに出るとい  
のかという凛乎囁を確かめて怠られるかどうか、ということがひとつあるかと思いま  
す．でないと♯当に理事長のワンマンの思いつきでという、計画性の無いものというの  

がそこでまた裏付けられてくると思うんですけど．結局、売りに山ているものが私学陳  

から声かけられたあとどうなったのか、敢えてほしいんですけども。  

どうですか、今の売りのは．  

っ方から売却されるんじゃないかという傭兆提供を受けまして・すぐに当半  
枚法人理事長の方に連絡を取らせていただ至宝した．そんなことはないというようなこ  

とで、  

チラシかなんか出てたんですけどね．それが入ってきたからそんなことは無い杜ずは  

無いと思うんですけども。  

実際そういう形で不軌乱不動産というかそういうチラシも出ておりますよというこ  
とを申し上げたんですが、それは睦人中理事の中で勝手にそういうことをした着が為っ  
たので∴払の知らないところでそういうことがされてたということを、虫話を虫伺いし  
ました．  

あの∴ちょっとね、まずね、それl胡I上の法人になってるわけね。で、そこが出したと．  

はい、そうです。  

ひとつのやり方はそこでお金が入ったらもう一つ別の法人に確かにね，寄附するなり  

ね、なんなりできることないわけはないけれども、その辺の見通しみたいなものは知っ  
ておかないと、財務的な基盤がね安定してるかどうかという審議会の判断の材料として  
は、ということはひとつありますよね。ですからこれはもう少し調べてもらわないとい  
けないですね。これね、28年4月ですからそれまでにですね、確琵するもし必要があ  

ればね、今ここで却下するんだったらもちろんそれでいいし、あのちょっと保留みたい  
にするんだったらそれのやり方があるし、あるいはこれを受け付けておいて、一応です  
ね認可しかるべしにしておいてですね、28年までに調べ七もらうという、さつあると  

思うんです。やり方が。ただその今のね．そういう答えの仕方は、そこの法人のね誰か  

理事が知らんときにしたという、これはちょっと困るなあとね。つまり今理事長しかな  
いんですよ代表権が・学校法人l引ま。それしたらですね、ある種の背任行為なんです。  

これはね、代表権無いんだから。これは学校法人の運営についてですね、違法というこ  
とになりますね，これは．いや行き違いですと、それで済まない話なんですよ。ですか  

らこれを確ほしてもらうというのがひとつ．もうひとつですね、理事会記鉄なんかです  

ね、今こ指摘があったけど、今いろんなところで埋事会記録というのはチェックされる  
んですよね。私も仙台のところで、だからきちっとしていつでも出せるようにして、何  
かあると見ていただいたりしておりますし。あるい注ですね、大学を持っているところ  
はもつと厳しいんですよね．これは文科着が非革に厳しくてですね理事会記録というの  

はですねいろんな概念に出さんといかん、コピーをね、ということがありますが。なん  
かその理事会記録と青いますか、これにどういぅ確論が周ってどういう凪に決定きれた  
というプロセスは何か掴んでおられますかね。  

で、それを購入して小学校を作ることとしたいという理事長からの発音に対して、異議  
無く7承されたという理事会領事録を、提出いただしゝております。  

その前後は、なし？   

＋  

＋ ∴  

たとえば、すみません。  

はいどうぞ。  

たとえばその理事会で物事を快慶してりくときに、理事長からの提案があって先ほど  
私がたが貸間したような∴哩事の方もつぶさに分からな車ところがある．そういう賢慮  
応答が普通はあってですね・例えば今の2号基金が視みあがっているのか、とかですね、  
あと寄附の先はどなたなんですか、とか、ここに黄科集の6ページのところに．10年  
間が満了して奥約に基づき、うまく嫁削l、買取ができなければですね、更地変換だと  
番いてあるわけですね。ということは10年間運営が順調にいって、そのお金が，底地  
を臭い上げる受用がきちつと出来たときにはその先11年目があるんですけど、そうで  
加ナれば及念ながら真地になったので皆さん退学してください、とそういうふうな琵ぎ  
日にあう人が出る可能性があるわけですよね。だからそのことを以て考えても∴私ども  
がこれを箆可の方向で物事を進める気には私はならないんです・個人的に。そんなに不  
葬定な学校を・出来てそこに賛同して来られる方が例えばおられるとしても、それがた  
くさんの人数かどうかわかりませんが、安定的に運営ができる可能性が非常に心配され  
ろということを以て考えてもですね、教育内容というの－ま様々なイデオロギーあります  

からそれはそれといたしましても、その小学校を吉れたと竜に藻嘗の内容がどうなのか  
というのにつきましてもそこから推して量れば厳しいのでIまないのかという想像をす  

るのは．そんなに不合理ではないと思います。  

はい、一朝大雪いのはお金の陶麺ですまずね8スタートするにあたってですね、いわ  
ゆる手持ちの運疇資金的なものがいくらある、では困るんですよねこれ吼今のひとつ  
はですね借り入れ金との関係、もう一つは手持ちの黄金でほかに向け串きゃいけないも  
のが必ず学校法人の会計で虻局虻ましてです払手持ちのものはそのまま使えないんで  
すよね・ここはどうなってるのか知らないですが、退職金財団にいくら払わないといけ  
ないとかですね、それからですね普通は余裕というのlま減価償却を抜いた後の置なんで  

す。とこうがキャッシュフローが見えてこないんです、減価償却で。ですからそこのと  
ころの同感がどうなってるのかとかですれ貯金があるからと育ってそれではだめなん  
ですよ・ちょつとこれIまね、嗣ペてもらわんとレゆんかもしれないです払  

すみません。  

はいどうぞ。  

＋  

小学校のこと分からんのですけど・今会長がおっしやったように大学設置に関しては  
当然完成年次までの細かい虫金の流れを全臥やしヰいやいやい出さきれますよね。小  
学校の場合は完成年次までの－もちろん収入、支出ですね、そういったものというのは  
申請のと・きと資料としてつけないけないのか・そうでないのかということを、もしつけ  
なくていいんであれはあれですけど、つけなければいけないのであれば  これ前提が潜り   



じゃあただで借りるの、と．家賃ほどれぐらい、地代はど  れたらということですから、   

れぐらいいるのという帯も大きな経菜の中でですね、地代というのはバカにならんと多  
分推測するんですけれども、そういった附属革類というのは小学校の設置には必要ない  
のか．というところをお教えいただきたいんですけれども。  

何か出てますか．  

黄金の収支の計画といたしまして隠向こう10年先のところまで家賃がどのぐらい  

かかる予定である、そして何年先に土地を購入するのにこの時点でいくらかかるという  
ことにつきまして、平成37年までの収支や計酎ま提出いただいております。  

でもね、初年度なんかlまかなり赤字になってるわけでしょ．  

初年度、というより開設前年度は赤字になってます。   

ああ、そらそうですね．  

生徒数が定則）つばいまで来ると．初年度から焦が出るという予定でございまして、  

開設7年8には借り入れをすることなく土地醇入まで出来るという．そういう計画を出  

していただいております。赤鼻のボーダーにつきましては、生徒数が募集定員の75％  

といいますので大体60人かち81人を上回れは．7年後に借り入れをせすに土地が購  

入できるボーダーだと即いております。  

それは、かなりチェックしてもらってますか中凱というのはね，普通最初の年度か  

ち校長敦酎まいるしね、それから家j引ま最初も患葎もあまり変わらないはすだしね、私  

もいくつかの設置を自分で準備したから分かるんだけれどもどうしてもね、1年日2年  

冒なんてのはね．なかなか・というところがあってね・そこのところの計算がどうなっ  

ているのか。つまり60何人でね、運営するというのは札これは、どういう、確かに  

現業料は削ゝ。高いということはあるんですけどね、それでもというところがあります  
ね。まあただしそれは後でチェックしていただくということI；しまして、まあ‾応出て  

ると．なのでそれが合理的な計算であるかどうかチェックしていただいて、ということ  

になりますね．ほかにもうひとつ、  

いいですか。  

はいどうぞ。  

私もこれどう考えても借地も、定期借地植なんて一般の負債によって購入金額のと普  
に変わってきますし、借地料を払ってしかもそれお金をためて本当に大丈夫．というの  

が誰しもが思うんじゃないかなあと．だかちそれを精査する、申請されたものをそのま  

ま受けるんじゃなくて精査きれたのかどうか、本当にこれで永紡性が担保できるのかど  
うかという判断をされたかどうかを聞きたいです札ここですく計算で卓ないですから  
ね。根拠が示されたうえで、それたったら大丈夫だなあということだったちいいと思う  
んですけど。  

すみません。  

兵庫県で5、6年前だったかと思いますが幼稚園法人が私立小学校をポートアイラン  

ドだったか島に出されたんです。その設置者の方も私はよく存じ上げてる方でした．で、  

考え方がこのケースと、この理事長とよく似ておられる方ですが、そこの小学校は大変  
苦戦なきって由られ去す。生徒寡射＝。何が掛】のか私はよく分かりませんけれども、  

シミュレーションが、どこまで精査して、とこまでシミュレーションが可能なのかとい  
うことなんです払この精度が狂っていると、シミュレーションとしてはいけてい監す  
とtlうことを我々聞いたときに、それだったらいいんだという判断を例えばしてです  

ね・もしもそのシミュレーション通りにいかなかったら、独が東庄をとるんですか．そ  

してそこセ非常に迷感を被った保護者や子どもたちについて誰が兼任を取れるんです  
机それはものすごく私は重要だと思いますよ。そうじやないと、学校白身がつぶれる  
ことばそれは持と場合によってあるのかもしれませんが、そこで迷惑を被る、これは通  
信制の高校だってみんな同じですよ払そこがきちっと担促されてるかどうかという精  
査臥府庁の中でどのような形でされているのか、専門家がきちっと入られてそのこと  
の精査がされてるかというのIまいかがなんですれ  

収支の予定につきましては、軌邑給与の簸ですとかその給与が年間何パーセントを占  
めるとかそこまでの槽虔を持って出して来られております。生徒数につきましても。生  
徒数かける徴収する予定ゐ授巣科の徳に同封可まございませんし、大阪府からの補助金  
につきましてもだいたい一人あたりどれくちいというのを曲解の無い東国で出して来  
られておりますので・それを以て計画という中身については計算上おかしいところは無  
いという判断をして為りますが、これに対して専門家が入るということはごぎいませ  
ん。大阪府の職眉、私学・大学誤の行政の職員ポチェック毒したうえで、適切であると  
いう判断を富せていただいております。．   

会計±レベルなのか、よく分かりませんけれどもそういう方々のひとつの見顔という  
のは私はいるんだろうと思うのと・そこの一重前掛こなっているのは入学者数ですよ  
ね。これの先ほどの開査が満座がどうなのかという問題も先ほど私申し上げ重したが、  
そこlま琶ちっとわれわれに開示していただいて、こういう調査会社がこのような形式で  

どこに対してどんな風に、ということが分からないと、我々はその数字を信じることば  
出来ないですよね．  

ほい。■l■l  

′建染日数見てましたら27年の3月には砦エとなってますね、工事が。ここではっき  
りしておかないと、どんどんどんどん借金だけ膨らんでい＜のもどうなのかなと思いま  

すし、もうひとつはコンサルティング会社とかⅣ0とか、いろんなスタッフが我々私学  
をだまそうというふうに．いろいろコンサルティング入ってくるんですよね、そのコン  
サルタントは悪いことは言いませんので、■もおっしゃるように良い拾を措いて  
くるんですよね。そして美しい栓を見て、後に組・）た餅を見て、これやったら食ぺられ  
そうやなと判断してしまうことも無きにしも非ずだと思いますので、見切ってですね、  
どんどんどんどんこれを延ば↓て延ばし七延ばしてということが果たしていいのか。延  
ばしてる間に校舎が建ったから絆してくださいということになってしまうということ  
もあり得るということですから、どこかきちっと詰を整えて、鑑論を出さないと、どん  

＋ ＋  

どん先行していってしまうと．予感がする今日この頃です．とても危険かなあと   



すみません。  

じゃぁ、ちよつとごめんなきい、今のことについてもし何かあれば。  

土地の契掛こつきましてほ来年2月に国の審議会を通した上で契約を交わすという  

ことになってござい麦すので、その来年2月の容誌会については大阪暁の私学雪毯会で  

認可しかるべしという答申が出るという前提のもとで国の審技会が行われると聞いて  
おりますので最鵜的に土地を借りちれる契和こつきましては2月の審議会の疲という  

ことになりますのでそこが通らないことにlま土地を借りるという革も進みませんし、当  

然そこに建設きれるという行為が進むこともないと。  

はい、今スケジュール的な、あとでもうー虔ですねその辺をまとめてですね、整理し  
ていきたいと思います。   

はい、どうぞ．  

恐れ入ります。あの、議論尽くされているかとは思うんですけれども、いずれの綬種  
についても快足な確論が必要かと思いますけど、とりわけ小学校に閲しましては教科教  
育のスタ∵卜にあたってこのことに関する影響というのは本当に大きなものになロま  
す．今回の蕃抱負．随分とこう時間も費やしているというか重要な観点で様々なご意見  

が出てるところですけれども、会長先ほどおっしやったように3択でしか進めていけな  

いことではあるんですが，その前に事務局の方にやはりこう申雅があった段階で、これ  

までの却下の事例であるとか必要最低限監のやはり対応をですね，こ与にあがうて告て  

想定されることについては精査していただいて、あげていただくことをよりこれまで以  
上に慎重にしていくことが必要でlまないかと、感想的で大変恐術ですけれども今回特に  

この小学校ということで感じたところです。蛇足的ですが。  

ありがとうございます。全般的なあれで皆さんはかにありますでしょう机  

先生そうでずね、これも本当に認可しかるべしということになってしまうと年を越え  
ましたら小学校の子はそれぞれ新しい28年度の入学試験に向かってのものをどんど  

ん出していぎますので、ですから認可申請中ということでこちらの方も惰朝をして．も  

しかしたら3月ぐらい、4如こなりましたらもちろん入試鋭明会も開かれますでしよう  

し、入学嵐験が大阪の場合は10月ぐらいからスタートしますので28年虔4月1臥  
時間があるようで時間が無い．という風に患います。  

そうですね，私やっぱり中身の問題もあるけどね、財滴的なことが非常に不安に、今  

うかがっててね、非常に不安になってきましてですね、これをやると、まあはっきり言  
うと借金をしてね・子れから今の確かと寄附のあれもね、変嫡ですけど■■あて  
にしてるわけです。それはどこが出しますというのもね、どういうことで借用したらい  
いのかというね、私も出す方も受ける方もいろいろとやって書ましたんで、大学レベル  
ですけどね。・設置もやりましたし，そうするとですね、余程倒真にやらなきゃいけない  

なあというのがありまして。一つはですね、今ありました国の方がこの土地を貸すかど  
うかっていうのを、この大阪府の審総会の嶺臨を待ってるということがあります．です  

ので今結論を出すか、2月に直の蕃読会の前に出すか．というのがひとつあるかと思い  

ます．それで、今結論を出してですね、これはやっぱり云ずいという出し方もひとつあ  

るでしょうし、あるいは先ほど出たいろんなことについてですね再度資料を集めていた  

だいてね、財務的なこともあるしはかの、  つまり財務的に一番あれなのは借金との関係  
ですね。それと今手持ちのものがひも付きのものであればこれはできませんのでね、預  
金の諮だけでは出来ないとし，－う語ですね。それも含めてやっていただいて．そして事務  
局はですね、王あいけるんじゃないかという判断があれば2月にですね、2月じやなく  

て向こうが2月でしたっけ、国が．  

2月というふうに聞いております。   

1月の未にですね塩崎の審甜会なり何なりを開いてですね、判断するというのがひと  

つ。二つあるんです。今ここでだめというふうに出すか／あるい†ま賓料をもう一度博し  

てもらって、1月の末に－もう一皮やってもらってそこで判断を出すかということなん  

ですが8皆きんの方で何れ確かに臨時をやるというのはしんどいのはしんどいんだけ  

ど臥慎重に我々で丁寧に丁寧にやるとすればそういうなあれになるんです汎昔さん  
の方でご患見いかがでしょうか．  

少しだけ貸間よろしいでしょうか。  

栗岡．どうぞどうぞ．   

今牒入金の残高が■ゝくらとおっしやいましたよね．小さな幼稚国法人ですので、  
返済計固というのが当然あるわけで、更にこの小学校を作るとなるとまた借り入れられ  
るわけですね。その借り入れの返済計画が最後までちゃんと見えるんでしょうか。  

今現在幼稚園方で借りられているの加■あるということで、柾年＋を  
年間の償還額として積み上げて、すでに今現在からずっと速きれてます。それが平成3  

7年までの偉選計画として返され石ということで、それをもちろん差し引きしました幼  

稚由の収支というのがプラス＋ビ出てますので、今借りてる負債の償還の計画  

については問題ないとしてます。今回建てることによりまして負債を増やすということ は考えておりませんので・償運針画についてlまこのまま引き続き返していくものだと判  
断してます．   

小学校を■ぐらいで建てるということですよ軋  

事務局 ＋  

－■ 事誘局  今度の小学校を建設するための■トついてに自己蛍  のほかに  
・ 
、． 

ちょつといいですか。   

ますけれども、新たに借り   

すみません、ちょっと得ウてください、はい先に。  

すみません．ここは今堰くら幼稚乱撃佼法人南港桜学園となってますが今は開成幼  
稚園で、学園名は籠池学園となってます。晋臣地先生のほうからも開成幼稚園が閉められ  
たちとで先生どう書れるんですかと言ったら、27年虔から開けますと、私にも言って  
いただいていたんです。それが何か今のところ27年結局開けないという形になってる  

ようなんです∴私学課のはうに開＜と。その辺りで私危惧するのは、  法人で動いている   



のにその理事長が来年からやるっ亡者ってたものが、今の時点でもうやらないと・そう  
いうようなところで理事会運営が，ぎちっとなきれているのか非常に，先はどの議事録  
も1臥1Ⅰ司出てきて、小学校をつくるという一文で購わってるような、そこら↑んで  

理事会機醍がちやんと理事会が機能しているかどうか、学園の．そこらへんが非常に不  
安なとごろがあるので、そこらへんが精査できるのであれば、聴取するとか理事会のと  
書に態裏書みたいなのがどういった紫料でどういうふうに説明して、というのがちやん  
と出てるのかということもチェックされた方がいいような気lまするんですが。  

あの、私立学枝法ではね理事会運営についてチェックせんといかんとなっているわけ  
ですよ、今はね。■ですからそれで理事会記録、例えば署名してもらうでしょ．まあはっ  
きり言いますと作ったものを出すところがあったりしてこれはばれると国の場合はで  
すね、本当にすごいペナルティがあります．何年蘭か申讃が全然できないとかね。そし  

てそれが重なれば、言っきのですね役員の入れ替えの命令というふうに国の男はなるわ  
けですけどね．まあちょつとその辺も調べてもらわないといけないですね。理事会がい  
つ嗣、れてて、どういう決定がどういう辛頗でやられてる軋というのをね■もまし）、ど  
うぞ。  

私も黄金のことでよく分からないんです。本当に基本的なことですが先はど、捻収入  
に対して園児数が出てまいりまして，現在の塚本幼稚園のカです肌これに対しましで、  

だいたい年間に1日あたりぎっくりわって＋ぐらいの収入じやなかったかな  
と患うんですが、もちろん補助金やいろんな形のものがあって総収入ができておるんで  
すけれども・確か190人ぐらいで とかおっしやったのではなかったでしよ  
うか．  

学生生徒納付金とそれから今もっしやっていただいた補助率、替常費補助金等の収入  
以外に何か収入がありますよね、■入らないから・必ず何か別の収入がある。  

それで断金が－と如しやつた気がす弘でが。肇もメモして酌ま  
せんが。 

授業料、まあ保育料、入学金それから柿餅金を除き吏すと寄付金というのが・毎年の  
ように、最近でいきますと≡≡とか■ll■■とか。  

まあ言ってもせいぜいそのくらいですれ■、■ 

それ以外の収入はないですか。  

そうそれ以外の、それが1桁違えl扮かがナど。  

そこらのやはり寄付金のもとが．やづばり決してだからって惑いとかそんなことは私  
一軒申しませんけれども∴一足の田体、もちろんそれはひとつの何かの目的を持って燕  
麦られた団体ということもありうるかなと．  

その辺もひとつね、調べてもらって分かることであれば。レげれにせよ我々はですね  
幼稚園から小学校を作ってはいけないなんてことはあり待ない。これはやれたらやった  
らいいんです。それから指導室常に基づいていればプラスアルファがあったとしてもそ  

のこと自体はですね、  少し特色を出してやっていただくのlま当然いいわ  けですよね．た  
だし圃超臥それが安定レた形‾Fやれるかということがひとつ．これは財捌りなことが  

あって、初年時から私黒字の計算というの軋私も実は書類i主義捜まで且を適す方です  

がこれはすごいなあと、普j酌まなかなか無いんですね。完成年次に近づくと累くなって  

いきますけどね．この間罷なんかちょっとチェックしといてもらわんとね。まあはっき  

り音うと数字は上手に作れと首われれば作るんですよこれ【ま。だけど我々も別に性善説  
でやってんだけどね、けれども場合によって我々が非常に大事なことを見落としてたと  
いうことになるとわれわれ自身の、貿任にもなりますので財務的なことをチェックする  
というのがひとつあります。それかにつ日にこれまで声が、色んな声が、■lll■が  

おっしやるように出ているとするのであれば、ただやり方については色々と見方がある  
かちその範圃なのれあるいは強制やらパワハラやら色んなものを伴う形で社会的に問  
題になるものがあるかどうれ手法はね、荒い手法があっても山）し、いいしと育った  

らおかしいけれどそれで文句首うわけにもいかないしね．手法はあれでいいけれども、  

その手法の中身ヒですね、あまり社会的にね、ご理解がいただけないようなものがある  
かどうかということはやはり鬼ほどのご指摘であると思うんですよね。それから鵠三番  
目にですね、特色はあっていいんだけれども、それが本当にある短の偏ったもの、これ  
は箇弊がありますけれど今ヘイトスピーチがものすごい閲歴になってまして、これはど  
こか大事な部分があるんじゃないかという言古もあるけれども少なくともああいう形で  
やるのは社会的には理解が得られないということがありますので、そこまでいかないに  
しても教育内容、教育理念についてですね、やはり世の中的な理解が得られるか。簡に  
教育理念はね、そのためにここに特色を持たせてこういうやり方で、というの娃少し調  
べてもらわんといかんかもしれないですね．まあ今私が皆さんの話を伺ってVlてです  

ね・3点ぐらいあると思うんです，それで、ここからの振り方が2つあってね、この段  

階で同断†あるからもう一度考えて（ださいね、というのがひとつ．もう一つはですね、  

時間を置いて今山たものを睾部向こうに投げて資料を出してもらって、これlほず事務  

局で判断せんといかんですね。だいたし）これでいけそうだっていうことになれば1月の  

共わりに臨時の審諦会を聞いていただいてですね、再度強諭してですね、これについて  
結論を出すと・このZつがあると思うんですが、皆さんいかがでしょうか－はい、・どう  

ぞ。  

やつぱり今■がおっしやったキうに教育ソフトの中の考え方というのは色んな考  
え方があると思いますので、やはり現実問題として今ここに校舎4400平米．それと  

校風教具、囲香これを幽設時期までに、もしくは順次段取りをしますということです  
よねtそうするとお金の面で蚤員は菅井常に心配していると。毛婚44‘00平米を建て  

ようと思うと、木造だったら分かりかねますけれど普滴の鉄筋だったら10低い虻ま  

す．9低から10償いります。木造だからといって半猿でいいというわけにはいきませ  

んけれども、先ほどちらっとお聞苦したバランスシートからしても考えにくいですし．  

1G沓の、これは学年進行とともに6分の1ずつ買っていくとしてもこれはお金はどう  

されるんですかと。そオ旭1ら理事会の満場一敦はいいですけれども、理事会としてlまこ  

うし、う構想があってこういうふうなシ三ユレーションを持っててこういうふうに級籠  
していきますというようなことがあって、質成を普通はすると思うのでその辺の議事録  
は一回のことで異義無く賛成したので新しく小学校を作ろうという議事録もなかなか  
珍しいというのもありますし、まずは侯は一息お金のことが一番分かりやすいと思い  
ますのでその中では今年もうすでにお出しになってる、今年3月未のベランスシートを  

ペースとして、どういうふうな調達でどういうふうな計画で、この10年先までのシミ  

ユレーションをお出しになったのか、その借憑性というものを以てもう一度1月   



の材料としたいということが一番，主観が入らなくてお金は客媛的に判断で書るからい  

いんじゃないかなというふうに思います。  

では随分胚諭しましたので、今日は保留と吉せていただいて∴今出たですね、私はa  

点ほど忠男引こあることを申し上げましたが、それを裏付ける虫金の資料や、それから今  
の理事会栄札理事会記録、これは理事会は年に何回か珊かなければいけないことにな  
ってますからね．あるいは評議員会臣轟ですね．この辺でですね、どういう形で今まで  

のことが了承きれてきたのかと。例えば寄付金を＋  荒めることにしても、理事  

会でどのようなご削脚ありどのよう・にこ7承きれた？れ＋集めるというの  
はなかなか大変ですからね．ということがありますのでそういうことも梓査していただ  

いて、そして今日出たことを全部ですね、メモしてあると思いますが．全辞令めていた  

だいて、資料を山していただいて、今日は保留。そして顔料を出していただいて、事務  
局の方できちっと検討していただいて．これをもう一髪かける必要があるということに  

なれば、1月の終わりにやって、その間に必要があれば私と■は事跡局の相附こ  
乗るということで、今：＝ま保留ということIまいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

郎Iの最終的な判断で必要かあれば、私壇■b両方とも虫金の咽では苦労して  
いるあれですからね、見せていただいてね相談に乗るということにしたいと思います。  
ではこの議案昧このあたりにして保留ということにしたいと思います   
それでほ簸ち号議案については、賀明の通信制の誅雇です机これについてほ特別委  

員会を4回開催し，特別委月余としての結論を出しましたので、その報告をしていただ  

いたうえで、笥5号諸表を皆吉んにご審議いただきたいと思います血  

税明は報告事項と5寺請轟を。  

じやあ、両二万お観いします。  

報告果件1   

「貴明学院高等学校通信制課程設置に関する特別委員会の報告」について説明、  
第5号議案   

「神須学開高等学校の設置及び学校法人神須学園の組織変更の件」について説明  

まず、特別委員会の結乱そして貿明学院の通信制の申軌これlま準備不足というこ  

とで申請を取り下げていただいたということです。本来であれば特別委旦会の籍革が出  
てから蕃羅会にということですが、その前に特別委員会の緒論を法人にお伝えしたとこ  
ろ．申請者が「取り下げる」ということですので、キこにはかけません，これについて  

は背きんご了承いただいて、この特別垂且会で臆諭した色んな条件、あるいはその前に  
＋のときに付したいくつかの条件、これはすべて酬lになりますので、した  
がって今後の通信制の申請について私事請局できちんと整っているという判断がつく  
くらいの黄料を集めていただいての申鰭になるかと息います．   

硬いまして、今回の第5号議案については継統審議とし草して、資料が削1次束、皆  

さんにご議論いただきたいと思い王すが如何でしょうか。よろしいでしょうか。  

（各重点意見無し）  

では次に第6考証秦の説明を虫偏いします。  

欄西大学高等部の学科設置及び学科廃止並びに収容定員の変更に係る学則変更の 件」につしゝて悦明  

高等学校の学科新設の場合－ユニークな特色がないと琵めないとなっています。この  
学校の場合、最初は安全科学科というユニークな学科にするから認めて欲しレ㍉というこ  
とでスタートしました。以後、特色iま発展的にするので普通科に転換したい、と。府教  
委の高等学校附こ「特色があるか」を相談しておりました。特色は2つありますが、1  
つは安全教育と防災教育・これとプロジェクトフォー、今は少し流行りになりつつある  
アクティブラーニングですねロアクティブラーニングを位臆づけていくという、次の指  
導要軌Dlつのウリになっているのですが、アクティブラーニングをやっていくという  
ことですね。こういう2つの特色があるので露めていただきたいと。私はまだポピュラ  

ーにはなっていないと思うんですが、先導的にやっていただくのはいいのかなと思いま  
すし、府教委の高校吸音畏もそんな見癖を持って虫られるやに伺っています。   
皆さんのご意見を伺いたいと思レはすが如何ですれ  

＋  

＋   
けないと、いうことで安全科学科こしたと思います，   

通常の晋単科を作りたいという申請をしたのでは、なかなかお毘めいただけないとい  
う前撞条件があるわけですね。   

＋   

＋  

＋  

普通の普通科のカリキュラムでは超しいということで‥。二  

当時の大阪府の設置の基準が厳格にありまして、少子化に向かっていく中で、普通科  
の人数を増やすことについては、よほどの特色がないといけないと。特定のコ丁スを作  
りなさいというような指導が為ったんですが。平成何年でしたか・・2年前でしたかね？  

平成別年ですから2年前です。   

ということで基準が緩和されましたので、新規参入が比較申射こなったと。間遠って  
いたら育ってくださいね．  

事務局  

＋   

＋  
事務局  

ということ軋私学・大学談の方針が何かお変わりに  ニいうことですか？   

科の殻丑はお踏めしな  そうです．平成弘年度以前駄極端な言い方をすれ－  

いという方針でき耳半ほしたので、衛生看複科であると  
の設置をお好めしておりました。  

平成24年郎鱒如鮎会を開催し∴審査基準の見直  

いう特別学科  

まして、普通科につい  
ても特色のあ  う方向屯換をしたと  ねれは、認めていきま  

ころです，   

先ほど■■l鱒車れた内容で行きますと、今後も  i減少していくと   

いう現象は  そういう中で、普通  



平成26年慶大阪府私立学校審議会 臨時会（27ヰ1月）議事録  

1と．き 平成27年f月27日（火）  
開会9時45分～閉会11時05分  

2 と・ころ 大阪府大手前庁舎2階 第四委員会室  

3 
． 

出席委貞  糎臼叡一委員（会長）、・早島葉子委員、室山香首委員、   

（14人）  天野久委員、山北浩之委員、安家周一義貞、福田益和委員、 

石田和孝委員，上田哲也委員、吉武一成委員、木原俊行委貞、  

善野八千子重責、辰巳正信委員、横倉康幸委員 

欠席委員  坪光正窮委員（副会長）、水谷豊三番貞、清田育子委員、   

（4人）  辻川圭乃委員  ♪   

4 議事録署名委員  石田和孝要員、福田益和委員  

5・議 案  別添のとおり概要  

6 議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する。   



諸  事  録  アンケートが園内で52％、園外が8ロ％を越えている点。通常  そこで気になるのは、   

は園内の串が高くなるはす∴今回の場合は逆になっているが、何らかのプレッシャーが  
園外にあったのではないか．大阪府即．らノーマルなアンケートをするように指導できる■  

のかどうか。  

兵乱回答いただいた方は「回答してもらえる方」に払いたものかと思われる．隋  

へ．の申請書に添付する園児数の確保（見込み）については・ア㌢ケ‾ト結果によるも  

のとlましておらず、また手法も定めていない．  

アンケートの件ですカ㌔大学の軍師を設置すると普もアンケートのようなものをつ  
けることがあります。今回の場合、r知り合い」でやったアンケート これ自体問短は  

無いと思います机その数字と箕面自由学園との数字の比較菅行ったこと、．ここは閲錮  

になると急います。ただ．ある絶入学者掌の意思表示はあるということだろうと患い  

ます．  

次に特別活動の行事です机先転ど申しましたよぅに、入学式、卒業式それから始業  
式、終業式というものについては．当然、学校ゐ公式行事になります机それ以外にも  

1年生から宿泊行事ですとか、塚本幼稚匠で今、皇族などが大阪に尭ちれた際の翁出迎  

えとかに行っておられ畠ことがございますが、小学校でもそういうことを、教育基本法  
で定める愛直心を育てるということの一貫として、そういう行事に参加させることをl  

つの手法として、カリキュラムに位置づけて錬習といいますか、捜業の中の特別活動杷■  
位薗づけるということになってい宣す。また、囲碁将徽争ラグビーなど、スポーツ系の、  
日本古来のそういった内容を行っていきたいという風ヒ伺って由ります．   

続きまして幼稚園の経営についてご質問がございまレたので、ご説明します。  
当技法人力嶋督する幼稚園と他の幼稚園と収支牌造を比較しましたところ、何が違うか  
と申しますと、寄付金の割合が他申幼稚園に比べ多いということ・そのほかには人件費  
が低いということが挙げられます．特別支援の関係については、他の幼稚園に比べて多  

いということはござ11ません．   

・私学・大学課長あいさつ  
・会威の有効成立を報告  

梶田会長 ■  t梶田会長あいさつ  

（蹄）  

薩事率著名人に石田和事委員と福田益和委員を指名  

「瑞穂の園記念小学既設置の件」にういて説明  

はい．ありがとうございました．  

以上の通りであり生す，12月の定例会で皆さんからご心配いただいた件ヒついて．事  

務局から申請者に問い合わせていただいて、今のような状況というか、事実が明らか  
になった訳です■ですので，皆さんとこからでも結構ですので，ご貸間草いただけれ  

ばと点います凸 ′  

2つ敢えていただきたいのです机・  

アンケートの件ぬんですけれども。アンケートの仕方の凝本の所で．．最初ヒ面内の方  

については当然酎1ら直接配られるということで、5】好くらいの回収率ということせ  

あると．それと対して凹外の豊中市で抱かれた分については「人肺を頻りに」という  

ところが引っ掛かっています。申請者の考え方ヒ賛同しておられた方を伝って配布し  
たということ駄号の色が染まった方にもアンケートしているということですので、  
「般的なアンケート集計の方掛こなっておらず、小学生わ数字も箕面自由学園さんと  
比較しておられますが、果たしてその数字旺信憑性があるものになるのかと．′  

また、幼稚園の経営の件ですが、一宏定している」との記和一あり，卯≡の  

余剰金が出ると．園児数198名の規模で杜モこまで出ないように思われます．どうい  

う風な経営をしておられるのかと。例えば人件費を削るとか、特別支援の遡児も居ら  
れると思います机そういった可児k対する人件賀を削れば可能な数字かと思われる  

が・そういった部分を幼稚園振興グループでチェックされた上で「安定しているノと  
いうてもられるのか．重た，特別活動の公式行事の内容を具体掛こ把握しておられる  

のれ■号ういった点についてもあ尋ねしたいと息い草す．   

アンケートの回収については、委員ご指摘のとおり、現なの塚本幼稚価の保護者、モ  
れかち、O丑年協力いた琴いて、その方々の知り合いを通じて、その知り合いの知り合  

いというような形で書いておられますので、兵乱塚本幼稚過の内容に賛同される方  
に近い方に掃かれているという手兵は否めないと患います．但し，母数が1．908月削．ゴ  

て1・200という数にあがって怠りますし・その中で乙那という「入学したい」数字に  

ついてlま、保隠者・随全からの陣を割り引いても、まづたく信用できないというとこ  

ろまでIま毘められないと考えており草す。120数名の志駄があって、川名の定員には  

足りるという結論に導かれてし1圭す汎ある捏虔の定員に近い数字であると思ってお  

ります．  

皆きんお分かりとは思い童すが，補足させてください云例えば特別活動の中身だとか．  

総時間放とか．細捕年の軌小，中の新しい学習指導要領で軋r最低基準」とざれま  

した．以前は畷軌と言われていたんですね．だかちかなり「こんなことまヤ奉らせ  

ていいの？」ということも中ヒほある卿と患うんです机指導筆削こ書かれていること  

を踏まえれば、よほど社会的な常吉削こ反することでない限り、プラスアルファ程度のも  
9であれ払最直の私立の小学糾沌色kなエ如して増やしているとこ畠もかならぁ  

ります。個人としては、政治色の酎ゝものはどうかと思うんです机社会的常酸を超え  
ない限りであるならば、やってもいいということに牌導要領では）なっていますので、  

それはそれでということになります。離基準という瞳前になっていますので、そのあ  
たりは皆去んご承知使者くだ言い．  

アンケートの回収率のことで．本当に】，200件あったんでしょうか．数を普ちんと確  

脛されたのでしょうか．  

基本的に旺申請書蛙出時に添付盲れている分析結果をいただいているのみです，事務  

局が教皇数えるとか．そういうことはしていません。   



実際の難は確醒ざれていないと・はい・分かりました・  
次に、財政にフいてですが、学校建設費用■の妥当甲こついて・資料に毘削把  

だいていますが、建築費用が全国的に高騰している中で、寄付金であるとか、空肝眼備  
の説明もありましたが、それを差し如ゝて■ということでi達磨の書門革、束三者  
などの意見を聞レーて妥当性があると思われたのでしょうか1この点につりて患者皐を声  

塵いします。’  

今、事務局恥らの照明は‥はっきり．官って姐用は低いで㌻よ」入札予定の  
際の担当者から「これで何とかしましょうJ■という芳書を入れている状況です．心配は  
あるんですが．資材の腐入については．この設置の趣旨に賛同するところから、糞く提  
供しますという話になっています．少し先走った話にな魯と杜思うのです机皆さんが  

思われている「入学者が確保で曹るのか」、■「本当に牧舎が建うのか」ということ．こ申  

件が仮に酸可しかるぺしとしてスター’トしたとしても、開校までに1年ありますから、  
様子を見て，場合によってlま好ましくない事案申出早ようであれば、匪可撤回というこ  

≒もせぎるを得ないかも知れません，1年前の段階で約東をしていただい社内容牢つい  

て、今の時点での基づけと言いますか．それが今出されているとりう状況になっている  

と、こういうことでござい童す．■  

る状這   
と   

預金残高の証明書で確毘できて由ります．■  

で旺、借入金残帝ほおいくらなんですか？賃料のとこかに記載があるんでしょうか、  
すい監せん、私大府しておりきしたもので．■．  

野手鹿な貯を卿た■しますれ大体■くち、ゝだと思い干す・  

．－と姦していiよろし亡ゝで仰■中鱒金を由群ふ肇削t  
で、すっ甲し甲甲での■のか、モれともr、つ赴  

いつ尭塵した■のか職級由て削■ま壱んが．8棚に建て替え毒して別  
ますので、そのころからでlまないかと患います．■また、金利の関係もごぎいますので、  

借り換えを菖れたとのことも伺ってもります．■  

返済は滞りなく美行されていますか7   

返齢順に基づき毎年造言纏れその上で黒字が出ている∈とを財務常勤ゝ■ら確曝し  
ておbます．．  

遷済掛ま年で点いくらくらいですか？   

年肝で＋亘ったと思います．  

収支上何というか、  ウルトラC以上のすごい乗組になるんですが、  これた封雷悪性がある  
のかどうかと、私学経営をしている我々としても・私学卿梅紺帯状醐控をしてお  
られ趨もある程劇日んでおられるかと思います汎その点を踏まえて、不正の可青巨  
姓lまないよと仰られるんでしょうか7如何ですか？   

提出された財務諸表に帝付されている・公毘会計士から・の馨面を磁隠させていただ  
き、適正なものと判断をしているところです．  

吐い、■   

丁辛なご説明を私学・大学即）方からいただ書ました細かなところで掛々な盛岡が  

出ているのは当然のことなんで1今後どうなるのかということについてもやlまり戸惑う  

ことがあるのです机先ほど会長が与の先チェックホイ㌢トが出てくると仰いました  
が∴払が」番感けなけれぽいけないと息うの臥埠宜・塵徒を募集した後にこの計画が  
馳した場合・推したものの児童軸まらずに、・結果的昼lま蓮骨ができなくなったと．  
この世合・社会的・加地曹議会の責任や一他の私立革校lこ対す争蝕やそれに対す  

る府の指導、これらのことと連動するのではないかと．児童生徒を募那一る前の段階で  
一定精査庖して、例えば寄付金の申し込みの内容の確臥苛何が実行書れているのかど  
うかな甲鳩麦弄蜘に由れている軋また・工批ついても入札が本削＝■■前  
後で酎）れたのかなど・工事料からの書面lこついても・支店の証明ではなくて、あく  

まで担当者の栢ですからこ明夫に落札されたのかどうかなどの確隠も含めて、次郎  
月蓉法会がどぎいます肌その扱階までに入札が済んで、それまでのト丁クルな報告を  
レ漉だいてけの卯】を；諷過すると次に・寄付金那入った段階で次の即絶遠過す阜  

と・こういう手間を明らかにしていただいて・そ吃守顛準？た段階で私学・大学痍と  

して映された内壷皇皆富んがいいわかどうかという判断になろうかと息います．細か  
いことを舌う阜、ありえないような内容ばかりがあり，こんなことがあるなら僕もやっ  

てみたいと、冗談ですけど・患うくらいのことですので、こんな絵空事でうまくいくと  
は私もとても見えないのです机巷臨会としてはそ・ういサ手順力嘲らかに書丸ることが  
大切な申かなと思います。・  

今・■の掛こもあはしたようと、3月や7月にも審総会がありますので、ユ  
・月には入札の伏臥7月には今期の決算が分かりますかち、それだけの刹魚金がでるの  
かどうかを私学諷にも破戒いただき、当払腰蜜法人か入づT、その実任で決別．てい  
るはずですので・やはり心配な点lま確隠をしなレゝといけないめかなと思います。ただ、  
庇ヒもこれ邑GOとしないと、プロセスとし七は進みませんので．－且はそわ方向で進  
二めます机8月・7月の辛厳会では必ず級卓をいただく・べきと点れ－ますトほかに何かあ  

りますか．  

最後に1つ・今の串首を踏まえて・入学予定者の蔚が酌ました机どれだけの入学  

者が触れば・■収支トン．トンになるのかt・私学・大学梓と㌧て見通L′というのか、予憩  
はつけて由られるのか．  

慈曹か成り立つ鹿トントンというラインが7臥88人ぐらい集まれば何とか赤字ヒ  

ほならないであろうと予測は立てております．ただし、開校時に50人になりましたか  

ら泣可できませんという■ことにIまなはせんので・50人ならば百○人で入った、その先  
済して、なおふっ余剰金が■出るということは、■■■の‥  に80｛にはならないでしょうから、大体別人  くらいで癒移したとしてどうIiぅ収支に   



その上で窟破っていただくということになろうかと息  疎い，御ゝりました．香華うございます。   
います．   

・最後に1点∴私はかりで申し訳ないですけど．由地の借り上げです机10年後に腐  
入ですか？．   

10年以内に、です．  

この計画ですが、国有地の借り上げlこついては，今由の私学審で0Ⅹが出れば、おそ  
らく潜り上げ申請されて、■OKがでるんですかね？  

国有地の方恥実臥．田が里先約に売却する相手先与してlま公益法人となフて怠り、  
今臥森友学Fはl学校数育法の一条校である傭を作るということで革められるとい  

うこととおっています．本書縫合での毘可の典侍は土地が所有できるとレ1う■ことであ  

り，国の土地売却に印すち蓼磁会ではニー魚枚ができるということが免停となっていま  

す．双方ヤ認可が下りるということを前提で旨を進めて串りれ長ので，2■月朋に田  
の輔会がございますので、例えば12月の幸議会でOKと走っておりましたら、号の  
契約条件の和部の済めlこ入って契約k移るという－ことでした肌1月の臨時皇にとい 

こととなりましたので、条件付で野可しかるベレとなりますと、国は契約に走盲と、そ  
ういう事はずになっています．  

且との醐旺売女実約ですか？   

10年間の定期㈱を行ったうえで、その契約期間内に属人予約をするという内容  
で締給すると聞いております．  

計画が頓挫した場合隠士地正匹に戻るんでしょうか？第三者への転売の可絶佳lま7  

日に戻りますね．  

それが確実ならば、懸念lま払拭書れますね．  

臆入前はあくまで借地ですので．‘  

借地権を転売書れることも当然魚項では‥．  

相手が国ですので，そういった点は国できちんとされると息います．  

私も少し卓のあ在りの経験があります机通草、借地権は転売できないようになって   
います．  

大丈夫ですか．第≡壷に転売まれて権利帆僅かややこしく‘なるという詰もよく間竜ま   
すので．  

聖の軸の方lま如何ですれで軋■ 

紬lらす立と、■糊主よう．。，由帥に扮しい七いう訳云拙いので、  
諾める方向に動いている点について吼餌いいと思うのです机一方で、法人に勉強  
していただかなけれはいけない榔あるように思いきす●私髄嘗面よりlま抽  

象教育内容といった専門卸こどぅして由が行くんです机いただいた回答書の中で、  
例えば特別活劇を科目と呼び、単軸尊顔領を正確な青葉を齢）なくて、指導要領とな  
っているとか・素人臭いんですhそれから・第一，第二学年に省かれている特別活動  

の内容を伺いました机これl通常募三学年以降ですべき内容であるとこる、与れにも  

剛）ちす第三学年以曜で臥それが粥喝憫け運用者れ－＝年生だけ川5時間とな  

ウてりるとなフてい占矛盾Jあるいは総時間数につlゝて鬼ほど説明があはした九低  

学年の子ともたちでも放脚でやるような内容を本科でやるということでしたが、  
しかしそれ整合めた内容を特別活勤にという凰になっていて、教科学習のそんなに増え  
ていないという矛盾一雄していただいてt疲時胴乱．普通であれば．図画工作や生活lま  

捜幾時政を繋げr5時間日と6時舶でやるぺきところ違、横並びとしていると机挙  

げればキリが掛－・lまど・ちょつ■とした違和感が座ほれ手早く教育琵綾を組もうとき  

れた結集、ちょらとした晰が生ま乎たとかたいので．さらに削．てより小学生の学  
びが充夷されるようカリキュ．ラムを組んでいただくよう私学・大学艶の磨からご牌を  

l、ただだ帆軋■私としては為しとし走tゝと考えて去ります．  

・人件費比率が30％行かないような状疲でd、半枚を経営できるんでしょうか．高校の場  

合で1たら、撃当㌣どいことをしないとできない率います・■   

事薗局のはうで何机・  

平均的な幼稚卑の人件費比率鱒、丹南収入に占める人件費の割合が50数％を占める  
というこ・とになっております机こちらの幼稚肝では48％朗畔であゅ、他の幼稚卸こ  
比べますと1軌ゝ状況です．  

SO如ゝら40％前半の一桁％台の差旺蘭蚤ナLるとは思うんです机この40以下の銅儲   

というtこのあたわのlO％筆削るということは私には想像がつかないです．   

5・月ド判明すろ決算の内容を踏まえて，私学・大学掛こ例えI掃付会のことであると  
．か今の臣にづいても7月■の琴料金で報告削吹だきたいと思います．いくら監査法人で  
OKが出たといっても、報告は必要だと息います．覇■々委且や事捗局がまとめて指され  

たということのないよう昼じたいものです．  

宇琴の境出はありました机それ罰化何の鶴組も森いということが嵐免暮れます．  
特に決算讐黄鱒の3ですが、汲々学校法人は通常∵監置資料ヒ関して税聖士た依頼をす  
るということは甲てまれです」ましてや資料の2 

． 

なのでしょうが、なぜこんなことになづたのかと今紳師沙汰たならないよう旺五らな  
ければと心蟹ですtまた、有事の何題やカリキュラムの同琴など、この小学校に小学校  その点、国はしっかりしてますから．  

の専門家初先生が囲わって虫盲れないよう  なことであるとか、そう  いったことも非常に   



ト の伴もそういう不安材料の1つです．もし何かあった♯合に旺何  心配ですiアンケー   決算報告馨は監査法人の虫塁付告がないといけませんし、  現状の観沓土のチェックだ  
故拓可したのか、といった陛にもなってくるわけです。従いまして．匠可しかるぺしな  
のか∴好可しかるぺしの方向で色々な手痛の提桓を求めていくのか・そこははっきりと  
きせなければいけないと息います．・  

こういう申請は悩ましいですね。やりたいということはやあなさいと言えない．規制  
綾和の席代ですから、うまくいくんだったら，やってみて由うで軒かと 
■■陣中ったように、子どもに被害が及んじやいけませんので、ある頑の見せ掛けだけ  
で事実に反すすことがるってはいけませんので、今tむ色んな心配の租を出し七いろ班  
であると．免停付の認可しかるぺしにして∴途中いくフか出してちらいながら、ますい  
醤合Iま許可しかる■べしを取り下げる．あるいほ撤回しますよと．．まだ・1年先ということ  
もありますので、今鼠鱒々なチェックをかけて、事臭と違うようなこと鱒あれ臥そ  
，れだけでアウトです．今硬何回かチェックを掛け亡レ壮挙く中で．虚偽 
その時点でアウト．また■b配な点がより一層明．らかになれl£指導左して、指導をして  
もタメな場合隠そゐ時点でまた別の判断を考えないといけないのではないか・．1度G  

oにすると、お墨付きをもらったようになってしまってすぅと行ってしまうと困ります  
ので．つVYで巴申せ吼私立学校法が改正竜れまして、まずい点鱒抑凪いろんな清  
正が取れるよう七野なりましたし、そういった点も磨まえて考えないといけないと思い  
ます．・  

けではタメだと患います．卓のあたりはどうですか。事務見できますか。   
はい．   

■ 申誅考側に今後・責任を括ってカリキュラムや会計の内容をしっかりと見ることがで  
曹る方性居られますか．  

今のところ理事長が中心となって、コンサル担当の全社も入って虫りますが、今回の  
申請輪をまとめることが中心ですので、今後学校の巌曹や選管に入っていくようなこ  
とは多分ないと肋れま丸ですので・小学佼の校長や教頭の経験者を早く見つけてい  
たかてこその方を中心としてカリキュラムや会計の内容を作成するよう指導するとい  
うこととなるのではないかと思います．  

圃放するまではもちろんのこと・－開校した後も、今日色々キと措掃や己象見のあった  
カリキュラムや財務的なものなどtとりかナ入札の帯封i8月蓉姥会に，また会計に関  
する内容は7月の書法会に報告いただくようにしていただくということを条件付きとし  

て記録にとどめて・今日の尿秦として床可しかるぺしということで皆さん如何でしょう  
か。  

（反対意見なし）  

ちれから臆しいところがあるかと見います机今日・の審騰会の紀要鋸まそのようにしま  
す．ありがとうございました．  

・ヽ  
本日噛月の甘様－ありがとうごきいまし払癖針子なはす汎吉本洗長からご挨   

拶がございます。   

今日Iま条件付舎ということでございますので、鹿ほど梶田会長はじめ，委員の皆様か   
らご意見をりただいた内容として寄付の状況やエ事の価格についTは柑蕃啓封こ、   
また7月和島には監査法人の監査を受けた蜘についての報嵐また小学校の教  

育眼塩についてもど鼠見とご敷念をいただいて由りますという内容を腐友挙国に伝  
え琴して、きっちりとしていただくよう、．■またどういった体制でやっていただくかと  

いうことで、カリキュラムについては今、いつになるとは申し上げられません机ど   
こかの段貯雅号いたします。よろしく島屋いいたします．本日は誠に有縫うござい   
ました．■．   

一  このd、学校の教育め内容且ついては他車遮って．特色が軌－ということを闘いて串り  
ます．息惣的な理念に嚢回する政治家だけではなく，色んな企業もあるキ．他の私学と  
は違っ■た点といいますか．入学希生者からすると魅力にもなると息います．基本的声部  
分は外れて融）けないと11鼠います机私立学校に柱特色にある教育というのも求めら  

れますし、色んな特色めあ’る学校があってもいいと息います．・確かにJ曝しにくい髄  
分もあると患い声丸－Ⅶったよち地金柵もある軍はすめで・今後・  
常に目を光らせながら、設置に向けてどのように動いていくか、会長の熟考えと同じ方  
向で考え尤いと見います．■  

率直に申しあげて、様々な議論カ1ある中に点っても、．条件付絶可となると、やはり後  
段に周蔵の官業から考えますと鴨可」．ということになろめで、提出された質料が妥当  
であると匪めることになるので－まないかと違和感を見え王す・もう■1点臥アンケート  

の回収率机国内の保護者かち・の回答率が毎端に血ゝと．．一般的に軌血阜と学年  
が上がるととに回収中が低くなるのは癖できるんです机園については大体100鼠と  

いうのが通常かな、と且っておりまして．在園児の5P％以下の内容ではこれを以って良  
しとすることは納得がまだtlかないようlこ割増す．■  

私も全部良しとすることはほとんど鼓しヤと思っております．今阻計画の中で手套  
確認をする中で、今回提出のあった資料程確毘しようとなっておりますので、今後めプ  
ロセスの中で明らかにしていくんではなIlかと唇って虫り圭す．  

会計やカリキュラムのことにつヤーても・本来であれ臥第三者責員会のようなもの芦  
作って検証すべ書とと申と思うんでナ机■府の経費の問題もあるかと患います。ただ一  
法人が作った内乱・税理士が確認をしたとりう内容だけでh巧叶分であると見り童す・  

何らかのチェックを私学・大学殊でするぺきであると息レはす．  
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平成26年度大阪府私立学校審議会平成27年3月定例会議事録  

1 と き  平成27年3月24日（火）  

開会14時20分～閉会16時30分  

2 ところ  大阪府咲洲庁舎45階 会議室  

3 出欠状況  

出席要員  梶田叡一委員（会長）、革山香苗委貞、天野久重貞、   

（11人）  安家由一委員、石田和孝委員、水谷豊三委員、  

上田哲也委員、古武⊥成委員、善野八千子委員、辻川圭乃委員、  

横倉廉幸委員   

欠席妻貞  坪光正窮委員（潮会長）、草島葉子垂貞、山北浩之委員、   

（7人）  辰巳正信委員、福田益和委員、木原俊行委員、満田育子委員、   

4 議事録署名委員  上田哲也委員、重山香苗委員  

5 議  案  別添のとおり  

6議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する。   



次の篇54号舐秦について、事務局から説明をお願いします。  

第54号議纂「学校達人富田学風の設立及び大飯アミューズメントメディア専門学校  

の設置の件」について脱明  

すでに無線可でやっておられた教育内容を学校法人化するので、お沈めいただきたい  
と‘いう尭件です．皆さん如何ですか．  

教員の専任22、兼任8名の合計30名でここに書かれているこの科目全部を教えられ  

るんですね∴  

教局としヽうことではそうなります机この他に、各分野で一線で活躍されている万に  
垂託講師という形で敢えていただく方がおられます。  

（学校法人化という）きちっとした形で申請されたことを私は評価したいと思いま  

す。皆きん、よろしいでしょうか。   
で粗菓54号誠案について蕗可しかるぺしと答申したいと患います。   

次に第55号議案について、説明をお願いします。  

第55草城嘉「学校法人愛甲学院大仮の設立及び愛甲農業科学専門学校の設置の件」  

について説明  

兵庫県ですでに学校をしておられる愛甲学院が水耕栽培についての専門苧頑湾屈娼  
したいということですが、音さん如何でしょうか。   

よろしいでしょうか．個人的には生徒が来るのかどうか少し心配な部分もあるんです  

が、お抒めするということで皐ろしいでしょうか。   
では．簾56号憶発と罷57卑冠実について睨明をお顔いします．  

第56号議案「匡順モ東洋医療鍼灸学院の目的変更の件」、集57号随秦「匡】際東洋医結  

束亜学院の靡止の件」について説明  

個人立で柔粍と鍼灸甲2つの学院をしておられた釈ですが、これを統合すると。早さ  

ん何かございますか。  

先ほどの愛甲学院もそうなんですが、こういう校舎や学校感が耐寧基準を満たしてい  
塞かどうかについては認可の条件の中に入っているんですか。  

専修学校の設置某史郎こ耐箆化のこ睾について明確な記述lまありませんが・校地・校舎  

として適切な施設であるということでございますので、必ず当該市町村等にほきちつと  
基準を満たしているかどうか確監しているところです，・  

舶の甑価掛すると■かと思った？ですが．  

そんなに■でもないようです∴取得価雁で鵬れたよう・壱あり、■さ  
れたようです．  

よろしいでしょうか。では．寡56号描桑と第57号強暴について絶可しかるぺしと答  

申したいと思います。   
では、宗58卓越棄について事務局から説明を虫願いします。  

第5呂号議果「大阪アニメーションスクール専門学校の文イ与・故養高等説程の廃止の  

件」について説明  

高車控凝の部分ですね．ご意見があればお厚いします。   

よろしいでしょうか、では第58号泣真について誌可しかるぺしと答申します。   

これで蛮托案件は以上です肌報告果件がありますので，事癌局から説明をお願いし  

ます。  

報告茶件「瑞稔の国記念小畢院」について説明  

与、進行状況について暮妨局から報告がありましたが．この廉件は今までの春雄の中  

で心配な点がありましたので、これからも逐次報告をいただいて、婚導もいただきたし、  
と思いますので、よろしくお願いします。  

でlま、今別ま長時間多くの濾題をご漂掛ゝただきまして附こ有雛うございました．で  

は、進行を事務馴こ虫返しします。  

皆様、本日は射亡しい中ご帝拓くだきいまして有剋うござし）ました。   



平成27年度大阪府私立学校審議会平成27年7月定例会議事録  

1 と き 平成27年7月28日（火）  

開会14時00分～閉会17時00分  

2 ところ  大阪府咲洲庁舎45階 会議室  

3 出欠状況  

出席妻貞  梶田叡一重貞（会長）、坪光正窮委員（副会長）、草島葉子委貞、   

（17人）  重山香苗委員、山北浩之委員、 

安家周一委員、石田和孝委員、水谷豊三重員二辰巳正信委員  

福田益和委貞、上田哲也童貞、古武一成委員、善野八千子委員、  

満田育子委員、辻川圭乃委員、八重樫善幸委員   

欠席委員  

（1）   

4 議事録署名委員  山北委員、水谷委員  

5 議 案  別添のとおり  

6’議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する   



おいてください．よそでやっていたら、それは盤当lまよそでそこのところがいけないと  

言わなければいけないのですが．大阪でそういうルールについてはご指導して場合によ  

ってはよその県でもやらないようになるのが私は望ましいと患うんです。一条佼全体に  
対する信用央壁行為になるだろうと私は息いますので．是非よろしくこれ．はお酎ユ致し  

ます。ほかに、いかがでしょうか。   
それでは．このルネサンス大阪高等学掛こつきましてさらにまた同産が無いようによ  

ろしくお顔いします。もうひとつ報昔がございます∴喘穂の固記念小畢院設置の進捗状  
況につきましてご報告をよろしくお駁いします。   

報告集件   
「機敏の固記念小峯院設置の進捗状況」について説明  

ありがとうございます。虫金はどうも集まっているようなのですが∴著エがされてい  
なくて校舎が最掛こ監可した開佼時期に間に合うかどうかが分からないということで  
これは引き続・き私学・大学軋事務局の方で見ていただし1て、本当に間に合わなければ  

また次の措置に削！っていくということであ■ります。何かご賃臥ご意見あれば串酎ゝ  

します，  

よろしいでしょうか。  

はい、どうぞ。  

小学校の方からなんですけれども、′ト学校の方は今17校で大阪府の連合会を作って  

いるんですけれども、今までは新しい学校を作られたと割こは中・高をお持ちの学校さ  
んが小学校を作られましたので、連合会には普通の流れとして入っていただいたと。連  
合会の事務局の方にlま阜の辺り新しく作るので連合会に入りますとか入りませんとか、  

連合会はどういうものですかというような問い合わせも何も無いような状況なんです  
ね。ですので革新局の方から小学校にも連合会があると、幼稚薗連盟に入っておられる  
lまずなんですね、塚≠学園きんへ入りませんかでほないですけれども、そういうような  

お声がけはしていただけないてしょうか。我々は今待っている状組なんですけれども。  

昨年良筆校則とぉ龍したなかでは、幼稚園連盟と同じように小学校連合会にも加入の  
意思はありますかとぉ聞きしたところ、それはあります、というお言葉は聞いています。  
ただ具体的にまだ菖叫ていないということですので、この先あと半年余りになりますの  
で，早急にその意思蛮声、加入の手続考を取るかということを問い合わせいただくよう  

に、こちらから連絡することは可能です。  

そうですね。大阪の適合会に入られて、次に西日本の，そして日本、ということです  

ね，股番に移っていかなけれはなりませんので、そういったものがまずは大阪の連合会  

の方で諾めさせていただくということですね。そういった手続普がございますので、総  
会に跨らなければなりませんので．  

その時点からご意思が変わっていなければいいのですが。  

いや、ということで虫麒いしたいと思います。   

ではその辺よろしくお磨いします。   
はい、どうぞ。  

先ほどのこ祝明で請負契約がまだ決まっていないということがあったと思いますが、  
実際にその入札行為であっ草り案内であったり、入手Lの前の、そういうものはどこまで  

確醒されているのですか。  

相見薇もり考取るための条件と言いますか要項は学校のほうから提出されたと問い  
ています。  

ですから具体的にいつどのように相見積もりを出すとか、という日塾の方は。  

7月兼までに出すようにとも）うことです。  

今日はもう28・・  

ですので明後日ですね。見穣もりをその日までに出すようにと。  

それに対して通常、入札なんかの場合は建築総合点というんですか、点数で何点ぐら  
いの菜着をこの応募の対顔とするかなどを一定決めて、公募の対象となさると患うんで  
すけどね．そのあたりの事務的なことは。  

点数は特段ここに拝啓いてはおりません。  

現実にそれは公開書れて何らか公示されているんですれ  

個別にいくつかの発着に投げられたのではないかと、確路はして由りませんけれど  
も、公示はしていないで、何社かの業者に投げたのだろうと患っております。  

まだあやふやな感じがたくさん残っていますが、B月9月に確認してもらわなけれは  

いけませんね。8月に着コニでしたっけ。  

8月に着エです．  

まあこれは、見ていかなければしょうがないですね．   

以前うかがったときに、建具会意聖職稟をするということで補助金をつけ  
て－かなり台安い額で見積やりを出されていたと思ラのですけれども、その■■は  

手を引かれたということですよね。  

学校からは入札で決めるぺきだということをおっしやっていましたので、結果的に別  
の菓割こ行く可能性はあると思います。  
■■に閲しま｝て臥今現在、現地に看板が出て別ましてそこには施行楽音は  

■坤るんです。実際その■というのは今説明しましたように、＋  
ということで、l■■にその契約は先にしてい  

るようです。そしてそれが蔽わってから本体の工事をすろのに   



て相見積もりをとったうえで決定するというようとお聞きしており．ます。爽敵そこで■  
■を山してくるかわかほせんが．   

ということで今のところまだ不確定．不透明な要素がありますが、引き続き央情を見  
ていただきまして、開校の時猟来年の4月に間に合うかどうかというところをみてい  

かなければいけないだろうと思います。この容儀金次は、迅月でしたっけ。  

12月です。  

そうですね，そのときにはlユっきり、まあ間に合うかどうかは  

入試日は10月の何日ともう出ていますよね。  

そうですか。  

出ていますよね、入試日。  

はい、寡兵は9月から始めることになっているようでそれまでには一定の枯論をこち  

らももらわなけれはいけないと思っています。  

それはそうですよね。弄集して、入試があって、やっぱり4月に閉校できないと大変  
ですので  

・4月に閉校できないのはありえないので、それは入試自体を止めざるをえない。  

最低限，校舎の建設の見通しが立って、その契約の中lこ3月までに引漬しができます  

よという中身の契約があるという確認が、最低限それがとれなければ、28年4月阻校  

の認可というのはしんどいと思っています。  

この辺もよく見ていただいてですね、これは本当に眉可までも随分ご心配があった学  
校ですけれども隊可後もまだまだ心配があるようですので、事務局で  

すみません、これはやっぱり入学予定者と言いますか、入学を考えておられる方に不  

利益がおきたらいけないので、私たちが鱒慮しなければいけない、となると認可がまだ  

きれていない段階での募集要項とか選考試験があるんだったら、必ず保蔭者がまだ認可  
され七いないんだ、ということを知って点く必要が，それは最低限諦視会としての責任  

を果たすためにもいるんじゃないかと思うんですけれども。  

一山応箆可はしたんですよ。  

その後止まっているので  

醒可の手続きは、3月になって先生の確保が出来ている、机も入っている、図書館に  
本もあるということを見てから詑可がありますので、それ麦では（抒可申請中）という  

文字を必ず入れるようにと相等しておりますので．神須学園にしろ、大阪学芸中学払こ  
しろ、必ず…   

だから琵可を受けるのは3月31日とかでしょ。そのことを明記しておかないと，一  

旦今はそういう状況なんです、と、万が一何かがあったときに困る、そのことを含んで  
入学の行為を、試験を受けるとかいうように  

それはね．ルールがあってちゃんと辛くようになっています。  

ホームページにそれは書いておりますので、瑞穂の臨記念小卒院につし1ては－‥  

それをはっきりときせておいたほうがいいかなと患って。ふわふわとやっていると恕  
局困られるのは保医者と生徒の方ですので。  

，そういう意味でですね、今かなり入念に見ていただいているのが夷借ですので、もち  

ろんその中では事務局の声で、先ほど■■からもありましたように、臭際の入試の  
ときに見通しが立っていないということになりましたら、こちらから言わないと、ま・さ  
に子どもたちが不利益を被ること－になりますので、それを含めてこれから入念に事器局  

の方で見ていただいて、もちろんその中に審議会が加わらなければいけないことがあれ  
ば、これは用いていただくことになると思います。  

すみません、入試日はいつですか。  

措定が3つほどあるんですけれども、一番早いもので青いますと、親子而腰が9月  

25日か26日、苦言己試験が10月3E】から41］です。  

先ほど着工が8月の中旬とおっしやった，だから8月の中旬がたとえばその9月にず  

れこんでいたりということになると、この9月25日の親子面接の段階では着工もあっ  

て、3月兼の竣工がある程度間違いないということでないとこの入試行為というのは非  

常に保夜着にとったり子どもたちにとっては、酷なことになりますよね。そのあたりの  
チェックは必要かなと。  

はい、そう思っており宣す．  

なかなかですが、はい、どうぞ。  

もうひとつだけ情報提供をしておきますと、図との賃貸契約の中でこの土地は小学校  
として利用すること、28年の3月al巨はでに大阪府の認可を受けて4月1日に開校し  

ない場合は違約金を、ということで恩との契約に謳われていますので国の方も也保して  
いただいています。学校のほうもそれがありますので、きっちりやっていただけるもの  
と考えております．ただ、それがあるからと言って突貫工事で変な建物を建ててもらっ  

ては非常に困りますので，そういうことのないようにチェックしながらしていきたいと  

思います．  

ありがとうございます白 ほかに何かございますか。   
よろしいでしょうか。今のように∴本当に心配の稗lまいろいろとありますので今まで  

どおり、今まで以上に入念に宰領局の方で、私学・大学訣の方で見ていただく、あるい  
は問い合わせが必姿ならばしていただくということをお輝いしたいと思います。   



平成27年慶大阪府私立学校審議会平成27年12月定例会議事録  

1 と・き  平成27年12月24日（木）  

開会14時00分～閉会16時00分  

2 ところ  大阪府咲洲庁舎45階 会議室  

3 出欠状況  

出席委員  梶田叡一重貞（会長）、坪光正窮委員（副会長）、草島菓子委員、   

（17人）  重山香苗委員、天野久委員、  

安家周一委員、石田和孝委員、水谷豊三重貞、  

福田益和委貞、上田哲也委阜、古武一成委員、・善野八千子委員、  

木原俊行委員、辻川童乃委員、八重樫善幸委員   

欠席委員  

（1人） 

4 議事録署名委員’．安家委員、吉武委員  

5 議 案  別添のとおり  

6 議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する   



報告秦件   
「㍑定こども圃の認可状況」について説明  

こちらの壷は大阪市や堺市が入っていないが、それらはじきにホ十ムぺ－ジ等で公表  

されるというこ≒ですね。  

大阪府所管のもの以外の誌可の件数は何件でしょうれ  

堺市では社会福祉法人立も含めて、約70主圧い施設力問可きれています。  

はい．この私学蕃堵会で常識できていない部分がありますね．   

1肯こどもの利用者負担が低い市町村があり、そこの市で軋利用者負鱒の安い1号  

こどもに希皇が流れるといったことがあります。特に、待機児童が見込めない市町村で、  
各市町村がどういう認可をしているのか、気になります．  

私学藩政会として幼稚園霞可とパッティングする部分あれば、審議会として関係機関  
に意見を送ることも出来るのでlまないかと考えています。本日は同産環起ということで  

隠給して点きミす一   
ほかにはよろしいですか．  

Iかゝ、ありがとうございました。では、続いて瑞葡の国記念小卒院について事務局か  

らお願いします．  

報告案件   
†瑞穂の囲記念小型院」について説明  

納付金が大隠こ下がった印象を受けますが、ご意見はありますでしょうか。  

寄付金1■と・あるのですが、これはどういった形で寄付され左のですか。  
1入が寄付されたものか、複数が寄付しているのかどうかで∴全然状況が違うと  

思うのですが．  

1人の方が寄付されています。   

1人の方なんですか。どういった方ですか。  

すみません。把握しておりません．  

どういうた方かで、全く意味合いが異なると患うので、把握する必要があると思いま  
すが．  

ありがとうございます．も金というのは出所も大事だと思います。竜ちんと事務舟の  

ほうでは把握しておく方がよいでしょう．どの革うな方からの寄付であるのかの雄踏は  

必要かと思います。8月の静複会で報告をお疎いします．  

分かりました。   

他にご意見はありませんか。  

はい。すでに入札等柊わられて、来年の1月には工事着工かと思いますカt施行主や  

エ事内容等はどうなっていますか．内装を簡素化するとのことですが．建築確陪の申請  

香はでているのですれ  

建築確跨がどうなったかは把握しておりませんが、1月から着工できるとのことなの  

で、手続きは済ましていると思います．  

建染美音とlまい＜らで契約したのか．   

業者は■というところで、準人負担は■できると聞いております□   

琵可の条件として、工事韻負実約の締着状況を報告することになっています。1月着  

工であれば、契約綿密済みと思われます。以前の審議会でJ随時ご報告いただくことが  

条件になっていたかと思います，書類を確落せすIご、口頭報告を受けたのみであれば、  

遺憾に思います。  

やはり、この事東は、ある意味．条件付きの路可のようなものなので、j窒一ご報魯を  

いただきたいですね。次の3月にまとめてご報宙いただくか、何か重要な変更があれば、  

その前に各葉月にご説明いただくようお願いします。   

ほかに、なにかよろしいでしょうか。  
lまい、ありがとうございました。   

では、軌ユて「ルネサンス大阪高等学校の評価」について事務局から祝明をお履いし  
ます。  

報告案件   
r平成26年度ルネサンス大阪高等学校の評価」について醜明  

資料の「1種馬」のところに、私学審謎会で盟可に当たって条件を付したというこ  

とを番いてください。認可に際して本審腋会において条件を付しており、それを評価し  
たという視点が必要かと思います。  

この学掛まいろいろあるようです。とんでもないチラシを配ったし、ここの■－  

N学問高校に転籍しているが、それでもめているようです，チラシについて性、諸藩し  

たのであれば、その旨も菅くべきだと思う。後に，この学校が圃頗を起こしたときに、  

ちやんと府として措辞したという形跡虐残すことは必要ではないでしょうか。  

社会的信用で支わっていく話ですので，借用詐欺、人を顕すようなチラシには強く指  

導していくべきですね．  

特区になった？は、民間だからできる成果が期待されるからこそだと思う汎試みて  

良い悪い、の判断があるだろう。この評価は普通の項白ばかりであり、甘いのではない  
か。▲■ご拇痢の件も、校長の貸賃が問題なのか、コンプライアンスが開捜なの  
か、きちつと担保をとっておくべき。東大に設置されていた株式会社立の保育所が撤退   



平成27年度大阪府私立学校審議会平成28年3月定例会議事録  

1 と き  平成2．8．年3月23日（水）  

開会14時00，分～閉会16時20分  

2 ところ  大阪府咲洲庁舎45階 会議室  

3 －出欠状況■  

出席委．員  梶田叡一委貞（会長）、山北暗之委員、草島菓子委員、   

（14人）  重山香苗委員、天野久委員、安家周一委員、石田和孝委貞、  

辰巳正信委員、水谷豊三委員、福田益和委員、上田哲也委員、  

古武一成委員、善野八千子委員、八重樫善幸委員  

欠席委員  坪光正窮委員（副会長）、木原俊行重民辻川圭乃委員、   

（4二人）  満田育子委員  

4 議事録署名委員  福田委員、■草島委員  

5．議 案  別添のとおり  

6 議事概要 別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する   



ったようにいろんなかたちでの第3考評価も含めての社会的な借凧の担保の仕方です  

ねJこれは考えていか導ければいけないし・我々私学審議会としても必要なら鶴レて  

いかなけれはいけない．  

諸外国で蒔いろんな方法で自分たち軒評価できるスケ一ルを作っているんです払日  
本の場合はストルが現在のところ無いものですから、自由価欄備考評価にかて  
も、客錮にみてゼうなのかというのが，臭はあまりよくわからないというのが現爽と  

してあります。耽々も自分たちが自分たちの学校をきちっと評価できるような評価スケ  
ールをつくる必要なのかなというふうに問題慮蘭をもっている。小中高の場合乱筆習  
楷革質徽がある馳切掛こなってもりますかち、・単位で嘗ちっと風位富れているので、  
それはそれで一定担保されていると患いますが、我々の場合と少し違うのかなと思いま  
す．  

央をいうと東京都が、幼小中高に？いて学校評価のスケールをつくったりしていま ■ 
す．スケールってしゝうのは評価頃日ですね。まあモういうこともあり麦すので，  

今の同席柳井常に大事だと思いますので、幼稚園なら幼備堰でどういう項眉からチ  
ェックするという恥プラン・ドゥー・チェッわ・アクションですは‘羊ういう点から  
は開い直しして、十分でなレ朝分があればどう改善するか。十分であればその上に何を  
付け加えろか。幼稚針小学校・中学綾・高等学頓・専修学校一各種学校の種別ごとに  
考えなければならない。お互い出栗lこおいて必姿な温哩をしてい卓たいと思います。  

■■■から蛸がありましたのア、蛇足になるんですけれども－私火畷府の  

キさtてiヰだいてサ‖丹て、中■6肛わたって  
かなり綿密にチェックをしております。府立R引受に関してもこ馳lらの様々  

なデータによって、それから市町村正字校lこ関してはなかなか府立との連携カL  

十分でないということを合わせて幼小中までと宙虎芋での由分ゐ分地が分断され  
ているということも合わせて、指摘盲せていただいておるところです。今おつし  
やったところのPDCAのチェックの部分を私学としては私学の立ち位眉で、特色  

ある部分をどのように、プランに基づいて．評価項目にありましたような形は作  

ってい＜必塁引まありますし、また現実にアク㌢ヨンブランの証分を私学の真の担  

保向上のためにどのような観点で評価してりくかこうレlうことがやはり大阪府の  

私学をいっそう質の掛ゝものにしていくとiゝうことに寧るのかなと早いますの  

で、■のご発言の部分もやはり私学としていかにエビデンスに基づいて、  
改善してるんだと跨れるようなものにしていくキやには、いっそう必要なことに  
なるのかと、感想で恐縮ですが患うんです。  

ありがとうございます。今のようなことをお互い念頭におきながちこれからも  
行政一本化といい主すけれども、重賞は2本になってますけれど臥そういう新  
しい体制のもとで、社会的な信用をよりいっそう確保するという意味で1いろん，  

なことを考えていかないといけないなと患います。ありがとうございました。そ  
れでは次ですね、劉備の盟記念小掌院に？いて事務局から説明お額レ＝ノます。  

瑞穂の抑、皐院について説明  

はい．ありがとうございます。．今ご報告ありました瑞聴の関矧、嬰院につ普  

まして何かご草間、ご意見ありましたらお傾申したいと思います，   

入試日につきましては、まだ次回でというふうにおっしゃいましたが、私の方  
では9月24日土曜日を今のところ予定していると貰うことを即1ております  

隠それから大阪の私立連合会への加入申込は4月になりましたら行いますよと  

いうことで．連合会としましては、4月25日月囁日に28年虔の弟1同籍睾を  
行いますので、そこで審議をしてま屯その中で、仲脚こはいっていただくという  
形になるのではないかと思って虫■ります，以上でございます。  

はい、．ありがとうございます∴なにか他にご質問・ご意見ありますでしょうか？  

また次の審議会の為りにも進捗状況をご報告お顔いします。次にですね、謬定  
こども園の認定状況につきまして事務局からお願いします，  

認定こども間の認可状況について鋭明。■  

はい、ありがとうございます。こういうですね、一覧表をだしていただいて幼  
保連携型の認定手ども臥皆様の方で．何かご質臥ご意見笥ありましたらお願  

いしたいと思います．   

こういうのが布いと、どうしても他に幼稚園型の醒定子ども園と保育所塁の花  
立こども固があるわけですが、就学前の教育施設について、楯局全体の状況はわ  
からないということになります。またおりにふれて、こういう資料をだしていた  
だくとお臥ゝしたいと思います。ありがとうございます。それでは、次にまいり  
たいと思いますけれども、大阪府私立幼稚園の設世基準の改正について事務局か  
らお願いいたします。  

大阪府私立幼稚園の設置基準の改正について説明  

今までですと、幼保連携型こども囲も謬腐会で幼稚園の領査をしていたが新制  
まではそれをしなくなった。ここで我々が替弘しなけれはならないのは、幼稚園  
そのまま、幼稚園型こども臥 これだけになりましたので、幼保連携型の部分を  
削除するということであります。法令改正での手続上の問題であります。何かご  
質臥 ご意見あればお頭いいたします。  

よろしいでしょうか  

委員一同  （異畠なし）  

はい，ありがとうございます．   

それでは最後に学校法人杉田芋圃と学校法人マサキ学園の合併について、事務  
鳥から説明お囁いいたします。   

■学校法人移田学園と学校法人マサキ学園の合併について説明  

ほい、ありがとうござし－ます。入学定員はあります声て、実際はどれくらいおる  

んですか。大和幼稚園は。   

昨年の5月1日現在で軋■118名いらつしゃいます。   



平成28年度大阪府私立学校審議会平成28年7月定例会議事録  

1 と き  平成28年7月26日（火）  

開会14時00分～閉会16時00分  

2 ところ  大阪府庁新別館北館1階 会議室兼防災活動スペース2  

3 出欠状況  

出席委員  梶田叡一重貞（会長）、森眞太郎香員（副会長）、天野久委員、   

（14人）’  重山香苗委員、■辻本賢妻貞、■山北浩之委員、安達譲委員、  

石田和孝委員、白江眞由美委員、辰巳正信委員、古武一成委員、  

福田益和委員、辻川圭乃重点、八重樫善幸委員   

欠席委員  上田哲也委員、木原嘩行委鼻、   

（4人）  善痴八千子委員、滴田育子委員   

4 議事録署名委員森委員、辰巳委員  

5 議 案  別添のとおり  

6 議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する。   



楽器も税額が多いですから払1人の先生がクラリネ・ット  とか木琴とか幾つか楽器を  睨明をお願いします。   

第15号議案   

「堺朝鮮初級学校の見止の件」について説明。  

ありがとうございます。堺の朝鮮初級学校、英男上生徒がいないということで、廃止  

の手枕をとキ1うことであります。皆様の方で何かご意見 ご質問あれば虫掛1します。  

よろしいでしょうか．こういうことできちっとしていただくと。  

（異議なし）  

はい、ありがとうございます。では筈15号議泉について認可しかるぺしと答申をし  

たいと思います。   

本ヨのご垂饉いただきたい議案は以上ですが、冒頭に事務局からのお帯がありました  

とおり、今日は報昏事項が2件あります。まず瑞穂の回記念小畢院について、事務局か  

ら説明をお観いします。   

瑞穂の凶記念小学院について悦明。  

はい、．ありがとうございます。今まで色々と懸裏書項を都度と報督してレ）ただいて、  

またここでご意見あればだしていただいて、また向こうにお伝えいただきく．今の報告  

について、ご質問、ご意見あればお願いします，  

私立小学校迩合会からの報告があります。平成2且年4月15日付けで瑞穂の圃記念  

小峯院の代表者、籠地先生の方から平成29年4月1日付けで私立小学枚連合会に加盟  

したいということで．加盟申込書がだされました．平成28年4・月25日の私立小学校  

連合会第1回総会にお吉まして，協縫をし．その結果、平成29年4月1日付けで加盟  

承認されました．連合会におきまして臥今後西日本の私立小学校連合会の加盟と、日  

本全備のdヽ学校連合会の加盟を進めてまいりたいと思っております，今私学課の方から  

ご報告ありましたけれども、≡回の入試醗明会は行われていると、募集人員が男女共学  

で1年生が80名、2年生は昨年度募集できなかったため80名の募集。内容としまし  

て、男女共学とうたわれていますけれども2分の1成人式、10歳ですかね．それとと  

もに．男女別のクラスにするという情報も入っておりますので、5、6年生になったら、  

男子のクラスと女子のクラスに分けられるのかもしれません，以上今のとこ号の我々  

が持っている情報でございます。  

ありがとうございます。非常に具体的でよくわかりました。事訪局からのご報告で連  

合会に入られたという情報提供をふまえまして、何か皆様の方で更に、ご意見＝ご貸間  

あればお願いいたします．   

この法人についてlま、現在幼稚園を運営されておりまして、あまりいい詔を聞車ませ  

ん。正直なところ。一度に先生がたくさんやめるとか、転圃をきれる保註者の方が、何  

人もお・られることを聞いています．一校地を実際に買われたということで、運営は英断こ  

楽になるということなんですが、それはある湿度の人数が確保されたらということ．私  

も以前は私学の小学附こいましたので、私学の小学校の運営が大変なことは十分周知し  

ているのですが。琵可相当ときれたことなので、あれなんですけれども、基準を満たし   

教えることになるのでしよう払規定では可能ということです．いかかでしょうか。   

（異議なし）  

これも一歩前私書ちっとした専修学校として弦可を受ける．もし問題があればきち  

つと指導する。この件について、路可しかるぺしということで答申をしたいと息います。   
では次に笥12号議案の審議をお願いしたいと思います．それでは、事務局から韻暴  

の説明をお廠いします。－  

鷺12号詭尭－  

「大原法儲公務員＆スポーツ専門学校大阪絞卵杓変更の件」について説臥  

はい・ありがとうございます．今までの法律公準員という領域の寺門学扮ニスボーッ  

塵兼学科を加えるということで、名札内容を変えていくどいうことです．皆様の方で  

何かご意見、ご質問ありますでしょうか．  

新しく作るスポーツ産業学科ですから、内容については私学恨にチェックしていただ  
くと・これを入れることによって学校名もかわるということです。よろしいでしょうか．   

（異議なし）  

はい、ありがとうございますこでlま竃12号議案について、認可しかるぺしと答申を  

したいと思います。   
次に第13号議案及び14号囁案克ついて軋各稜学校の収容定員に係る学則変更で  

すので、併せて審議をお蔽いしたいと思います。では奉務局から議琴の説明をお願いし  
ます。  

第13号議爵  

「メリック日本語学校の収容定員の変更の件」  
第14号縫森  

「新大阪外囲蘭学院の収容定見の交実の件」について説軋  

はい、ありがとうございます。各種学校であ早メリック日本蘭学校と新大阪外国賠学  
臥とれはしミずれも日本蹄を勉強するという希望者が増えて∴駄本語学科あるいは日本  
帝科の収容定員を増やすという学則変更です．何か皆様の方でご質札ご患見あればお  

願いし辛す．  

今ブームですので。特に東南アジアからたくさん日本玲を勉強したいと来ているとい  
うことですね．よろしいでしょうか？   

（異相なし〉  

褒．良一同  

垂貞一同  

葬．良一伺  

lまい、ありがとうございますこそれでは第13号泣案及び第14号儀表について、藷 可しかるぺしと答申をしたいと思います．  
では次に鴬15号成案の蓉犠をお願いしたいと息い  ます．それでは事務局から戎真の  



ているからといって、その辺を慎重にサポートする七いい麦すか，入学した子ども達が、  

途中で車佼が行き詰まることのないように、これは実際兵庫県で起こっていることで  
す。非常に厳しいところでありますので、そのあたりの支韻につきましてよろしくお酔  
いできたらと思いよす。  

よろしいでしょうか。実際私共のところにもその幼稚園の方から何名か範囲してこら  
れます。相当偏頗者の方と、管理者の方の間で圃顆があったと聞いております。一部訴  
訟問題も発生していると聞いてい宣す。60名の方が説明会に参加されていますよね？  

5．6年生から男女別のクラスになるということは、それが轟いとかいうわけではない  

のですが、何かそれだけの亜拠があって、学校が独自性を狙われているということだと  
患うのです机世の中に男女が共存しているという中でこういうような体制をとるとい  
うことを、実際に許可される私学裸の方からではなく、今先生の方から虫開きしました  
けれども、実際の運営の行く末をつかんでおられるのか、ご税明がありませんでした．  

クラス編成なんかも変わってくるようなことがあれば、前もってそのような説明はあっ  
たのでしょうか。教育的な配慮ならば男の子、女の子別にあってもいいと思いますけど．  

詑可申清いただいた時点では、男女別のクラスになるというお話は伺っておりません  
ので、そこは確降したいと思います．  

私達も矧がないと確酢きてませんね．■ミご心配なように、腿に色々  
な情報が入ウていて、加入したいということで、連合会の取り決めに背くことなく遵守  
をするという風ヒいただいているので入らないで下言いとできないところであります  
けれども、入られた徒で色々なお考えがある．籠池先生存知あげておりますけれども、  

中に入って、我々17校で連合会を作っていっておりますけど18校甘になられて、連  

合会としての動き、大阪の小学校としての動きを大きくかき回されるようなことになり  
ましたら、それなりに動かないといけないが、どのような漁れになるのかわからないと  
ころがあります。ただ、強引なところがありまして．平成29年4月1日からの加盟と  

いうことたので、それ以降はお仲間になるのでこそれからlま私立小学校連盟の仲間とし  

ての動きをお届いしたい．かなり強弓＝こ平成28年度から仲蘭としたような動書をかな  

りさせてくる．私が全てタメだということで、何度も代理の方がお麻む）に来られ生した  

けど、それまで新しく作られた凹天≡守さんであり、関大さんであり、そのような形で  
進んできましたので、こうさせていただきました．  

あわがとうございます。最初の段階から心配なことがあるものですから、私学浸で  
色々と情報を集めてもらって、定如9にご報告を紹介していただくと．教育基本法の姶  

神に蝕するようなことが奉ってもいけませんし，あるいほ子どもや保護者の思想居粂  

の自由に抵触するようなことはあってはいけませんので、色々と方針はあってもいいの  
ですが、極端なことになちないよう実情を見ていただいて必要であれぼ、寅間させてい  
ただいて、モニターしていただき、実情をご報告していただきたいキ思っております  

それではもう一つ報告があります。事務局から説明お願いします．  

「大阪府私立学校蕃縫合運営細則の改正について  

はい、ありがとうござい草す。事務局から報告のあった内容について、何かご貿臥  
容ございませんでしょうか。機構改革に伴う表現上の整備です．   



平成28年度大阪府私立学校審議会平成28年12月定例会議事録  

1 と き  平成28年12月22日（火）  

開会14時00分～閉会15時20分  

2 ところ  大阪府庁新別館北館1階 会議室兼防災活動スぺ⊥ス2  

3 出欠状況  

出席要員  梶田叡一重貞（会長）、森眞太郎委員（副会長）、天野久委員、   

（15人）  垂山香苗委員、辻本賢委員、山北浩之委員、安達譲委見  

石田和孝委員、自江眞由美委員、’辰巳正信委員、上日管也委員、  

古武一成委員、福田益和委員、木原俊行委員、林啓二委員   

欠席委員  

（3人）   

4 議事録署名委員  上田委員、石田委員  

5 議 案  別添のとおり  

6 議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する。  

＼   



るということですも皆様の方でご賃臥ご意見あればお観いします．  

よろしいでしょうか。  

（異謎なし）  

ありがとうございます，蔑も号議案†限表中央リハビリテーション専門学校の目的変  

更の件」について、認可しかるべしと答申をしたいと凪い皇す．告示酪学科だけで別の  

専門学校を作った方が、蘭としては見えやすいと思いますが、今の仕組みではこのやり  
方もできるわけですかち、これはこれでお認めするということです．   

では、第9号議尭の審議をしたいと思います。では事務局から議案の硯明をお願いし  

ます。■  

第9専権案  

「収益事業の種頚を定める大破辟告示の改正の件」について説明。  

はい、葬りがとうございます。．中身的には．今までと何も変わらないのですけど、た  

だこういう告示という形で学校法人が何をやってはいけないかということを示すとい  
うことをやらないといけない．私学春立会の意見を聴かなければならないということに  

なっております。学校法人というのは、子どもの教育をするところであるので、少しで  
も教育にまずいような要素を持つものはしてはいけない．法律の表項が変わったのでこ  

ちらの告示の方も変えるということです。皆様の方で、何かご意見、ご貸間あればも願  
いします。  

収益事業自体は適切なものであればやってもよい。ただ一部の収益事業lまだ軌これ  

は風俗背黒ですね。余俄lこなります帆関東の某私立大学で、一時ゴルフ寧を経営して  

いて、やはり叩かれておやめになった。あまり教育に関係のないものは、手を延ばさな  
い方がよい．教育プロ丹一に靡度したことでないと、としゝうのが世の中の常設だろうと  

思います。レかしこれは絶対苧をださないでと告示をされている、こういうことであり  
ます．何かご貿臥 ご意見ありますでしキうか．   

（異議なし）  

よろしいでしょうか。では第9号儀某「収益事業の種鞘を定める大阪府告示の改正の  
件」について、掛こ問題ないということで答申をしたいと思います。本日のご春満いた  
だきたい私案は以上です   

本日のご審議いただきたい哉秦は以上ですが、冒頭に事務局からお話がありましたと ぉり 
、今日は報告事項が2件あります。   

まず、瑞穂の国記念小峯臨について、事務局から説明をお靡いします。   

「瑞穂の日記念小畢院」について説明．  

はい、あり舟とうございます。ここでも非常に瞬塵に慎重に審議をして瀕し】て、‾応  
は認可しますけれども、このプロセスは、私共も見守りながら．必要があれば私学捉を  

通じてご指導すると、まあこういうようなことで路可適当として見守っているわけです  
ね．今のように主だたく喜ん爽てということはわかりませんが、校舎ができたり、6割  

は子どもが来るということで進んでいるということです。実は、事務局からコピーをい  
ただいたんです机＋Jtここを取り上げているそうで・安倍総理の奥鱒が名草  
校長になられている。碩めてユニークな学校です．ユニークだからいけないというわけ  

ではないですけれども。ただ罷可の時にだされた条件がきちんと履行されているかとい  
うことにつきましては，私学蕃法会委員皆の責任ですので．これからも私学現に実情を  

調べていただきながら、琵可の時の魚帆これが弼たされるきちっとした，まあ学校教  

育法第一粂の小学校ですから、公教育の一貫として機惜していくように我々も見ていく  
と、こういうことになって為ります．  

よろしいでしょうれご質圃なんですけれども、入学者はA［】程、B日程の両方の入  

学試験を終えた時点で6割ということですか。  

はい。  

これは入学手続をされている方ですか？  

はい、そう聞いています。  

志願者は何名ですか。  

現在．入学が確定した人数ということです。  

確定ですか．我々私学の連合会から問い合わせしているのですが、数字として敢えて  

いただけない．私は．直接私学限さんに人数を聞いていただきたいとお願いしました．  

私学恨さんから問い合わせても、人数を敵えていただけないと．6副という答え方しか  

なぜしていただけないのかというところ。それからこれは1年生ですか？新入生？  

1年生です．  

2年生についても80名募集されているんです。2年生については、80名の丸何  
名入学予定ですか。  

2年生につ普ましては、ゼロではないですけれど、という状況です。   

委員一同  

委員一同  



平成26年度の容赦会ですか、平成・27年1‘月27日に前時会を設けて児責確保の確  

実性にフいてということで、指示を色々だしていただきましたよね。そHその時に山  

してい加ゝた資料では∴大阪府から101名の出頗が、叩から兵舶下の鴎担威  
から16名の出願が見込軌合計117名の出師見込まれるということで資料がだ  
されていたんですよね。2年生について札内部から在国の幼稚園から16名．それ  
から色々分析して合計55名。1年目は2年生の入学定員は50名でしたので．55名  
の出駄が期待できるので50名の確保は十分可能であると、資料で。1年日開校できな  

いということで、2年自閉佼になって2年生は定員を80名に増やせれたのです．  

そうです。   

1年日開放見送られて、公立に行かれた方が編入テストを受けてくれるのではないか  

という予想のもとに80名にされたのだと思います。ですのであの時の資料専属て、こ  

ういったことて、♯■にこっ一書＋とならない    つ■tだ  
してこられて、非常に不安だなと、2年生80名の定員で開校しますということなのに、  

今おっしやたようにゼロじやなl）となぜ答えていただけないのかなと。我々、連合会  

としても来年度の予算立てをしなくて杜ならなれですから何名の入学者がいて、今ま  
ででしたら17按でしたけれど、18校で児童割りがこれだっていうことで、これぐら  

いの子ども蓮が入ってきてこれだけの収入があってそれでということをどんどんして  
いかなレ〉といけないのだが、連合会でもなかなか輔えしていただけなレ㍉ましてや私  
学隈から■問い合わせていただいても6割という答えしかどうしてしていただけないの  

かと。  

その連合会から来年の予納り専の関係で、確定した数字をいただきたいということ  
を、こちらの方からもう「匿お伝えしまして，今現在の確定した数字を聞かせていただ  

けるようもう一度絹いはします。こちらの方からも、今現在集まっている人赦が儲可  
に紳を及ぼすものではないという判断で、そこまで普つく今確定で何人ですかという  
ことは聞いておりませんでしたので、その辺反省しまして、小学校連合会につきまして  
は、今後のこともありますので、確定した数字をお伝えするようにさせていただき童す。  

我々としたら入学者ももちろん必要になってきますが、志願者が117名と出去れて  

いた。新入生の志願者がどれだけなのか、2年生か55名は出願できるだろうと．それ  

が、どれだけの柑があったのか、その辺もきちっとこの全としては把握しておかなけ  
ればいけない数字じゃたいかと患うんですけども、その辺りですね。入試説明会も第6  

回の1月22日日曜日、追加として，3月5日日曜日に央施されますよれそれはあく  
まで今ご間明あったように、平成30年度に向けたものではなく、平成29年度入試に  

向けたものということですよれ数はそうですよね？ということはp巳捏、その尭も入  

試があるということですよね．3月5日が追加の簡明全です汎その後lこ入試が行われ  

るということですよね。  

4月1【］ぎりぎりまで粛張るということです．親美的ではないというのはわかってい  

ますが。  

まあこれかちも、今ご指摘いただいたところを踏まえて、私学課でまた色々ととれる  

だけの情報をとっていただく。見守っていくと、問い合わせも含めてという風にしてい  
ただきたい．  

すみませんさきほど私学顎のご説明の中で人数的には、7割でなん卑か回る見込み おが 

と話あったのですが、7割というのは1年生80名プラス2年生80名の人数の7  
割という意味でしょうか。  

全体の定貞の7剖です。  

160名分の7割ということですか？  

そうです。もし今回2年生をあきらめるということであれば80名の7割ということ  

になります。   

2年生分の教員は確保しているわけですよね。教員は1．2年生全て確保しているわ  

けですよ礼2年生が思わしくなければ、かなりしん早いことになるという見通しです  

よね。わかりました。  

財請状況首また．というのは、七この学校の特異なところlよ普通であれば学納金と  

補助金を中心としてプラスアルフ7で寄付金となりますが、ここはたくさん寄付金を見  

込んでやっているという、財紳迫が他とは違う部分がありまして。建てるところでは  
実際寄付がきたということで建てて為られるようですけれど．一応  

ゝら、給料の支払lま大  

変ですよ、子どもがこなかったら。途中で子どもに不利益なことが起こったらいけませ  

んので、財茄状況を私学喋できちっとみていただくというところでお顧いしたいと思い  

ます。今回は12月段階ですから、子どもにしてもさきほどお岩がありましたように2  

月、3月で来るのではないかと向こうが言えば、こないとも言えないというところがあ  

ります。まだ今日は中間的な状況舶ということでまた年度末に向かっては、今の財務  

状況で、年度来になったら．財務状況をはっきりしないといけないので、私学課にほよ  

ろしくお頭いします。  

先■ど亡じしたっけケ貴●■ねの佃島書抜1亡なら†1たと  
いう記事について、その経緯の基づけとかどういうバックでもってなられたのか、大阪  

府ほ把握されているのですか？  

大阪府にlま正式になったという報告はいただいていなし㌔  

■吋からわぎわぎ瑞削醜創、墨院に問い台七せたりはせれ加のか  
もしれませんが、社会情勢というか、一般的に内部でも問題になっている開成のところ  

ですので、現首相の奥隙が名誉校長になっていることが気になるんですよ．  

パンフレットに載っています。  

パンフレットに載っているのですか。一般的になんでそうなるか興味がわくでしょう   



し、我々もなんセ？どういう径経で？と当然気になります。それをスルーしていくと後  

で、大雪な周眉になるのかなと急います。それでⅦいてみたんです。それともうひとつ、  
私共で調べたのは2年間で、それ以前は事実として確闇していません。  

確諾して‾■Fさい。  

正確に申しあげると、コピーを持ってこられたというのは事実で．それが本物かどう  

かを今確許しているところです．  

細かいところは今ありましたように．少なくともトラブル鳴こっているということ  

であり、トラブルの中身については確露していただいて、今日は中間紐皆ですから、全  

都出たわけではないですけれど、色々と私学喋の方で事実確認をしていただいていると  

いうことですので，次の春雄会でもこのことについて、報告していただくことをお師い  

します。教育事業というのは、僧頼関係で出来上がっていますので、不僧感をもたれて  

はいけない。世の中に不偲感をもたれるのはいけないことであるし、もちろん保裡者が  

不信感を持つのlまもつと寒い。私達は本当．に組心の注意を払って、直接保評者，子ども  

とのあいだの倍顔関係もありますが、社会的な店頭にも常にこだわっていかなければな  

らない。今日もそういうことでの色々な問題捷迄をしていただいたのではないかと思っ  

てます。次にまた重要な事があれば報告して下さいこもちろん詑可の時の話と大書く違  

うような辛が起こればもちろん，次の藷議会を待たなくても、場合によっては皆さんに  

お知らせしなくてはいけない。その辺もお含みいただければと思います。  

教育庁の方にお騒いしたいことがあります。2月に逸物完成検査にいかれるのですよ  

ね？今、教員の募集は、新卒も含めて済んでおられると由っしやていました白そこで例  

えば、教員が全員新卒である可能性も無音にしも非ずだと思うんですよね。頭数合わせ  

だけということもあるので．幼稚周でも全月新卒で全点担任を持つというのは不可能だ  

と思う．その辺りをきちっと見て虫かないと、私遅幼稚凹業界からすると、細かいとこ  

ろまでつかないと見えてこないところがあると思います。T専にみていただきたい。  

あと瑞穂の園記念小峯院について、他に、これだけはというのは、なにかあり生すで  
しょうか？  

よろしいでしょうか？  

繰り返しになりますが、色々と確かめても〉ただいて、審議会で状況を敢えていただき  

たい。ただし重大な，許可の時の話と適うようなことがあれば、次の昔満会と習わずと  

可及的、速やかに委員の皆様にお知らせすることもありうると。こういうことでこの報  

告は、中間的なものですけれど、こういうこと止しておきたいと思います。  

続きまして、陪定こども園の絃可状況について事務局から説明をお顔いします。  

「路定こども園の認可状況」について事務局から説明  

はい、ありがとうございます．幼稚臥認定こども固に詳しい方もおられますが、何  

かご質臥ご意見、あるいは補足的に皆様にお結いただけることがありましたらお敵い  

します．   

をとられたということはご存知ですか？   

いいえ知りま革ん．  

とられたみたいなのでrムiくところEょもLtt■巾て－  
■取ら胱との加誓うのですtあの学掛ま特に褐系で臨いですよね？ 

違いますね。  

どういう思惑でそうなっているのか舞になるのですよ。ですからその辺も解明できれ  
ぽなおさら状況がわかるのかなと思いましたので。一つの意見として。  

幼稚関係者の方から、現在も幼稚園を道営きれている法人の圃の手依の中で非常に  
塞別的な発言の手紙が出回ったとの情報があります。これにつもlては私学醍にも情報捷  

をしていて、マスコミを  供いたしました。また、   

私学掛こ連れて普たと情報もあります．これらについて、皆さんと共有しなくていいの  

ですか？とても大事な・閥だと思います。あとになってそんなこと知ちないとなると、  

土の会の★任同定酌こなると思います．  

今写実を確認をしている段階で，事臭として確定したわけではないので、今日の段階  

が私学j狼に来られて、そ  ではお出ししていない．   

ういう申し入れをされましたので、今幼稚園側に事実関係を碓琵している段階ですの  

で、今日の段階でl主事実として確定していませんので出していない。確定し、わかりま  

したら次回の審給金で経緯等朝告きせていただきます．  

マスコミを関係の方を連れてこられたのは辛夷ですか？   

事実です   

私が育っているの臥そういうことがあったのかという事実で、中身ではないです。  

支那人とかそういう表現の手紙が出ているのは事実ですよね？  

コピーがあり王すので、それについてどういうお琴えですかと、今回側に聞いていま  

す。  

何年かの間lこ退曙ほれた保隋者の方から、私学路とか幼稚園連合会にかかってきた電  

話が1件や2件ではないというのも事英です。  

件数的には同じ方がかけてきているという手動tありまして。  

何年かですよ．この1年間だけではなくて。  



平成28年度大阪府私立学校審議会平成29年2月臨時会議事録  

1とき 平成29年2月22日（水）  

開会15時00分一閉会17時00分  

2 ところ  大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）4階  

大会議室3  

3 出欠状況  

出席委員  梶甲叡一重貞（会長）、森眞太郎委員（副会長）、天野久重貞、   

（15人）  垂巾香苗委員、辻本賢委員、山北浩之委員、安達譲委員、  

石由和孝委員、白江虞由美委員、上田哲也委員、吉武一成委員、  

福田益和委員、善野八千子委員、林啓二委員、満田育子委員   

欠席委員  

（3人）   

4 議事録署名委員  

5・議 案  別添のとお．り  

6 議事概要   別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する。   



議  事  録  ていただきましたが、お互い注意しないと後で混乱を生じ  ることが無きにしもあらずだ  
・私学監あいさつ  
・会議の有効成立を報告   

ったこともありまして。ということで、申し訳ありません．よろしくお蔽いします。  

それでは、事務局のほうから今日の間哲について．いろいろとご説明ご報告をお願い  

したいと思います。   

（「瑞穂の国記念小峯院」について説明）  

ありがとうございます。   
最後にご説明いただいた資料4で、この審議会での取り組みの撞緯がよくわかりま  

す．   

ここで皆さん思い起こしていただきたいのですが、私どもが私学蕃でいろんな学校を  
臣可する場合、タイプが2種類あったんですね。それ軋何の甲竜もない、ごの前の■  
＋の場合なんかそうですよね。これは毘可のときに設置基準が満たされてお  
り、カリキュラムも人のはりつけもきちんとしており、財政的な基盤があり、これを皆  
さんで審屈し確毘し七もらったわけで、誰が考えてもこれは大丈夫だ、というのはそれ  
でいくわけです。こういう認可があります。   

もう一つlま特区で株式会社立の退店制の高校をやりたいという申請が出された場合、  

この時にはその法人が前によそで非常にずるい事をやっていて、教育としては変だとい  
うことがあって。♯類としては全部一応は出てきているが、大丈夫かどうかと皆さんか  
ら果報カ‡出ました．私学裸から弔いろいろと問合せていただき、追加資料も出していた  

だいて、その上である種の保護観葉付の認可となったわけです。一応は琵可はするけれ  
ども、これこれについては継続的に報告を求める、あるいは私学酎1継続的に調査に行  

ってチェックし、私学審に報善してもらう。そういうプロセスの中でカリキュラムなん  
か全部是正されて、まともな物になってきたという例があったと思います。   

今回の瑞穂の国記念小畢院の場合、後者の例とある意味似てるんですね。   
書琴の上で臥今の設置基準から言うと、若干土地の同魔力干ありました。国有地の払  

下酌）事故会が先か、こちらが先かという．こともありましたが、こちらが了承しないと  

向こうが動かないということであれば、今ご説明がありましたように、向こうの審議会  
革帯局に・．こちらが審議して了革すれば、本当にそういう手続きを向こうの審議会でや  

るんですね、と確認してもらってやったということですね。   
ただし、色々とその他にも、カリキュテムが一応辻複lま合っているけれども心配だと  

か、財政的に寄附金頼みでやるというわけですが、本当にそれだけの寄附金がくるの■？  

とか、色々と琶きんのご心配があったから、書類的にlま一応満たしているけど最初のと  

きは保留にして更に調べてもらったわけです．2回目は、校舎を一応造って結構です、  

とやりましたが、寄附金が本当に来るかどうかずっとチェックしてもらう．とか、カリキ  

ュラムなんかも特長が奉るのは緒橋なんだけれども、学習指導要領をきちっと踏まえて  
もらわないといけないし、教育の場ですからあまり過重なことをやられても困るし、  

等々と継続的に見ていく。株式会社立の通信制高校の時と同じような手続きをとって、  
ある種の仮認可したということです．こういうことでこれまでずっと来てるというわけ  

です。   
で、．ずっと途中で、前回の12月の定例会の時にも色々心配な面が出てきているんじ  

やないの？と何人かの委員の方から御指摘がありました。例えば苦情が多いとれ同じ  
法人が持っている幼稚周であのような辛が起こっているとかあったとか。もちろん幼稚   

今橋本私学監からお話がありましたように、我々慎重に憤畢に亘ってきたんですけど  

も、その後、国会でいろいろと取り上げられるような事態になってきました。といって  
も、土地の問題は我々とは直接には関係ないんでね．学校として適当適切な教育括勤を  

展開しているか、我々lま議論していくわけだけれとも。しかし、土台になる事情がいろ  

いろと社会的な問題になってきまして、そういうなかでみなさんに今日は臨時会でお集  
まりいただいて、本当に忙しい中、ありがとうございます。   

でも、これだけの社会的な問題をlまらんでおるわけですから、我々も審議会としてき  

ちっと筋を通さなきゃいけないと思って点ります。今日はみなさん忌惇のないご指摘ご  
意見をいただきたいと思っております。  

（議事）   

議事録著名人に天野委眉と古武委員を指名  

では、事務局から本日の会議の概要についてご説明をお願いします。  

（会議概要鱒明）  

はい、ありがとうございます．   
ということで、今日、森友学園から財務関係の資料をはじめ、いろい畠と出してもら  

っています。我々はいろんなことを踏まえて趣続臥安息的に教育活動をでき早かとい  
うことを判断させていただくわけですから、必要と考えられるものを出してもらってい  
圭す。そういうことがあるものですから、本日は机の上に乗らたものは回収というとい  
うことで、よろしくお願いします．これからも、安心していろんな資料を出してもらわ  

なくてはいけないものですからね。   
今日もこの問題をやるということで、入口のあたりにもたくさんプレスの方々が来て  

おられます．また、みなさんの中に．もいろんな薪臥テレビからお電話がかかってとい  
うこともあると思います。   

もちろん委員の皆喜んがtいろいろとご自分の立場で発声な書ることは、当戯いいん  
やす。ただ、この会議としての羊とめにつきましては、違う酎一連う新聞に載ったりす  
ると困る、ということがございますので、まことに申し訳ないですが、今日のまとめに  
ついてIま私にご一任いただければ、というふうに思います。   

もちろん、何をまとめとするかは今日の最後に早さんにおはかりし蓋す。私が勝手に  
■言うわけでlまありません。今日の会議甲最後に、こういうことでまとめとしていいです  
か？とおはかりさせていただきます。それで、一応それを私の□からお集まりの方々  
にお聞きいただくことにします。くどくいいますが、皆さんに確認していただいた内容  

でお話します■ですから、もし、いろりろと今日何が決まりましたかとぉ尋ねがあれば、  
それについての話は■に一任してあります。その基本内斜ま我々も最後にみんなで承  
認しております、というようなことをひとこと言？ていただければと思い吏す。   
すみません凸あれだけ多くプレスの方がこられると、そのへんを注意しないとと思い  

ます．余談になります去－、＋でいくつかホットな問題の都会のまとめ役をさせ  

事務局  



園で問題が起こっているから小学嶺の設置を差止めとはいかないけれども、色々な面．を  

心配な事はチェックしないといけない。こういうことで私学課に調乍て頂いてし）る途中  

で、今回国会で大問題となったという経籍があるわけです。   
もう一つ皆さんにここで再確語しておきたいのですが、一応すべてがうまくいくとい  

うことで艶可された学校であっても、教育の場としてふさわしくないと考えられる辛が  
起こっ・たら、私学蕃で皆さんに謹話してもらいます．同時に私学附こは行政の過当■とし  

て色々とご指導して頂きます。これはしないといけないわけですね。■その結果について  
私学審にご報告頂く。   

坂本幼稚園については二重に間遠忙しなくてlまいけません。今日ご報卓があったよう  

に、一つは小学校認可がある種の仮許可で条件がついて途中でチェックしながら見てい  
かないといけ率いというわけですが、その時に同じ法人がもつ幼稚園があのような事を  
やっていて大丈夫なのかということがあります。もう一つは今回の小学校設置の圃摩が  
なかったとしても、教育の囁としてあのような事をやっていて良いのかということがあ  

りますが、事は同じようなものなんだけども、違う文脈の中で私学審としては意見交換  
をしなければいけない、私学課にもご指導をお顔いしなければいけない、こういう事と  
して、私は理解しています．こういう流れの中で、今．いろいろとご報告頂いたわけで  

す。   
皆さんの中で、今の報告を受けてご質問もあり、ご意見もあり、それから新たな情報  

捷供もあるかもしれないもでは■あたりから、口火声切って頂いて。どうでしょ  
うか．  

特別新たなというものは無いのですが、今週の月曜日、西日本の総会、校長会等々が  
開かれまして、一応そちらのところに、こちら森友学臥学校捷人森友学園瑞穂の園記  
念小t撃臨書んから，仲間に入りたいという芋で出されまして、東証された。   

西日本の捻会としては大阪にきっちりと4月1日をもって入られて、開校されれはそ  
のまま入って頂くと、大阪の方で何かこう、屈可できないような事由ゝ何かありました  
ら、当然西H本の方にも入ることができない。   

あと、我々大阪として心配しているのlま」民族差別由な表現になるのかどうかわかり  

ませんが、大阪に今の■17校の仲間の中たは、在日の外国人の方を沢山お預かりして、■  

徴育滑勤されている学校さんがありますので，そういった学校さんの反応が心配です  
し・私が心配しているのはこれだけ大きな報道になってしまいましたので、4月に瑞穏  

の威さんに入学．される子供達が安心して、安全に学校生活を送ることができるのか、  

我々心配をしています。   
現時点として、小学校連合会としてはお仲間になられて、我々の規約の中で．何か困．  

った辛がありまレたら、こちらにもとかご相談←ながら進めていかなければならないと  
考えていますが、今のところ何も小学校の方たはご相談等入って由りませんのでi   

それが今の状況です  

今、■から出されたことについて。先ほどちょっと報告があほした机一応  
一年生45、二年生5という入学予定者数でしたが、その中で、今5名の辞退希望があ  
ると。だから40と5ということになると。こういう現状ですが、実は3月になったら．  
私学徽にもう一度確認してもらいます。3月9日でしたうけ？   

次の3月の定例の審議会はたぶん3月の後半になるでしょうけれども、それまでに私  
学況で今の3月時点での入学予定者数も当然確認なさることと思います。そのへんの予  

定についてちょっとお顧いします。  

3月9日ごろを今予定していまして、その［＝こ行けるかどうかという返事を今待って  

いるところですlテれども、その時には当然校舎がきっちり出来上がっているかどうかと  

いうような確毘がメインになります。   
それから今IJストを出して頂いてる先生方の、もちろんd、学校教員免許の確認、4月  

1日から瑞穂の因記念小畢院の先生になりますという■ことの就任の承諾壷であるとか、  

契約琶の関係だとか、そういうことの確路。それから寄付金等利こつきましても、一応  
前年度までに入っている分につきましては、決算の書類ですとか、当初の預金め浅高等  
で確認はさせて頂いてますけれども、その後に入ってきた部分の虫金の確認であると  
か、ということを確毘させて頂くのがメインになります白   

もちろん、その時点で今の問題が出てきて、辞退者が出てきている可能性もあります  
ので、全ての入学児童について入学手続きがとられているのかというのも、入学手続き  
を2月8日を期限にしていたと思いますので、そのへんの確認もさせて頂くことになる  

と思います。   
普通の流れでいきますと、そういう祐担が終われは認可書発行ということになりま  

す．  

はい、ありがとうござい圭す。   
今のようなことを入念にチェックして頂いて。寄附のことが今日も出ておりますが、  

＋の寄附があれば少々子供が少なくても当面はやれないことはないと患いま  
すが、ただ教育の場としてのすぺり出しですから、どのへんが最小限になるのか。■これ  
は見方により宣す。   

手持ち資金があまり少なかったら教育のをとして、どうなんだろうという宙は3月の  

審議会セは出てくる可能性があります。今、■．がおっしやったことも念頭におい  
ていただきながら、メインは今のようなことの諸々の確認ですけれども、我々は教育の  
場として適切妥当なものであるかということを判断したい。最終的な認可ということも  
それで判断することになるわけです。このままいって良いのかどう恥改めて何か改善  
の勧草なり、指導なりをしてもらわないといけないのか．たとえ認可と．いうことになっ  

ても、そういうことが出でくるわけです。   
他に皆さんの方でご質問は？  

資料1の財務計画で、Z6年虔の申請時の財務計画と現時点の財法計圃で、変更点は  
新入生が変わったというくらいで翌辞‘してよろしいのでしょうか？  

26年虔申請当初の計画で、もちろん29年虔の新入生の数が変わったというところも  
あるのですが、例えば下の6番の施設費■になっているのですが、入学の時にかか  
るお金があまりにも高いということで、新入生の数が集まりにくいという学校説明会の  
時のそういう意見等を踏まえ、入学時に必要なお金を減らしたというのも、⊥部変更。  
それは入学金についての変更ということで。   

27年庭中の審議会の報告事項の中でも報告させて頂いているのですが、また先ほど  
説明しまレたように、幼稚周の事業収支が当初■でずっと入っていましたけれど  
も、■も事業収支苫ずっと、李当に大丈夫かとご意見を沢山頂いておりましたが、  
それについては実機の出るところは美蹟において頂いて、見込みに近い数字に今の   



■lということで入れて頂いているということです。   
またそれから借入金ですが、当初この学校を建てるのは＋でいけるという  

予定でござしチました。ただ土地が購入に切り替わって、その分積立てるお金が自由にな  
っているとか、当初予定していた以上に土壌改良云ケを含めた建設費カ！上がったという  

ような理由から、より長い校舎の環境を目指すということで、借入金をもちろん規定の  
範田内で■ほどしたということが入っています。また、固からの補助金であるとか、  

■から繰り返しございましたこの審散会では、教育括勒の適正・適当というところ  
を春枝するというのが与えられた内容でござ←ゝます。今、社会に開．かれた教育課捏とい  

うことで、いずこも内容面について説明責任が闘われるということ、益々謹まってきて  
おります。   

本日いただきました資料の中で、英数については7ページ以降、各学年の是正された  

カリキュラムの結果として、第6学年まで出ております。その手前のところで5、6と  
いう資料にごぎいますけれども、開設時に1年生2年生と8－うことで申しますと、この  

栄料は社会科国語科そして算数科、6ページは理科というふうになっておりますタ  

1・2年生の場合、理科はまだございませんし、塘にこの入学時の大きな環境移行の  

中で、どのような教育内容を堰示しているのか、ということがなかなか読み取れない内  
容になっているので1このあたり－何故この（か冨③という3点が示されているのかとい  

うのが少しわかりにくいので、私学艶の方から何らかの設題のもとに示されたものなの  
か、この資料の撞未の経緯を一点確詔させて頂きたいと思います。   

もう一つ事ま、今後3月9日ごろですか、校舎建設ということで、ハードとソフトの整  

合ということで首うと、この教育活動が継続性と安定性を担保したかたちでなされるの  

かといったあたり、特に多目的峯であるとか運動面での低学年を中心とした活動が確保  
されるような、例えば道具、体育面での活動を保証するものであるとか、そういうよう  
なものも、今後の私学課の丁寧な課題対応に画してお答えをいただけるのが3月という  

ふうに受け止めておりますので、そのあたりも和やかな校舎建設の視点をですね、どの  
点を確矧こ行かれるのかというあたり、教育内容と合わせてお教えいただけたら有戴い  
と思います。   

以上2点でございます。  

今回提示させていただ者ました資料の中の5ページ目6ページ目につきましては、申  
甜時の申請書につけていただいた学校全体像ということでの資料でございます。   
今回カリキュラムについてのご報告をするにあたって、学校全体がわかるものとして  

一番わかりやすいかなということで、こちらの方で選んで付け喜せていただいておりま  
す。それぞれ1年生・2年生．低学年・中学年・高学年というように分けた具体的な内  
容につ普ましては、．ホームページ等々でも公表されている部分、それからこちらにお聞  

きしてる部分もありますので．そのへん今回ここには付けなかったのですが、もちろん  

次回お示してきるものもあろうかと思いますし、当然検査に参りました時には、時間割  
というのがきっちりと組まれているか、もちろん施設の面についても十分に確認書せて  
いただきますけれども、今の時点で時間割を提示してい走だけませんかというふうなこ  
とを申し上げたんですけれども、睾際クラス数が確定してなりということで、それによ  
ってその先生の曜臥準常勤の先生の曜日だとかそういう時間数が動く可能性がまだあ  
る 
ができるかと思I】ます。  

まず最初の点についてお答えいただきました。もう一つの点についてお廟いします。  

現地確認で体育の遊具・用具等につきましても、もちろん図著真に本が書っちり入つ  
ているかとか、そういうところも含めて、また今も先生がおっしやられたような多目的  
皇についても中身だと机保健室の中身であるとか、グランド等々につ普ましては何を  
備えなければならないというような規定はないのですが、もちろん教育に必要な部分が   

について確定したものについては入れて頂いております。   
そのあたりが変更の部分ということになります。   

逆に今色々と報道なんかで、土地代が安くなったようなイメージの報道がきれている  
ので、申請時の計層と実際の現状の部分が大きく、建築費であるとか、土地の購入費で  
あるとか、変更され七いるのか計画通りに進んでいるのかということ窄んですが。  

土地の洩入につきましてl士、事案支出の管理経費の借地料、今借地料のままにならて  

おりますけれども、管現経費の借地料ですね。ここに今、27年・28年に＋ 
∵というのが出ておるんですがく当初借入れ、定期借地の予定ではこゐ■  
■というのが買い入れる予定の7年後までずっ卑入ってきて、7年後には＋  
の時価であろうという予測のもとに、7期日平成補年ですか確か、ここに＋  

l■という数字が入っていたはずです．   

それが今、問題視されている部分でありますけれども、土地を購入した、それを土地  
の購入につきましては分割払いという青い方をされてますけれども、延納払いという制  
度があって、簡単に官えば分割払いなんですが、その領が毎年＋、それがずっ  
と借地料という名前が変わってないですけれギも・この＋というのが土地の購  
入費用に置き換わっているということです。  

当初は借りるということだった姐今度鱒買って、それを分割で払う 
ものに変わっている。もちろん当初はもっと高い価格を想定しておられたけども、非常  
に低いものです。月＃入については、それで決着したということになっているようです。  

はっきり言って、財務的にほ計画通りにいってると読めばレさいんですか？財務的に  

は・   

計画通りというか」汁画から変更された部分というのは、逐一報告させていただいた  
内容で、緒構な部分、土地の購入を7年後と言っていたものが、1年後になったという  

大きな変更がありましたけれ■ども、その根本的な学校運営に関して、計画通ゎにいって  
ないというような計画変更Iまないと談義しております．  

むしろやり易くなったと。  

良いふうに変わっているということですね？  

そう、書類上は。 



備わっていることという規定はあ．りますので、そのへん体育の授業に支障がないという  

ことを確許す・るとか、そのあたりを細かくチェックさせていただこうと思っておりま  
す．  

5ページ ・6ページはこれだけじゃなくって、他にもあった中から、ここにこれだけ  

を紹介していただいたということです。  

申請時にlまこれを全体像、申請時はもちろん1年生2年生だけの盃ではないので、全  
体の話としてつけていただいて。  

なるほど。小学校全体のイメ．－ジとして。  

1年生2年生は確かに理科・社会はなくて生活科で、一応ヒの時間数の貼り付けはそ  

うなっている・ただどう考えておられるのだろうか早いうのが1今の■の間翠嘩  
起ですね。   

1・年生2年生から、理科・社会の勉強に向けた内容に近いものを総合的な学習の時間  

を利用して、先取りじゃないですが理科の内容、自然観察などを含めたことを行いたい、  
そういうようなことは開いております。  

総合なんか2年生はないですしみ．本来ね。ですから全体像がわかるという意味で  
は・・・  

総合学習じやなく特別活動ですね。  

そうですね。全体がわかるという抜粋がこれというのは、中々理解し美臣かったもので  
すから。  

今・・■からもよつと不安の郡こついて御指摘がるりました。   
時々私立の学校駄指導要領に則らなくて争いいと喪解をしている人がいます．そう  

じやありません。設置者が教育委員会であろうと学校法人であろうと教育基本法も学校  
教育法も適用されますし、学習指導要領は学校教育法の施行規則という位置如ナですか  
ら、これも同じように適用きれます。従って指導要領に載っていることは、絶対に与ら  
なくてはいけない．今の指導室領の運用というのlま、10年ほど前にちょっと変わうて二   

学校で必要に応じてプラスアルファの内容やら時間をやっていい，ですから例えば、  

理科や社会の先取．りを圭やりになってもいいわけなんですが、特別活動の時観であると  

すれば、特別活動でやらなければならない内容を踏まえた上でやっていただくというこ  
とになります。これIま総合卿な学曽の場合も同じです。穏合的な学習、こういうことで  

使って下さい、それをやった上でプラスアルファということならいいんです。というこ  
とで、念のためにまた学園側に言っとレ）て下さい。   

この小学校の計画で危惧す争点は、小学校での経験のある人が、実際ほとんどおられ  
ないということです。小学校の免許性持っているにじても、幼稚園でずっとやって来ら  
れて、ということだと大丈夫かなと息います。幼稚園の教育要領は活動についての縛り  
がはとんどないんですム囲ごとの工夫で、こういラ内容を押さえればいい、という組立  
てになっている．  

それと小学校の指導要領は全く逢います。そのへんも念押しが必要です。今，■  
■からお酌†ありましたようl〒、やはり小学校としての教育の開削†あります滅相  
程にしても、ある部分やらないで、他のことに置換えてやっていると、一時期ありまし  
た未届僅の問題になります。文科省l封旨尊書領のある部分がボコツと抜けた教育がやら  

れることがないように、ということは非常に気を使っております。それは当然のことで  
すけれども。というようなことがあり麦すので、その点は念押しをしておいていただか  
ないといけない。   

これでこれを置換えるというのは、元のものがきちっとやれた上で、プラスアルファ  
でやっていただく。   

もう一つこれは、先ほどご説明がありまレたけれども、カリキュラムが普通は850  
時間ぐらいで小学校1年生やってますが、1，06Z時間が申請書には出ています。初めlま  

もっとたくさん出てたのを、私学裸のご指導でここまでになったそうですが、あまり子  
供に過重な負直がないように、と育っといてもらった方がいいですよね。  
ということで、よろしくお靡い致します。  

当該校に関して軋皆さんが今までにずっと積み重ねて来た審餞での、一定理解して  
いるということの前損で私車ちょっと確認したいのですが、先ほど事務局から報告があ  
り麦した例の用地の問題、土壌改良の問題で豊中市のほうに平成25年4月にいわゆる  
地下の土壌汚染があるという地域を指定されていて、’27年7月に改良して解除された  

ということですけども、それを豊中市に確認きれたということですけども、その学校  
側・法人側さん甲そうレ｝う添付書削ゝなんか、それは確認事項としてあるんですか？  

土壌改良をするための工事の発注書なとを確認させていただいてます。 ■  

なるほど。それとこの前に2月詫玖建設完了予定が3月笹ずれた。これは何か理由  
があるんですか？  

それは工事が遅れたというだけしか1それしか伺ってないです。  

当初は予定というのは決まってなかったと白  

契約書上は1月未が引準しの日になっておりまして、ですからまるまる1ケ月、も与  
ろん期間は1年以上の期間にlまなるんですが。  

豊中市さんが解除した当蔵地域の、その汚染解除されたということの確認が明確にさ  
れているわけですね。  

そうですね、当初航空局が元払い地に決定した時に、土壌汚染等がないかという調査  
をきっちりとかけられたと。そのときに土壌、地表から何mかその基準の範囲で土壌汚  

染の測定をしたところ、ヒ素であるとか，これ実際なんでそういう物質がここから出て  

きたのかわからないそうです。   
今の土地になる前は、住宅地があったということで、その前にエ場があったような形  

跡曙確罪できないという‘ことで、何故この場所からこういう物質が出たのかという確認  
Iまできてないんですけれども、調査した結果、そういう物質が出たということで、豊中   

．事務局  

事務局  

亭狩局  



市の方に土壌汚染がありましたという報告というか届け出されてました。それによって  
豊中布から形質変更する時には要届出する地域ですよ、という指定を受けてます．   

ただそ？要届出地域というのは、ただちに人体に影響するという場合は要届出よりも  

う一つ上の指定があるそうです。   
今回形状変更が予定されるということで、届出地域でありますので、形状変更にあた  

って土壌汚染を撤去しましたよという報告を届け出られて、それが豊中市の方でその撤  
去を権臥撤去というかその汚染物質∴汚染土壌の除去を確認したというこ≒で、届出  
地域の指定を解除しましたと．豊中市に開いたところ、それによって土壌汚染法に基づ  

く汚染というのは確臭に除去されたという、人体に影響がある汚染はないというふうな  
ことですという確琵をしておりますので．   

その後、そのエ事の中でもっと深い地中からゴミが出てきたという報道になっており  
ます。それにつきましては、出てきたゴミは産巣廃棄物になりますので、そのゴミにつ  
いては産廃処理法に基づく処理が当然必要ですけれども、そのゴミが出てきたからとい  
って、そこを全部またゴミを取るという工事をしなければならないかというと、それは  
またそういう義務由ないとし？うふうなお答えでございました。  

それ以上のことにL確毘行為だけになって、要は小学校建設にあたっての我々審讃す  

る審査基準は、もうそれはそれ以上のことはないということですれ  

そうですね。今、土奄引こついてlま汚染はないという確琵は取れてますので、もちろん、  

その埋去っているというゴミが地表すぐ近くにあればマズイとは思うんですが、それも  
今のところ無いということでござヤ1ますので。  

措定区域をはずしたということが、もう「了」というわけですね、豊中市さんで。・  

土地の同産は、これからまた色々な調挙があるセしょう。  
我々が今つかんでいるところで、我々は判断するしかないので、それで盲うと今ご報告  
頂小たようなことになって由るわけです。ですかち、そめ上に校舎を建てておられる。  
少なくとも、校舎のそこの部分では汚染は無いという；とになっている。   

きちっと校舎が建っているかどうかは、今度3月9日前後に確認に行ってもらう、こ  
ういうことですね。   

一徳嘗、教育内容、観官著の方の姿勢の2点虫伺いします，まず、選管について、非常  

に甘いのでIまないか．  

というのは、毎年■もの編入というのは小学校ではありえることなのかということ．   

当初の予定よりも＋も滅 
額が大きい。しかもその減少が、ずっと6年間にわたって影響するので、当初の見込よ  

りかなり運営的に厳しい実態Fこなるのではないか。また∴直営の実績として、今の運営  

きれているのもそうですけど、臥前にもうひとつの圃を経営されていました南港さくら  
幼稚園についてお開きした．い。これが一点日です。  

．二点甘の教育内容について、今回ヘイトスピーチの雇いがあると報道されていますけ  

ど、私立学校とはいえ、教育機関です．教育基本法倭二条に「伝統と文化、はぐくんで  

きた我が国土と郷士を愛するとともに、他国を革蓋し、国際社会の平和と発展に寄与す  
る態度を養う」と規定されているとおり、ま引こ不幸な戦争を乗り越えて我々はやはり  

世界≒共存していく子を育てるぺき時です。また、私の知人でも在日の方ですとかそう  
V）う方で、すごくすばらしい方はたくさんいらっしやる。幼児期とか小学校期、「基本  

的に入っていうのi享倍ずるに値するものだ」という教育が必要な時です。教育内容に対  

して少し危惧をしております．   

また、小学校の教員のリストとしてあがっている方々で、小学校での教育のご経験さ  
れた方は、校長から教員の方までで諾格ですので、どれぐらいいらっしゃるのでしよう  
か。その中で、小学校の経験がおありとしたら、私学での教育の経験がおありの方はど  
れだけいらっしやるのでしょうか。というのも、教科書をもちろん使いますけれども、  
この学校で追加される新たなカリキュラムを組むことは難しいと思います。ノ1、学校にお  

いて、指導的な立場でカリキュラムマネジメントの中心になられる方は誰なのか、とい  
うような事をお聞きで普たらと思います。   
また、学校法人会計というのは非常に厳レいものです。なぜ威しいのかというと継続  

性を求められるからです。与いうのは子鱒にとって幼稚園・小学校というのは、本当に  
何かあった時にそこに戻ってきたくなるような、そこでのいろんな経験がその後の人生  
を支えるような■ものです。ですので㌧見通しの甘い中で学校を設立して、立ち行かなく  
なっちゃったっていうことになれば．最終的にすべて子供にかかってくることになりま  

す。   
もちるん行政の皆きん時、今ある基準に沿って判断きれるわけですけども、ただこの  

できた法律から考えると、これは本当の最低基準です。義務教育である小学校で、私学  
でやっていく厳しさっていうのは、非常に厳しいものがあると思います。まして、少子  
化に向かいますから．間違いなく産む年代の方々が減る中で、出生率が多少上がろうと  

も、子どもめ数は減っていきます。その中で、このような人員が確保できる見通し声も  
フこと自体が非常に甘いのではないか。   

以上ご回答いただけた，らと思います．  

ありがとうございました。今のご意見、鼓事録にきちんと載せておいていただ普たい  
と思いますこ   
その中でお尋ねの部分があり麦すので、お尋ねの部分について事務局からよろしくお  

願いします。  

まず運営の生徒数が、定員プラス■■という編入学が毎年積み上がっているのは適当  
かどうかということですけれども、学校側・法人側から出てきた見込み、日標としての  
数字について、私どもからこれは絶対無理やからこの数字はタメということlまできませ  

んので、捻出を受けた上で、私学詫としても、本当にこれだけ集まるというのは難しい  
というのは見てわかる数字ですので、もし集去らなかった時ということを考えたシュミ  
レーションなんかをこちらとしてもさせていただいて、先ほど報告させていただいた  
■■入学肇ればなんとかぎりぎり、l■であれば壷定的にできるだろうなと。   

ただ生徒募集の関係につきましても、今回鱒砂ての募集で＋集まったとい  
うのは、実際、今、私立小学校の置かれた状況かち見ると悪い数字ではないかなという  

風には感じております。   
ですので、もちろんこれだけの人数が集まりますという申請をされているわけですか  

ら，それにつしiて見込みが甘いというご指摘というのは、当然のことなんですけれども、  

ただ現実を見た時につ七ゝJ、＋という数字という？臥心配．してた数字より  
lま集まったのかなと患ってるんですけども。   



ただ実際、今、来年から校舎ができて、もし醍可を下ろすことになって、学校が始ま  
らた時には、校舎を使った体験授業であるとか、学校説明会であるとか、初期からで書  
るということもごぎいますので凸その上で、こちらとして許可するにあたる基準、審査  
基準に基づく安定的な経営というのは、どの部分か、法人として赤が出せない、減価償  
却なんかも積んだ上での収支にマイナスが立たないかというようなことをシュミレー  
ション確屈遷せていただいた上で、これであれば何とか大丈夫だろうという判断を、今、  

通常の流れでい車乗すと、施設の確毘と同時に・免許であるとか、履歴であるとかを  
確認するというのが、今までの流れなものですから。  

そういう意味では、経験のない方々で滑り出しをなさるということで、心配な部分は  
非常にありますけれども．  

南港さくら幼稚園の休園につきましてです。南港さくら幼稚園は平成26年度から休  
■して由り士して、■出ヒよりrTと、  という埋由でれ   
法人としては森友学園とは別の学校法人になるんですけれども、そこに確認したとこ  

ろ、これを売りに出すつもりではなくて、今は小学校のとこうで手一杯ですが、落ち着  
いたち、またしっかり珠昧を整えて、幼稚園を再開したいという意向を持っているとい  
．うことは碓課しております。ただ、具体的な諸には今のところ至ってはいません。  

南港さくら幼稚園の母体は、館拍さんの森友学園じゃなかったんでしたっけ。  

学校法人としては別なんですが、理事長は同じ方です。  

そのままなんですね。   

・一定の使命を果たしたというのは、きれいな音義ですよね。実際には運営が立ち行か  
なくなったのではないでしょうか。   
昨日テレビのインタビューに答えられていましたが、私学だから合わなかったという  

ことでいいのでしょうか。   
さっきも患話ありましたように、カリキ土ラムをオーブンにして、家庭や社会と共有  

して、説明責任を果たして入ってきていただきたいということがあると思うんですけれ  
ども、私学だからと言って∴象見を言うのはすペて悪というような姿勢、今の運営のよ  
うなスタイルで、もしいかれるとなるとまた不幸なと家庭、不幸な子どもが出るかと患  
います。  
■掩っしやったように．鮒桟耶立ちあがり州営に酢、姦のことをメ  

インに進められたみたいですけど、教育は人ですから．義務教育の中でこれだけのお金  

を払って，この教育を受けたいと思うような魅力のある方が、どれだけいらっしゃる机  

ほとんど1年ヨの先生で成り立つのかなと。現実的に考えたら、今、．私学の小学校の先、  

生方がどれだけご苦労されているかということを思うと、非常に厳しいと思います．  

ありがとうございます。まさに大事なご指摘だと思います。  

経験年数を公表するという必要はないんですか。  

先生の経験年数を、こういうスタッフでやります、スタートしますということを公表  
してあげるべきだと思うんです。入ってからはじめて知ったとなると困るかもしれ吏せ  
んし。  

これまで琵可にあたってそういうことをやってなレゝわけですから、なぜここだけそう  
いうことをするのかということになろうかと思います。   

私学艶ではさせていただいているところでございます。  
さくら幼稚園の閉園については、幼稚周グループのほうからまた。あと、教育機関と  

しての革質の間掛こつきまして、今、あの幼稚園のヘイトスピーチ野間題であるとか、  
その辺あることは重々、もちろん理解承知しているところであるんですけれども。   
まずその前にご貨問いただいた教卓の経歴の関係でございますが、常勤甲先生の中  

で、小学校の経験がある先生は、・この＋という濃艶この方■・です。  

校長先生・教頭先生は幼稚園の薩験だけですね。小学校の経尉まないです。  

小学校の免許はお持ちなんですか？  

数字先生はもちろん持っておられます。校長先生は持フてないと思います。  

非常勤の■■lの方のご鐘歴・ご磋験は？  

小学校の経験を基に先生方の指導的な立囁でフていう風にお聞きしましたので、小学  
校鐘験があると理解しており草すけれども・しっかりした経歴について確降したわけで  
はありませんので、それは要確認と思い童す。  
ですので、この■の息験があるという】■■の先生につきましては、公立小学校の  

荘験が■・■■公立小学掛こ勤めておられて、今度森友学園に来ら中るという夙  
にお聞きしております．すべての先生が新卒である可能性だとか，そういうことのご指．  

摘も前回受けましたので、その辺大丈夫ですよねっていうような投lチ方もしてるんです  

が、それについて、ベテランの教員も入れながらの、先生を指導するような立眉の先生  
を入れましたということでありますので。   
実際、その私立学校の教貞の」ヽ学校の経験がある方はおられますかと言ったら、今の  

ところ確認できてるのはありませんので、そ押まござレiませんというお答えしかないで  

すけども。それlま確認します。  

今のところ男∈同があったんですけどよろしいですか。今現在履歴書って言うのlま出て  

ないんですか？履歴書見たらすくわかる内容ですよね？  

ですから確認に行けばわかり－ます。今二現在はリストを出していただいただけです。  

リストだけ出されて確認もしてないのですか。  

3月9日頃には全郡確認に行かれます。   

・3月9日頃ですか．  

事務局  

事務局  



事務局 ・  
まあ前例主義はわからないでもないですが。   もらわないといけないし、その報告を聞きながら審読会と  してさらなるご指導をお頂い  

やない机そういうことで、今日はこの会を虚時にやってしゝただいたということなんで  する、あるい比改善をもっと強く促していかぎるおえない、とこういうことがあるんじ  すね。   学校のほうが、きちっと入学予定者に対して、土地の問題も含めて学校法人さんのほ  
うがきちっと説明篭れるぺきことであって、我々が公表を命令するとかこそういうこと  
ではないというふうに事措局では考えております。   

よくわかりました。  

公平公正な立場でということで、本来の教育活動のところに今日いただいた糞料をも  
とにもう一度重ねて申し上げたいことがござい麦す。   
先ほど申し上げました資料6の最後のところに、平成26年虞の大阪府の全国学力テ  

ストの順位が4吉番目であるということを解決するぺく教師の質を担保するというよう  

に読みと・れる、大変強いアピールが見られるわけです。   
こ甲ことと、私この5ページ6ページに大変関心を示しますのは、握出された資料を  

担保する3ページの教員のこの質札この文事と整合しているのかどうかという点につ  
いての質問なんですね。   

そこで、先ほどの私学審議会がなすべき仕事のなかで、履歴蕃遠出をこの学掛こだけ  
求めるものではないという公正公平性から、それはこれまでの前環として無いとい  
う・‥  

いえ、そうではなくてiそれは9日にやります。   

あ・lまい・その際にやはり・このことを基づけるものとなっや）るのかどうかという  

ことについて資料を基に、より整合性とそのことを担保する説明がなされているのかと  
いう視点で確汲していだだきたいということなんです。繰り返し申し上げてるのはそう  
いうことです．   

大阪府のこの学力向上に寄与する、或いは大阪の教育に貢献していきたいということ  
はもちろん公私の切磋琢磨のなかにおいて、私学の小学校が果たすべき役割ということ  
をよく認識さ叫た文章だと思いますので、で札内実はどうであるのか。ここのところ  
で小学校痙験をふまえ、そのヰで初任者の方が■入られその上でこれからの新たな  
教育課程を作っていくカリキュラムマネジメントという点でどのようにお考えかとい  
うこと。・   

‾連の人と教育内容と、先ほど申し上げた教育活動を担保するハードの面、環境面と  
いうことをほんとにつながった形で検証していただいて指導政孝、或いはチェック項目  
としてこの点を確認してきたというご報告を、ぜひ3月の時点でいただけたらありがた  
いというふうにお頭いしたいと思います，   

農験年数の件はどうしようもないと思いますので、先生をこれから変えるのは無理だ  
と思いますのでァこの総括教員という方、非常勤ですけども■と番いている人が、  
学校の今ゐ説明ではとの人を中心にやるとお聞きしてますので、どのようにやるのかと  
いう点をもう少し深く聞きまして、次の審議会でご報告させていただきたいと思し）ま  

す。  

ここまで裏革を示されたんでしょうけど、なかなか実態と合わないところがあるの  

そういう提言というのはされるわけですか？学校法人のほうできっちり土地の問  
題だとか…  

土地の問題でIまなくて、土壌汚染について心配はないとし）うことを説明していただく  
ほうが望ましいというふうに事務局も考えています．  

学校が取得した土地の値段については。  

それは我々の守備範囲ではないということです。  

この間題は」はっきり言うと・との学校のこれからの行く末についての不安材料では  
あるんです。だけれどもこの審議会で判断しで、ある結論を出してやるというところか  
らは外れるんですよ。   

ですから、今日のご報告のなかには、美を言うと、我々の審議室で審議して判断して、  
という羊とを超える話がいっぱい含まれ七います。しかし、今日はあえて報告していた  
ざいています。というのは、周辺の事情も知．っておかないと、我々も春雄し判断するが  
でき寧いと思うからです。   

我々は設置基準、．カリキュラム人の貼り付臥それを支える財務専をき施して、こ  
れだったら一応GOと言わざるを得ないということになれば、そういう答申をします。  
ある基準を運用する上で、行政め方だけでなく有識者が集まって∴基準が」応満たされ  
ている、GOと言わぎるを得ない、そこに慈恵的なものが入らない、公平公正でこれで  
いいと判断するかどうかです。ただし、これまでも心配の種があるところ随一応GO  
と出てるけれども、私学掛こずっとチェックしていただいて報告していただいて、問題  
があれば改善していただく．、ということをやってきました。場合によってはそれ以上の  
ことを言わざるを得ない場合もあります。ということでこれまでやってきた経緯がある  
わけです。こゎことが初めの段麿で、一応認可適当という答申を出したとしても2種類  
ある。と最初七私が申し上げたことの意味なわけです。   

こういう社会ですから、いろんなお考えで、いろんなプランをもっておやりになる  
のを、ぁる最低基準を満たしていればトGOと言わざるを得ないわけです。しかし、あ  
えて我々はそこに条件をつサて、教育の場としてうまくいくように、ケースによっては  
継続的にチェックしながら、指導していきながら、或いはもっと強く改善のための勧告  
もしていただきながら、というかたちでやってきたわけです。’   

今日はたくさんの1われわれが許諾可ということで判断する、普通はそこまでいかな  
いような周辺の事情も全部報告してもらいました。最終的な認可か否かはまだ3月の審  
議会があるわけですが－今日あえて臨時に官軍んお集まりになったの乱用辺的なこと  
も含め七、今出てる書類や事実関係からいうと、公正公平な行政の進め方からすると、  
例え認可といわざるをえない場合があるとしても、無条件の好きなようにやってくださ  
いではなくて、継続的に私学課でもチェックしてもらわないといけないし、報告をして  

事務局  

で、これはもし学校が臭附こ始まるというごとであれば、  ぜひ書類通りの形で実現する   



ようでがんばってください、と言わないといけないでしょうね。  

今、＋．がおっしやった大阪の学力の低下ということですが、今おっしゃったこ  
とも正静で、きっちりこのメン／トでいけるのかということですけど、私は小学校の教  

育というのは、学力がどうのとうのというよりは人間性の間蹟だと思ってましてね。そ  
れを、私はこんな陣容はしません。ということだけ。  

これも大事なご発言として、杯事掛こきちっと書いておいてください。  

さつきの■のお話よくわかったんですけども、以前に寄附金が非常に高儀である  
と。寄附金の寄附先がわかりますかと質問をしたと思いますが、それはわかりました  
か？  

全都確汚しております。ただ、＝寄附者のお名前を報告するというのはちょっと。一般  
の方ですので。■くらい。   

リストを出していただいて。■くらい。  

そうなんですね。個人さん、法人さん．団体きん、いろいろ？  

個人です。  

個人もありますし、会社もありました。   
それをま28年度の決算収支に入っています。それに近しい金額が入って，それは公酪  

会計士か誰か専門家が見てOKが出てますので、入ったということは確認しています。  

直接これとは関係ない周辺事象ですが、よろしいですか。  

はい。   

新聞報道で読むと、以前に異い！こ来た学校法人があって、そ甲学療法人が提示し姦、  
あすLなんなんですか。  

わからないです。それは近畿財務局に行ってるはずなので。う．ちは来ていたかどうか  

もわからないです。  

私学課は知らないんですか。  

全然知らないです。  

いろいろとこれからも入奉にチェックしてもらわないといけない部分があり皇すが、  
今日もいくつかの点がはっきりしたと思います。  

すみ麦せん、ちょっと1，点だけ。  

今、新開かテレビかで、■■の幼稚園で虐待があったというような、昨日来たt  
＋   から質問があって、■■耶児童虐待があるということで、そのまま読  
み上げきせてもらいます。  

オムツが禁止されていると。2歳の子どもがオムツが禁止だ。．給源らしをしたりウ  

ンチをもらすこともあるだろう。それをパンツでウンチをくるんで幼稚園のバッグ  

に入れて持ち帰らせると、複数の姐さんが言っていた．時に食器と一緒に入って   

いるのて不書生L■吐これ鬼1■曹ヒもつながると   が班t檻   
如た帥らt■tt¶い應として、  こ■■するょう逼り上   
した。■は指摘を受けて、この幼稚園を所管する大阪府に状況の報告を求め  
る考えを示しました。  

そこまでしか番いてありませんがそういう報道がありましたので、■ご報告だけさせて  
いただいて．その件については今日の知事の記者会見もありまして、その中で何社かそ  

ういう事実があるのかと質問がありましたが、少なくとも私もこういう話は聞いており  
ませんので、こういう＋もあり草したので、我々帰って指示がきているの  
かもわかりませんが、もし指示があれば園べて次回に報告をさせていただきます。  

昨臥近畿財務局も非常に厳しく追及されていましたが、今日もきっきの話を聞いて  
いると森友学園の理事長がこうおっしやってますとし】うのは、一方的なことですよね。  
たとえば、■の推薦人学制虔について合意していると書いていますが、示学校の  

入学金が払えない方が多いからといって下げたところで，■■■■の入学金は高顔で  
す。そういう■（小学校入学者を増やすため町万策に関する）矛盾ですとか、この■■  

っていう方が本当に入ってもらえるのかどうかとか。入学金の振込みが行われたかどう  
か。その確認はいかがですか。   

子どもが学校に通って、ちやんと卒業して、自分の心のふるさとになるペきととろか  
どうかということを考えると、これまでの実妹や状況を、今回の手兵に即して適正なや  
り方をしようと患うとそこまで調べぎるを得ないのではないかと考えます。ぜひ。  

当然、入学の手続きについては先ほど申し上げましたように9日の日に、執師のぶん  

と一緒にかて報告します。入学金に関してはわかりませんので、入学するという李朝  
きがきれていもかどうか書類とか出ていると患いますので、お金はいつまでに振り込む  
かがわかりませんので。  

大事なご措措がたくさんありました。これほまず議事録にとどめてもらうことが大事  
なことです。それがベースになって、次の会で、またもし分かってきたところがあれば  
ご報告いただかなければいけないし。そういう積み重ねが私は非常に大事だと思ってお  

りよす。   
ということで、今日はこのあたりにしまして、蝶長から今日のまとめとしてこのあた  

りでどうだろうか、ということをご堤尭していただこうと思います。  

まず、事務局のほうから建設状況、土醐、地下埋設物の件、入学状況、収支計画、  
教具、カリキチラムの附こついて報告をしました。壱と、森友学園のいわゆるヘイトス  
ピーチに関する経備についてご報告をさせていただくとともに、一連の報道についてご   

事務局  

事務局   

事務局  

青木課長  



吉本課長  ご説明を書せていただきました。   
いわゆるヘイトスピーチ・■・、すみません、森友学園の経緯でもいいかと患いますが。   
そのなかで委員の先生方からは、収支状況ほどうなのか、あるいは入学状況について  

確癒をしてほしい。あるいはカリキュラムの件につし汀、学習指導要領どおりにやって  

ほしい。あるいは土壌改良の件、教具の状況、教育の姿勢の件について意見が出ました。  
これらの点については3月になれば状況を隠認するということなので、この点について  

きっちり確認をして、3月の番線会で報告をしてもきレ血－という今回の時論であっ  
た、ということでございます。  

今、そういうことで今日プレスの方々もお待ちですので．内容を、今日何がありまし  

たということ左肺かれれば、・今のコメントの内容でお答えするというふうに考えており  
ますが、何かこういうこ占は加えたほうがいいとか、はずしたほうがいいとか、もしあ  
れば。  

すみません。ヘイトスピーチは向こうは臨めてないので、森友学園の経構というかた  
ちで言わせていただきたいと。一連の報道の経鰍こついてということで。  

そうですね。森友学園の一連の報道菖れている内容についてもというね。  

最初から■が言われていたとおり、蕃革会とレて何を審議できるか、如＿ぱ知らな  
い人だったら、土地不正取得しているこんな状況で認可するのかという、そういう状況  
で考える人もたく・さんいると思いますね。ですから、我々が審議するこ．とはこういうこ  

とである、ここまでやるんだ、ということをはっきりざせておいたほうがいいのではな  
いかと急います。  

そうですね。この後、今のコメント、ここで何やったかをやります。で、ご質問があ  
ると点います。今のような、率直な一般的な意味で臥それlまあると思います．   

ただ、それについての答え方はお任せいただいて、・私から言うと、それlまみんなの危  

惧してい為ところですが、ただし、この審議会の任務を離れておりますと。どういう異  
相が隠れているのかについてはご国会をはじめいろんなところで今審強が進んでおり、  
そのプロセスで少しずつ明らかになって由りますので，我々の審議会としても、真相が  

明確になってくることを待ちたい。というあたりで答えようを思いますが、いかがです  
か。   

（委員了承：そうです申。〉  

よろしいですか。他にもいくつかそういうことがあると患うんです．今日私あえて周  

辺の、と言いましたけど、貞を言うと気持ちとしては「大きいよな」ということがいく  
つも報道されています。ただし、この審議会の任務というのがあって、そこから外れて  
いたら、他所にそれをおまかせしなければいけない．ただし、それがはっきりしてくれ  

ばここにも報告していただいて、我々の判断のどこかに念頭においていくということが  
あるんだろうと思います。  
■そういうことも肺5－れれば、ここの審議会の任務ゐ範囲ということを申し上げよう  

と思います。よろしいでしょうか。  

何かはかにみなさんのほうでありますでしょうか．よろしいでしょうか。  

それでは、今日はこういうことで報告をうかがいながら意見交換をしました。今日出  

てきたことを嗜まえて、3月初めに現地に行って確認してもらいます．いろいろと調べ  

ていただいて報告していただきながら、また3月の審議会でこの続きをやらぎるをえな  

い部分があると思いますのでよろしく虫願いします。  

今、貴料4で3月に最終的に確路に問題がなければ認可予定となってるんだけれど  
も、普通こういう学校の設置認可はどういうタイミングで知事からの認可吾が出るんで  
すか。  

3月の未です．  

この審議会が許可可という答申を出して、知事から認可という。  

重任されて今教育長になっていますので、教育長が認可。  

設置適当という答申をいただいて、学校法人がそれでもって生徒の募集括勒をして、  
工事も同時にやって、工事が竣エしたのを最終的に確認して、教室とかちやんとできて  
るのか確謁した上で、4月1日開設であれば、3月の下旬にいつも認可です。  

普通この審疎会で搾可適当の答申が出たら、たと－ぇば去年のユ0月に出たとしたら、  

それが知事にあがって、18月でち許可がでるんですか？  

いえ、逢います。  

やっぱり3月未？  

そこが国の大学と連うところで。  

どんな学校も3月未に路可という格好なんですね？  

どの学校もそうですこ去年もそういうかたちで3月31か祝日か阜の辺で出てます。  

大学は■12月の20何日かで出るので．  

そうです。国会でも質開があったんですが、大阪府はそういうやり方で。はい。  

そういうことです。大学とは違う。  

■l■がおっしやったことのとおりのことが、今日の審議会の内容ですと。私．■  
■につかまってしまい妄して、明日くらいに電話がかかってくるのかなというようなこ  
とですけど、すでにお話しになったとおりですということでいいですよね。をまい。   

事萌局  

事務局  

事務局  

吉本環長  



事務局  

事務局   

認可適当ともう出てしまっているから、この後の審諌はどうなるんですか？3月の。  

露可適当l蟄条件付で27年1月に出していただいてて、その条件を・∴  

最終的に認可するかどうかを次の3月でやるということ？  

そうです。だから、最終の報告を3月にさせていただいて、報告させてい布だいて、  

それをふまえて認可するかどうかと．いう流れです。  

そこが二重になっているんですよれそこで、例え認可ということになっても、どう  
いう条件をつけてこれから指導をかけていただくか、ということをも次寧明確にしてい  
かないといけない．そういうことが残っています。もうすでに、これで自由にやってく   

ださいということではないんです。そこまで我々安心できない案件だと思います．   

ですから、今日いろい予と皆さんに議論していただいて非常によかったと思います。  
これを踏まえて今のようなまとめ、非常に簡単ですけど、後できしていただいて、もし  
必要ならそれに沿った一間一答を若干加えさせていただいてと思っております．よろし  

いでしょうか。  

（委員了承：rはい」）  

はい、どうぞ。  

ひとつだけ。うちの審津金で認可しかるべしと出してますよね？これは最低限の条  
件を満たした場合ですよね？ですから、基本胡恨はOKなんですけど、我々の目的は  
この認可適当を取り消すことが目的ではないと点っています。条件を満たしているんだ  
ったら、ちゃんとやってくださいよという指導を続けていくとぃうことが非常に大事だ  
と考えてます。  

ありがとうございましたも今日はそういうこ．とl；しまして。  

じやあ事務局のほうでお願いします。・  

委員のみな書ま」本日は長時間にわたりましてご審議ありがとうございました。これ  
をもちまして、審属会を終了させていただきます。  
どうもお疲れ糀でした。ありがとうございました。   
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いかに学校に来てもらう，もちろ～全日制の毎日4D人の学級の門をくくるということ  

ができないまでも、通信制の少＜数の所になら行けるのかつていう、そういう一日でも  

学校に来てもらえないかっていうような括動もきれていると聞いて儀凋ますので。た  

だ、やはり、生徒個々につし）てその共同という生括が馴染むのがなじまないのか、その  

辺それぞれケースバイケース生徒に合わせた指導もされているというふうに私どもヒ  
アリングや現場を見た限りでは感じているところです．  

はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます．他にいかがでしょう。   

本当にこれlま｝）ろいろと綻可のときに皆さんで心配した学校ですので，こういうふう  

に細かく細かく見ていただいて報告していただくということは、非常に大事だなと思っ  

ております．では、この報普についてはよろしいでしょうか。 はい、ありがとうござ  

います。   

それではここで一旦休憩に入ります。事務局からアナウンスお願いします。  

ありがとうございました。ただいま8帝24分ですので、40分から第2部のほうを進  

めさせていただきたいと思いますので、その間休憩という形でよろしくお廉いします。   

（休意後 再臨）  

それでl乱筆佼法人森友学園に関わる報告につきまして、事滴局からよろしくお尻い  

いたします。  

（資料1ページ・2ページを脱明）  

まず・ここで切りまして、草きんの方でご賞臥ご意見があればですね．お顔いいた  

します†  

まず・梶田会見今日は府施会のほうに参考人としているい今なお詠また、、事実関  

係を確乾きせても1ただきまして、ありがとうございました．そのなかで特に会長が印癖  

付けられて私残っておりますのが、これまで革例のない、特異な例ということをもとに、  

そのなかで規制課和の流れがあり，これを承監制度の変わり目があった、変化があった  

という辛が非常に強い思いを吐露されておりました。それともうーつは、今回はこうい  

った事例で、今回の審議会のなかでも過去にはいろいろな審議を同じような形でやって  

きたけども、大きな教訓とし‘なければいけないというお話がございました。   

担当課、事務局に確認したいのです肌今回の件、今報告ありましたけども、さまざ  

まの報告の中でも記載きれておりますけれども、私たまたま昨年の12月にこの審誕会  

の垂旦に委嘱を受けまして、就任きせていただきました．ちょうど阜の時の12月の審  

議会の最後に、重点の方からこの森友学風についての学園関係者、また保領著聞からい  

ろんな、当時は幼稚園の詰もでました．意見が聞て、事務局にいろんな汲屈また国領が  

事務局として報告を受けてるかどうかと確詰もあったか阜思います．これを受けて次の  

次回の審議会で報告したいという皆の詰があったと思いますけれども，先ほどの報告の  

中にも、「新聞報道による」ということで、革帯局としてどれだけ今回の森友学固につ  

いての調査、またその撞黒，耶で翌日した分もあるし、当日価寵したものもあるし，  

鹿追のなかで進捗が見えないんです。様々な課題というかいろんな應報はあったんだと  

思うんですけども審議会の中では報告するタイミングもなしに、また巷談会の委員とし  
ても情報もなかなか提供されてない状況の中で、2月22∈＝こ臨時客随全が行われる問  

につもlても∴なんら、新聞社逆で日々変化してきた惜朝が入ってきたわけでございまし  

て、この審堰会の位置付けとヤすね、今回の間慮を契機として、ぜひとも先ほど私学監  
から報告がありましたけれども、改めて教訓として今後なすぺきことと、会艮が掛こ強  
調されてる規制脚ロについてどのような今後の審議についても影響があるのかどうれ  
そういうことを念頭に審議していかなければ山ナないのであれば、この崩で確鞍をした  
いなと思うんですけどもいかがですか．  

事魂局が全然、事実碓曜できていないということにつきましてiま，我々も本当にまた、  

新開報道で知るというのが実感でございまして、そこのところについては、今後のチェ  
ック体臥私学課の事務局のその音現にチェック体制を強化しないといけないというこ  
とで・京づけの確臥例えば、相手から契約書が出てきたら、相手の工事契約者にも確  
認をとるとかですね。あるいはその金額が、今回のように非常に安いということもごぎ  
いました凸そういうときであれば知見もっている、大阪府庁の都市整備動こ開くなどの  
チェック体制をきっちりしたいと患っています。   

規制緩和の間頚につ望ましては・時代の流れは変わらなI】と認識している．審査基準  

に鱒たないものにつきましては審議会の方に諮問することは、絶対にありえない白書査  
基準を嫡たしているというものは，領重にチェックして奉旛全に語間するように．  

これから審議会にかけるように準備はあるわけですね。   

lまい．そうですね。  

結果蘭ですけども、今日梶田会長のほうからも府晶会で明確に審闇会の位置づけにつ  
きまして、府民のみなさんに報告並びに周知をしていただいたんですけど、穿議会が何  
かそういうスケジュールにのつとった上で取り計らったような印象をされてる、顎解を  
吉れてる方々もいらっしやいますので、改めて，会長のほうからこの審議会としての今  

日公開でございますので、審補会としてのこれまでの取り計らいというか運営の位置付  
け、今回の件に関してではなしに、審議会の位置付けというものを再度会長のはうから  
種豚していただけませんか。   

私学香をはじめ、他にも蕃総会ありますけれども、総会【ま行政が進める。公平公正で  
なければならない。内部の事務局以外の専門轟ガチェックして、許琵可行政は特に、府  
民の埋解・納得ができるように．我々描、全国で一番厳しい審査をやってきた。文科省  

も言っている。今回をいい教訓にして、今後ゐ運営をどのように持っていくか、事務局  
からの資料で意見交換したい．   

（資料5ページから9ページ説明）  

ありがとうございました。   
今日Iまどうするというようなことを決めることはしません，   

次の7月の蕃謎会の時に時間を取って意見交換して、運営の形態を変えていきたい。  

今日は自由に、運営のあり方について意見があればお願いしたい。   

私学課長  

梶田会長  

事紡局  梶田会長  

隠田会長  



辻本委員  いろいろと私学課、大変でございますね．テレビで随分と拝見させていただきまして。   

書きほど梶田先生からも設直施可等に関する垂査基準の強化にっいてというお詣が  
ありましたし．私学規もそのような方向性ということで案を作らnておられます。   

基本的な枠組みでご質問したいんですけども、私学課さんの酷としては、不正偽りの  
そこのところをより強化して、号の結果、不正偽りがないというようなことを審法会に  
提案をして、審議会としては、葡育主体としての学校法人の髄練性及び教育の本質の鉦  
持とし1いますか，質の低下を防ぐようなことを常にチェックしていくと．認可をすると  

いうだけではなくて．鮎続性というところにウエイトを持っていかないと、審議会とい  
うことの意晩がないのではないかというのが1点です，それからもう一つ、この設置認  

可に関する審査基準の強化っていうのは、この不正偽りがあったものに対して、こうレナ  
う厳罰といいますか、今王でと建った強化をやりますよいう亡とで、虚偽申舗を防ぐと  
いうような意味がありますけども、今回の件は何の、といいます申防止規定にはなって  
なかったということなんですよね。  
その人たちのことを想って私たちがやってる時に、まあこんなことはないだろうと。  

教育者だからそんなことはないだろうというような気持ち・でされたと患うんですけれ  
ども、私学探に私は不正偽りのあったもの、という捜査機能といいますか、そんなこと  
実際できるんでしょうか。  

当然事務局と蕃縫合の役割憧きっちり分けて、蕃試会では教育の内容といいますか、  
教育をどうして行くかという部分を中心にさ荘をしていただくということだと思って  
虫りますので、まずは我々事務局の披うが．先揺ども言わせていただいたように，きち  

んとチェックする。これは審査基準に満たしています、出てる寧掛ま閉廷いがないです  
というような段階まで、我々lま見ていかないといけないというふうに患ってい喜すけど  

も、ただ、捜査槻慄まではごぎいませんので、どこ王でできるのかという限界というも  
のはあるのかなというふうに思っています．  

おっしやるとおりだと思います．大変な不正周りがあったものというのはそうIlうこ  

とが決まった後、そんなものlま審議会には出しませんと。だから、教育の本質をつかま  

えてやってくれ辛いうような諾革でないと二今回のようにマスコミの粁の中でですね、  
振り回されて、蕃泣会なにしとんねんと．また、またこういうことで審議会は森友学園  

の設置を反対してくださいとか、そういうのが我々のところに来るわけですけども、ど  
うもその辺のところが、理解されていないかなというふうに思っています。－   

もう1息私の素朴な痴間なんですけども、これは私が28年の4月から入っており  

ますので．27年直のときの仮認可というようなことがわからないですけどもト分から  

ないことを失礼ついでにいいますと、そこのあたりが結構市民の理解が得られてないん  
ではないかなというふうに思っているということ、私も市民として申し上げてるんです  
けども。我々の仕事はいつも梶ヨ先生がおっしやってるように教育の質を、そしてそれ  
が大阪の質の向上にどうつなげていくかというような先生の串考えが生か言れていく  
ように、ご支壊させていただければありがたいというような思いですので、今回の事で、  
きあ、だからといって、不正偽りがなし1というところまでそこまでできるのかなという．  

そういう危惧というより札我々の頭の中ではそんなこと起こらないだろうとし1うよう  

なことがあるというのが甘いと青われたらそうだと思うんセすが。そういう点で私学睨  
も大変だたというふうに、頑張れというふうに土－ルを送りたいというふうに患いま  

す。以上です。  

ただい吏辻本委員のこ発育にいくつか重なる点もあろうかと思いますが、お許しくだ  

さい。ます、会長がこの審議会の役割ということで、先程簡手酌こ再確認という形でして  

いただ書ました。その中で使われたお宮亮の中に公平性そして客観性というようなこと  

がございました。私費貞になりましてからも、最もそのことを心がけてきたつもりでピ  

ぎいます。いわゆる公平性と言った場合に何を椙拠として、設置認可できないのかとい  

うことをきちんと提出された資料を基にご税明なり意見なりを申し上げて参虻ました。  

この点で先はど辻本委員がおっしゃったように、盤上にあがったもののスタートとして  

密議をしてきキということでございます。   

そして客観催という点でlま、それぞれ垂員の中には私学の振興に問わって大変なご努  

力をして経常等に精通された皆様がおられますので、こういう場合はいかがなものかと  

か、これまでの事例においてはとかいうようなこと軋歎字も踏まえて疑義を丁寧に審  

議してきたところかと思われます。  

今、公平公正性と客観性に加えて1点足らなかったと会長の育男の教訓ということ  

で．自戒をこめて申し上げるならば、透明性というさ点眉が不十分ではなかったかと思  

うんです。   

この透明性ということにつきましては、意政として碗肘して参りましたものがやlまり  

今回はこのようなことが起こったことは再発防止と首うために今意見を交換してると  
考えるならば、その手前の私たちはそんなことが起こるとも患わない、また起こっては  

ならないと思ってきた中では、未然防止だったんです。それが今申し上げた透明性です。  

具体例を申し上げると、議事寄28年12月1呂甲この議事軌こ関しては、窪当練の方か  

ら発言の内容或いは発言者についての確認ということが今回丁寧にございました。   

2時間45分かけて他の手兵もございましたけども、多くはこの事轟にかけて、何度  

も何度も出ている意見が財務のことが中心でこざいました．そのご専門の意見のもう終  

わりの頃ヒ私申し上げたのが、事務局の方にはやはりこういう申請があった段階で、こ  

れまでの却下の事例であるとか、必要最低限度の対応、ここに上がってきて想定きれる  

ことについては精査していただいてあげていただきたいということ。これまで以上年債  

重にしていただくことが必要ではないかと、今回特にこの小学校のことで感じたところ  

です。と申し上げており吏す．   

そこでもう一度煉査して、提出していただきたいいここが求めたところの透明性でご  

ざいます．お電話かずられた所が3月のというのはこれ今年3月の6日等で槌々な確認  

ということで、今丁寧なご税関がございましたけれども、やはりこのZ6年12月の姐事  

以降に、このいくつかの性善説を越えて、再確蕗するべきいくつかの確花車鱒があった  

とするならば、捜査という青森を使わないでもですね、このようなことが起こる手前の  

ところで未然に防止するいくつかの壁が乗り越えられたのではないかというふうに感  
じているところでございます．   

このことが大きく1点で、最後に永親任ということの担保ということ．学校教育です  

から、子供が入ってくるんです．そして卒業するまでこの学校があると思って小学校に  

入学する．で、この小学校が設置されることで適切なのかということを十分巷説して普  

たわけですが、今回このようなところで結果的にですね、入学の前にこのことが許試さ  

れることによって、また条件つきが灸件が満たされないことによって，許可がおりなか  

ったということは子供たちにとっては、入学後にこのようなことに巻き込まれることが  

なかったという点では我々審議会の審議とそれから、これからもさらに一層このことを  

引き締めて永続性を担保する中身について審議したいというふうに考えています。以上  

でございます。   

善鄭重員  

私学課長  



ありがとうございます。  

今回いろんな問題でて普たんですけれども、規制緩和の中で幼稚開法人が小学校をす  
るという今まで経験したことのない状況の中で審磁全が進められたということで、いろ  
んな問題等をここまでは見れなかったな、ということもたぶん出てきたんだと思いま  
す．ただ審銭金としては設置基準に沿っていろんな事務局からの黄料を見てですね、頗  

討してきたわけですので審議会としてなんら間違いはないような気がしてるんですよ。  
それをあえてこんなことがあった、こんなこともあった、園舎で大問題なんて、そっち  
の方に踊ち盲れて我々本来の基準に従っていろんな菜科を検討しながら容儀していっ  
た、その事が飛んでしまって、非常に恋しい思いです。その結果ですね、この設置許可  
等に関する審査基準の強化．これ罰則規定ですれこれは我々が話しすることですか？   

我々は設置基準に沿ってそのいろいろな出てきた書類、もちろんそれは正しいと信じ  
てやってい．く、そういうことですのでね、改めてこんな罰則規定みたいな、例がおかし  
いかもしれませんけども裁判所が法律つくるようなもんですよ。だからこういうことを  
改めてここをやろうということは僕は反対です。   

lまい、ありがとうございました。これについてiままた、7月に許し合いましょう．国が  

大学設置や学科の設置について同じようにべナルティをつくってるのIま．その法人が一  

度いい加減な処理、虚偽の書類を出したら次はよっぽど気をつけないといけないとい  
う、「一罰百戒」のためにやっている．  

審盲議会がやることじやない■と思います。  

はい、ありがとぅございます，これについて運営規則でつくるぁか、或いは実際の取  

扱をどうするかは、国のほう札巻紙会でやってし1る．  

撃査基準は私学躁で作るので、ちういう条項を入れることについて、審海会の意見を  
お由きしたいということです。  

今の詣ですけれど、再申憩禁止期間の設定と、再審査禁止期間の遡及効を設けたいと  
いう事なのですが、遡及効につきましては、やはり不利益処分の遡及適用については慎  
里であるぺきだというふうには感じます。その理由，遡及項を入れる理由として今回の  

改正内容の実効性を済めるためというふうになっいてますが、遡及項を入れることがは  
たして実効性を高めることになるのかっていう手については、やはり焼塩な講庵ば必要  
かなと思います。不正をしなしゝ、不正の申鯖行為をしないということが目的だと思いま  
す汎、遡及させることでそれになるのかといえば疑問があります．  

ある特定の学園を次に申請させないということであれば、実効性はあるかもしれませ  
んけど、そういう意味ではないというふうに患いますのでね。その辺については雇間が  
ある甲で．今度7月のときには意見は出させていただきたいというふうに思います。  

ありがとうございます．はい他にいかがでしょうか．  

審縫合白身の役割ですけども、基本卸こは教育長からの啓開について答える、それが  
いわゆる汲可関係だと思います。あともう一つ番いてあるのが、私立学校の王事事項に  

対して、都道府県知事に建議することができると。このふたつになるんですけども．審  

査基準とかそういうことについて粍L府が決めることてあって、それに対してこの審議  

会は意見を言えることだと思うので、その辺は審議会の役割を整理して∴向を審議会が  
するのかということほ決めていかないといけないと思います．   

それともうーつ、設置基準の改正みたいなことが言われてますけども．私自身は大学  

法人ですから、大学の申請なんかを児てますけども、申請書類の様式というのが大草の  
中計こ比べるとかなり小学校なん声、の申情は甘いというか、火学の学部申請の財務関係  
の煉式というのはものすごく細かくって、はっきりいうと簡単に嘘がつけるような戯式  
にはなってない仕組みなってますんで、審査基準を厳しくどうこう言う前に、申請様式  
自体を工夫することによって．こういう、たとえば校舎の建築費が変わるというような  

ことは皆涌ありえない茹ですんで、それが害けないような申請様式に持ってい＜という  

ことが一つの予防方法だと思うので、もう少し申謝磋式、大学でしたら4年間の支払い  

計画とか全部著か壱れますし、それがl円でもくるうと、変更理由書というのを文科省  

に持って行きますんで、それをまたこんな分厚いものを全部申請を書き直して持って行  
くという格好で、それができないんで絶対ヒ計画通りにやるというのが大学なんかの設  
置ですので、そういう計画変更がで書ないような＜らい最初の段階できっちり聞くとい  

うことが、一つのこういう不正といいますか、それの防止になるんじやないかと思いま  
す。これを協蘭で書たらと思い麦す。  

先ほど副会長の臥少し重なるところがあるかと思います。平成26年12月Ⅰ81］の  

審顔会において、やはり小学校教習という見地からこの申請内容に艶題があるというこ  
とを審囁会のメンバーそれなりに掴んだように私にほ患えます。その結果が条件付きと  
i一う文副こ象徴されるような結果に至ったんだと思うんです礼者野委旦おっしやった  

財源のことのみならす、．教育課程、指導体制」様々なその疑念というか少し違和感のあ  

る状況というのがぁったと。考えてみると、それについて大学の設置蕃に比べると先方  
から上がってきた回答机やはり詳細さに欠けていたと。その軒として出てきたもの  
というのlまかなり要約されていて、その改善というか考え方の本質が十分成明でぎるよ  

うな文書になかゥたような気がしますので、その条件に対する回答ということにフいて  
今後非常に丁寧な対応を求めるというその持って行き方というか運び方、ここを大学設  
置をいいモデルとして考えていくとよろしいかなというふうに思いますし、そのプロセ  
スにもいて先ほどいただいた資料8ページに、兵崖県の場合に奮誌会のメンバーの現地  

調査ということについても取り組んでおられるようですから、こういうことた学ぶこと  
があってもいいのかなと思います．以上です。  

私学審議会が果たしてきた役割につきましては、我々は全面的に認可したわけではな  
く、条件付き認可のかたちで、その条件の或論のなかできちつと疑問点を出して審議し  
ましたので，役割は十分に果たせていると私は思っています。   

ただ、この設置基準というのは最低の基準でして、畢的なものとか客観的な数値では  
判断できるんですけども、実は子どもが育つ場としての、敬育の場ということを考えた  
と普、呈で評価できる部分は非常に限られてまして、今も詩ありましたように、たとえ  
ば迭人の真横として、例えば私立の幼稚園が民営化で公立幼稚園を受託する場合などに  
は、現在運営している跡粗乱学校等のヒアリングとか審査の重点の方の訪問などもよ  
く行われていることです凸ですから、基準自体のレベルをもう少し上げないと、広くい  
ろんな方が参入できるというのはいい部分ではあるんですけども、P一戸を広lプるだけで   

森副会長  

梶田会長  

木原重点  

私学課長  

辻川重昂  

安達委員  



安達倭．艮  設置基準はそのままというのは非常に嫁しい．墳の高い教育がで曹る学校が大阪府の中  

にできるって事は非常にうれしいことではあるんですけども、そのあたりはセットで考  
えるぺ昔時に来ているのではないかなと思っております．  

ありがとうございます。他いかがでしょうか。今日はですれ非常に大事なポイント  
をみな富ん出してくださいました。事務局の方で今日出ました意見を整理いただきまし  
て・また後の方で森香魚、木原委員から出していただいた大学の蜃置の鼠シラバスを  
出させる、担当者の経験を確認する、関係者のヒアリングを行う∴整理して7月に意見  

’交換をしたいと考えおります。今回を大きな教訓として．  

では、事務局にお返レします。  

要点の皆掠、奉日は長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。   
これをもちまして審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。   

梶田会長  



平成29年慶大阪府私立学校審議会平成29年7月定例会議事録  

1 と・き  平成29年7月27日（木）  

開会14時00分～閉会17時10分  

2 ところ  大阪府庁新別館北館1階 会議室兼防災活動スペース2  

3 出欠状況  

出席委員  梶由叡∵委員（会長）、森眞本邸委員（副会長）、   

（18人）  天野久重貞、安達譲委員、石由和孝委員、上田哲也委員、  

古武一成委員、重山香百委員、白江眞由美委員、善野八千子委員、  

辰白正信委員二辻川圭乃委員、辻本賢妻貞、みつぎ浩明委員、福  

田益和委員、満由育子委員、山雅浩之委員、吉田豊道委員   

欠席委員－  

（1人）   

4 議事録署名委員  

5 議 案  別添のとおり  

6 議事概要  別添のとおり  

以上の審議の結果を証するため署名押印する。   



領   事   録  報告軍項 1  

「学校法人森友学園について」について税明。  

お手元の資料「学校法人森本学園た関する捜乱の3ページ目をご覧下さい。   

主に、29年3月23日に開催しました定例会後の動きについて、ご醗明させていただ  

きます。ます、始削こ、中段、3月23日、前回の私学審碓会の定例会の開催折、大阪  

府鰭会において・梶田会長が参考人として招致され、質問が行われました。資料8ペー  

ジをご覧下さい．主な発言の概要を呈とめております．＜免件付き一組可適当」につい  

て＞は二条件どおりにならなけ和ま、途中で延刻する、不認可にで苦るという大前撞で  

やってきた、上の曜臥＜校舎用地の自己所有を短めている審査基準と甲適合について  

＞は、謬可を判断する段階で自己所有になっているかが大事、との辞職．■＜政治家や事  

務方からの働きかけについて＞は、どちらもー切なかっ卑との琵乱＜取下げについて  

＞は、私学書縫会になんら手続き上、暇抑まなかった．との詔敵を鋭明していただき草  

認可及び塚本幼稚同に対する補助金に関する鯛査を実施しましたンJ、学校の㍑可に関す  

るヒアリングの結果については、記載のと虫りです．幼稚園に関する補助金に関して、  した。  資料3ぺ「ジに虔っていただきまして、3月31E、旗本幼稚巨馴こおいて、小学校の  
鹿骨黄補助金と特別支援政青紫補助金について開査を実施しましたが、十分な書類が用  

意されていなかったことから、後臥改めて調査を実施することとしました。   
実科4ページEをご覧下さい。Z9年4月3日、特別支援教育費補助金の対象となっ  

ていた眉児の保笥着かち、祈年皮及び28年真に診断書を圃に振出したが、固から特別  

な配慮を受けていないこと及び28年度から必要としている保護者同意書にも署名をし  

ていないとの申入れがありました。これを受けて、5ページの・一重上4月㍑日、特  

別支援教育家補助金の対象園児の保護者に対し、補助金制度の説明・同意の取得状況に  

ついてのアンケートを実感しました。その結集、由意していない、特融な配慮を受けな  
かったとの回答が多数ありました。   
資料4ページ、四角のZつ臥4月6臥小学院の設置阿可に関して、教育重点金総  

務課と檻残部が共同で調査を兵施し、「府職員が、校舎敷地を府の審査基準に適合する  
と判断したこと」とついての検証報告が出されました．「審査基準の適合性」「本件借地  

が将来的に自己所有になると判断するに至った根拠」伸‖析の決定プロセスの適正さ」  
「私学課外からの関与」という4つの観点から検証が行われ、その締果、「職員は、校  

舎敷地が借地である場合軋基坤に適合しないとの隠微であったが、将来的な土地所有  
の見込みや借地上の校舎を泥めるとの文科省通知などにより、問題ないものとしてい  
た」鳩地が将来的に畠己所有となるとの判断は、森友学園からの資金計画等だけによ  
る．もので、客観的な資料等で確絃しておらず、十分な相劫に基づいてなされたものとは  

いえない。J「私学審に静間する決裁手続きにおいて、審査基準への適合性について決裁  

権着である部長人の丁寧な説明を行っていなかった。」ことが指輪されております．   

読書まして、4月13日、森友学園弁護士の事務所において．補助金師資を夷施しま  

した。4月14日にiま、調査轄果、指摘事項及び依頼書項を通知し表した。主な指摘事  

項として、経常費補助金に閲しては、出勤緒や給与台帳が不存在で給与支払いの実箆が  

確曙できない教員や、保管所と給与支払いの重複がある教旦がいたこと，特別支援教育  

楽補助針三関しては、特別支援担当の教職員であるが、給与支給実績が確認できない職  
員がいたことなどを指摘するとともに、これらの教職貞を補助金の対象とする実意があ  

るゐであれば、その事夷を裏付ける書類の提出を学園側に求めました．4月21日に、   

・私学裂最あいさつ－  

・会鎗の有効成立を洩告   

lまい。失礼いたします。暑いところ皆盲んご苦労様です．ただ今、：課長からお冠のあ  

りました通り、経線裏件以外k大事な、これからの運営方掛こついてや森友同動こつい  

ての報告と色々とありますので、今日はよろしくお酎1いたします．  

（議事）   

孟技事録著名人に福田素点と白む二委員を指名   

これまでは、非公開で行ってきたが，前回8月は、世の中で問題になっている森友学  

園についての報告がありましたしここれについて審院全の砿論がありましたので、皆さ  
んに御幣りして決足し、報道機関にだけほ公開をしました。   
本日も、都督事項のうちの森友学園の件と、設置認可等に画する審査基準の改正の件  

を報道機関に河レて公開にしてはと考えて台りますが、皆さん意見尊あればお願いいた  
します．   

この2点につきましては、非常に関心が深い甲で、臆事録を公開するにしても・争議  

をできるだけオープンたして、プロセスそのものを見ていただきたいと考えておりま  
す．   

先ほどの2件について公開に賛成の方は挙手を為弄いいたします。  

【香旦挙手】  

全員賛成いただいたということで公開きせてい・ただきます。   
■また、今回もいつもの私学岩と同じよぅに非公開の案件もごぎいますので、この苫  

件が終わりましたら、非公開に居きせていただきます．   

それで軋意表学園の問題と二審査基準等の改正の件については／報道機附こ対して  

公開言せていただきます。  
．事務局に進行をお返しします。  

■て  
箪しゝ、ありがとうございます．   

では、先ほど決定いただきました報昏事項のうち2件につきましてほ、報造機開に対  

して全掛ま公開。それ以外につ卓ましては、報道関係者が退席してから蕃試いただくと  
いうことで追行きせてこいただきます。．  

ち それでは、只今より報道機関の方に入重していただきます。  
今しばらくお待ちください。  

それでは謎革に入らせていただきます。  

梶田会長、よろしく、おⅠ軒いいたします。  



法人から大阪地方裁判所に卸し、民事再生手続き開魔の申し立てが行われ、同日付で保  
全管理命令が発令されました．4月28日には、民事再生手続きの開始が決定言れ点し  

た．   

5ページをご覧下さい■・5月9臥理事長及び教職員考対象に剋壬糾声況なととついて  

ヒアリングを宰施しまし走。3朋沌、4月1豆日の調査線果及び理事冬教職負への  
ヒアリング．特別支援教育費補助金の対象国渾の保護者に対するアンケート結果等を塔  

まえ．5月17．日、経常費補助金及び特別支援教育費補助金の交付決雇の一部取消しと  

それに伴う超過交付補助金の返還を命令レました。併せて、5月19・日には、時人前理  

事長傾幸助稚圃前園長である寵他店博氏を詐麒の罪で大阪地方検察庁に告訴状を送付  
し、22日に送違を碓毘して為ります．6月29日には、大阪地方裁判所に経常費補助金  

及び特別支援教育費楠関金6千186万7千円を債権として届出を行っており麦す．最後  

l；、7月10日、29年7月麻時府総会において、法人前理事長である寵池度肝臨が参考  

人として招致され小学校認可申清から取下げに至る篠過について質問が行われまし  
た。以上が蕊友学園の現痛までの経過でございます。  

はい。ありがとうございました。   

いろいろと資料をそろえて報告していただいた通りでございますが、皆さんのほうで  
ご質問・ご意見ござい零したら、．お疎いいたします。   

まだ、ゃいろいろと動きがある中での報告ということを現において．ご意見・r賀聞  

あれはお廉いいたします．  

みつぎです．よろしくお顔いします。   

今、駆け足で説明いただきましたので、整理できているか分かりませんかし6月．28  

日に交付金取り消しと返還命令。その前の5月19日に昔訴をされておちれますが、補  

助金については毎年点検李されていたんですよね．そのとき鱒ねぜ、見掛ナなかったん  

でしょうか。これは】回だけの監査をすり抜けているのではなく、何年にもわたって補  
助金が不正に請求されていたと告醸されていますよね．どうして何年にもわたって見抜  

けなかったのでしょうか。その点もし分かれば、敢えてくだ書い。  

はい．それでは事務局のほうで．  

塚本幼稚園につきましては、鱒近では平成27年虔と平成28年度に析助金田査を虞施  

しております。通私補助金納査の仮には、経常安浦助金などの補助金対劇；なってい  

る職員がいるかの確掛ま行っているが、保育所との重複という点については．碓鹿をで  

普ておりませんでしたので、これまでの神助金網箪では判明できなかったということで  
ございます。  

補足的に説明させていただ曹ます。  
1点は先ほど申し上げた様に．保育遍との兼房ということでは調査をしておりません  

でしたので、その点については分からなかったというごとでございます．   

もう1点は．我々が法人の凄うで昔に検査したとさの春軸と、今回3月31日と、4  

月】ユ日に検査し皐≒きの書類が違っ茫。過去にそれぞれ検査したときの．書類と、我々  

が3■月31日と4月13日に入ったときの職員の名簿に違いがあった。当時検束に入った  

ときは、補助金申請に出てくる職員の名簿と一致していたので問題なしとしたが、今回  

検査に入って過去の事項を改めてコピーをして持ち冊ったが．過去に検査したときの名  

簿と違った．ですから、当時塀査するときは補助金申請の名辞と一致するものが出てき  

ていたから分からなかっ草、というような要素もごぎいました。   
特別支援につきまレて臥診断書の提出を求めており、その診断書の正本がずっと出  

て普ておりました。コピーではなく正本が出てきていたので、その点についても問題な  
しと判断しておりました。   
今回保怪者の方にアンケートをとりますと、そもそも特別支援をするという説明を受  

けていないという実態が新たに分かりま，したので、今回取り消しに至ったということで  

ございます．  

ということは、教員名跡こついては、過去に申甜した時点では合わせていて、監査が  
絶わった後に、わぎわざ差し替えたという瞳解でよろしいですか。  

そういう理解かは、我々は分かりませんが、過去に検査に入ったときには補助金申請  
上の名辞と一致していた。今回検査に入り．23年皮24年度25年度の名簿を見ると、  

そうではなかった。  

検査に入った鮫の書類はコピーされているんですか。  

基本的にはコピーはとっておりません．あ皇り詳細に言うと捜査に係ってまいります  

が、複数年庚にわたって検査に入った厳に啓類の用意ができておらず、法人の方から後  
日、書類が堤J」ほれていた。それを我々のほうで保管していた．その苔叛と、今回調査  

した結果分かった音額を突き合わせると、速いがあったということでございます。  

支援金補助金の分については、当時は閉贈なかうたと。同意等が得られていないこと  
が、今回の臍査ヤ発覚したiだから、不正だという認融をもたれたということですか。  

法人からは、保緩着の同意を取りましたという文草が種山されております。それに、  
支援が必要なお子きんの名簿・診断啓と↓）った香勤王添付されて補助金が申請されてい  

ます。我々は、輔審査で問題ないということで補助金を交付してきたが，先ほど申し  

上げた通りアンケートを採りますと、保騒料ま、侃の方元ゝら特別支執こついて説明を受  
けたことがないという回答をされる保護者が多数居られました。それらの回答を基に、  
補助金の交付決定を取消し、曽附こ至ったということでございます．  

なぜこういう質問痘させていただくかというと、大阪府のほうでしっかり点倹をして  
いれば見放けたのでlまないかと。大版府がしっかり点倹することを怠っておきながら，  

今になって厚されたという風になっているのではないかと思っている訳ですから、質問  
をさせていただきました．   

その点は、・しっかり点検を昔れたと・当時【ま絶対に見抜けなかったとりう風にお考え  
でしょうか。  

ですから、補助金検賓と青いましても、補助金の申帝に上がっている職員名薄と、圃  
のほうに保存されてりる給与台帳や出勤簿に出ている職員名浄が一致するかどうかを  
見るのが横森でございます。これに、本当のものが出ておりましたら、すぐ分かって   
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いたはずですが、それを見ちうえで発見で普なかったということは・補助金検査へ入つ  
たときは一致した昏瓶を我々lま見せられていたという帥をしております∴  

7月22日に自主馴こ、幼稚園のはかに保育園などを運営する法人について、点検を  

された．すると8法人から、違っていましたという回答があったと。これlこついても、  

昨欺界等セの告訴を視野に検討されるのでしょうかこ  

この件につき蓋しては今、幼稚園の職員と保育園の職員に一部兼務がありましたとい  
う自主申告がでておりまして、それがすべて補助金の取消し要件にあたるのかl胡u問題  

であります。塚本幼稚園とは異なって、保育園の方は無償であり、無償なら兼務がで書  
ると思っていたと仰る囲もございまして、今後もそれについては＃レく事情を閲レ＼たう  

えで、専任の要件に該当しなければ取消しをいたします。   
きらに森友の場合は、単に不正受給ということだけでなく、色々な工作をされていて、  

検査の給熟・大変悪質だという判断をしましたから告訴をいたしました。同じような事  
情があれば沓訴を考えなければいけないが∴いず椚点しても、今後調べた上で判断する  
ことになろうかと思います。‘   

lまし1。ありがとうございました，   

前回にも私が発育をしたと思いますが．役所に出す書類に明らかな虚偽が忍び込んで  

いるとlま考えないで．これまでやってきたということがあります。ただ今回のこの間掴、  

非常にたくさんす実と明らか旺異なるものを含んだ書類が出ていますから、これからは  
事訪局のほうも、性善説ではなく、虚偽の申請もあるということも軌こ造き、チェック  
を厳しくしていただくこと餌1つあると思います．   

もう1つ軋幼稚園と保育園の締の間噂です，兼務の問題軋子ども園など色々な  

ものができて複雑lこなり、国のほうがあまり十分に語放で普ていなかったという点もあ  

るのではないか．それにより、他の囲も席末として、瞑ったものを出してしまったので  

はないかというところもあった。このことについては、再発しないように事務局から丁  
字にご指副ユただくことになるかと思います。この間周は、今後、同じことが起きない  
ように厳しくせぎるを得ないものだと思います。   

他に皆富んのほうで．この件に関連してでも結構ですので，ご票田卜ご意見あればお  

願いいたします。  

今、会長から婦足いをだぎましたけれども、ちょうど今lま新たな制度との変わり目で、  

全く悉意なく呈なっていたということもごぎいます．私学ですから、元はお寺から・あ  

るいはキリスト教の教会からスタートされたものとなると、その点での兼琴はどうなる  
の机 これは突き詰めていくと非常に難しい問題です。・   

特別支掛こ関しても，こういったことが起こったことを教訓に、性善説だけではいけ  

ない、ということを私学脹と我々との共通認許とし、私学の団体としてもきちんとチ土  
ックする体制をとりたいと思？てい皇す。兼任等の制度につしユても．研修会を9月た美  

瀕し、そこでもう一度きちんと対康を蝕フていきたいと思っております。以上ですニ   

lまい．ありがとうござい麦す。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか．   

これから、もう一つ案件がありまして、尊重基準等の改正も今のことに関係してきま  
すので手捗局から説明を聞き、質疑の中で今のところに戻ってご意見等がござい重し  

たら虫願いしたいと思います．   

それでは、軍務局のほうからお願いいたします。  

報告事項 2   

「設置認可等に関する蛮査基準等の改正について」について説呪   
お手元の資料「設置搾可に関する審査基準等の改正について」に従いまして、ご説明  

させていただきます。   

まず今回の見直しですが、大きく4つの桂がございます。1つ日が、「1．審査基準の  

改正」、Zつ自が、5ページ目になりますが，「2．条件付き「認可適当」答申の改執、  

3つ酌王、6ページ百の、r鴨可適当」答申の文盲の改善」．4フ目の桂が、その下、「4．  

設置許可の時期について」でございます．  

lページ且に戻っていただ普まして．まず「春蚕基準の改正Jについてですが、改正  

ポイントが3点ございます。まず、】点目の改正点としましては．「（1〉虚偽申請等へ  

の厳格な対応」とし）うことで、改正義の趣旨ですが、「虚偽申．諸寄を行った法人に対し  

て、毘可しない期間章設けることによって、虚偽申顔等に対する抑止力を強化する」と  
いうものです。改正奏ですが、まず（ア）甲「再中綿禁止期間の設定」ということで、  

現行の春草基斯こおきまして、「学校の設置陀可」に関する規定の中に「9 設匿認可を  

しない場合」を追加いたします。具体的に吐「偽りその他の不正の行為があった着で  
あって、当該行為が判明した日から起算して5年を纏過してし1ない者については、当該  

認可をしないものとする。」という規定を追加いたします。この改正に伴いまして、「学  
校の設塩蘭可」以外にも、「祝程の設置認可J、「学科の設置毘可」、「収容定見に係る学  

則変更認可」がありますめで、これらについても、再申請禁止期間を設定するため、規  
定整備を行います1 ■   

2■ページ日の改正案にありますように、これらについては、「学校の設置詑可に関す  

る規定壷準用する」形になっていますので、準用規定をそれぞれ規定整備するものとな  
っています．続きまして、その下の「（イ）再申鮒禁止期間の遡及効」ですが、今回の  

改正内容の共助性を高めるため∴村改正以前に、偽りその他の不正の行為があった者に  
対しても、当該行為が判明した日から起算して5年を経過していない菅については、当  

該規定を適用するか菅か、検討するもゐでございます。これにつきましては」府の顧問  
弁荏士にも意見を開いておりますが、「不利益処分の遡及適用となるので，訴訟リスク  

がある。との見解でございました．また、再申請禁止期間の遡及効につきましては二3  

月に開催されました．本番議会におきまして∴辻川委員からも、法律のご専門家である  

お立儲から、「不利益処分の遡及適用については慎丘であるべき」とのご意見も頂叙し  
ているところでございます．こぅいったことを革まえまして．今回の事務局秦としまし  

て托L「原則として不利益処分は遡及すべ普でないことを踏まえて、遡及適用は行わな  

い。Jとして為ります．   

拭きまして、8′ぐ－ジの中ほどの「（2〉争論菩記載内容の充実：様式の整備」です．   

改牢屋の馳旨としましてlよ中濱毒に記載すべき内容を充実、強化することによって．  

事実と異なる記載を行うことが由献となるような仕組みを構築し、虚偽申請等の発生を  
事前に防止する、というものです．改正掛こつきましては，「別紙1及び別腰2のとぉ  

り」ということで．右肩に「別紙り「別紙2」とあります資料をご参照いただきたいと  

存じます。．まず，「別紙1」をご覧ください。今回の申暗専横式の盤備にあたりまして、  

ペースとな卑「考え方」ですが∵回の大学設置の毘可申請時における提出専類を参考に、  
月別こ創ナる申請書についても、審査に欠かせない「必須の」記載事項を明確化すると   
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、 国の申脂警様式と府の申請書様式滝虻  「敬具としての経験年数」や，「教旦忽教の概要」の記載を求め、一党で確認できるも  

のとなっております．また、10ページ「8．授業計画（シラバス）」についても．新た  

に提出を求めることとしたいと考えております．次の11ページ「9．児童生徒の確保の  

見通し等に関する事項」につきましては、これまでも参考資料として、捷出を求めてき  
たとこちですが、様式上明記し、環出資料として．明確化しております．   

続きまして、16ページ「14．創立予算書・負債償還計画書」になります机ます、「創  

立予算書」の部分ですが、「通帳の残高証明専」「僧入金がある場合は、借入れに係る契  
約書等（写し）」の添付を求めることを明記して串り草す。また、収入の部分には、寄  

附金の記載欄も新たに設けております。その下の、②として、憫設年度の人件費及び  
保有している運用資金」の記載欄を設けまして、審査基準で定めらわている、（ここに  

米印で記載している基準、）「開設年度の人件費の1／3に相当する運用資金を保有してい  

ることが必要」という基準を請たしているか否かを、容易に確認できる皐うに、記載事  
項を工夫しております．  

17ページに参りまして、「負鱒備通計画事」につきましても、記載内容を充実し．①  

では、イ借入金嶺や、校地取得費及び校舎建築費」の記載欄違設けるとともに、④で軋  
（ア）で「借入後における学校法人の総資産領及び印受金を除く総負債顔」や、くイ）  

「借入後監削ナろ学校法人の負債に係る各年度の償還徽及び当該年度の帰属収入額」の  
記載欄を設けて、これらについても、啓蒙基準を猫たしているかどうか、容易に確経で  
きるような様式に変更しております。また、18ページになりますが、法人中豊産に閲  

する審査のためということで、「16∴直近3ヵ：年の財扶躇表」を様式た追加しておりま  

す。綴式の整備につきましては、以上でございます。   
それで†ま．資料「審査基準の改正」の資料こ戻っていただきまして、昌ページ目－の下  

のほう「（3）の借地上の校舎建築の枝和」について、ご説明書せていただきます。改正  

案としまして【ま、借地上の校舎建築を可能とする内容に、審査基準を見直すもの、でご  
ざいます。次の4ページ目に改正案があり左すが、一番上の囚角田み劇中に∴現行の審  

査基準を記載しております・現行の基準では，「校地、校合その他の施鱒は、自己所有  

であること。」ただ、これにかかわらず、「教育上支障がなく、かつ、次の基準を満たす  
掛合に、借地を校地及び運動場とすることができる。」「ア 当該借地の上に、校舎（倉  

庫等簡易な建物を除く．）がな■いこと．」とあります。今回の改正秦とし要しては、平成  

19■年3月の文部科学省通知を躇まえまして，「校地■校舎について，ともに一定の要件  

の下、借用可とする．」としてはどうか、と考えております。現行の審査基準のr7」  

の規定、これを削除しまして、校地・．校舎等については、原即、自己所有ではあります  

が、「教育上支障がなく、かつ，次のア又はイのいずれかに該当し、将果にわたり安定  

して使用できる場合に限り、借用とすることができる。」といたします。また、「ア又†ま  
イ」の要件としましては、「ア」が、「20年以上の貸借権等の取得・蓬田」、「イ」が、「所  

有者が国、地方公共団体等の公共的同体である場合は、20年以上の安定的な利用の確  

保」としておりまして、このいずれかを満たすことにより、将来にわたり安定して使用  
できる場合には、校地・校舎について、借用可とするものとなっております．また．そ  

の下の「O」の部分になりますが、今回のこの改正に伴いまして、学校縫皆の安定性・  

継続性につい七より厳格に判断する必望があることから、法人ゐ資産等に関する舞楽を  
強化するため㌧侶入金にかかる基準を厳格化することとしました。現行の「資産等」に  
ざいます，改正其の趣旨としましてlま、「条件付き「認可適当」答申について、「認可適  

当」であるかのような誤解を招いたことから、申請者や府民に誤解が生じないようにす  
るとともに∴酪に対しても分かりやすい内容となるよう検討を行う」ものでございま   

ともに、様式を整備するものです．基本的kは   

較しまして、国棟封；はあらて投出を求めてい挙が、府様式にはない・といったものを－  
申請習の提出琶儀とし亡、追加する内容としており草す，まず、－「申請書様式の超勤  
ですが、玩在、府で駄申請書の様式例を作成し・申請者に提示をしているところです  
机右湘）「改正秦」のrO」の一つ目になりますが－如≡の帽書林式例にト以下の  

とぉりアンダーラインの部分を迫田いたしまし七、審査基準の中筆こ申請替様式を追加し  
てはどうか、と考えております．   

別耗1資料4Jぺ∵ジをご貰下さい。現在の申請者線式例となっております。この様式  
例ヒ∴今臥下線部分を追加し、・記載内容を充実した上で、審査基準の中に盛り込むこ  
とを、考えております。右副こ「別紙2」とある資料をご糞下首い・これが現行の全日  
制高校の審査基準となっております．4ページ日．の上から7行目の畑中請書の提出」  
の部分を改正して、岬読者は、梧草第1号により認可申請掛こ関係雷顛を添えて、‥■  
教育長に申請する。』というふうに文言を修正した上で一次の5ページ目の最後、審査  
基準の東尾の部分lこ、様式莞1号・様式第2号として・様式を追加する、というイメー  
ジでございます∴なお∴今回変更届にかかる手続についても・審査基準の中で手続を  
明野し、変吏属の様式を追加することを一考えております，この「別紙2」の資料（審  
査基準の資料）の4ページ目の上から11行冒、「（さ）審査期剛という文官を「（a）審  
査期間軌と変更しまして、イの規定を追加いたします8イイ 申帝郡ま1申酷内掛こ  
変更があったときは、様式兎2号により変更届を提出する■ものとし・教育長は・変更届  
の提出があったと剖ま、当談変更届の内容につき直近の香織会に報告する。この場合に  
ぉいて、教育長は、当該変更届の内容について当初の申請内容から重大な変雪があった，  
と即）ると酌ま、当該変更届の内容につき再嵐■直近の審議会に耶けろものとし、審  
議会からの再度中等申後】0日以内に当該答申の内容を申請者に通知する。」l  
この規定を追加しまして、変更尉こかかる手紙を審査基準の中で、明記いたします■  
また・変更届の鮎＝についても、様式別号として、審査基即凧こ追加いたしますq  
なお、この変更届の様式をこつきまして軋先ほどの別紙1の資料に戻ってい牢だきまし  
て、19ベ「ジ、一審最後のぺ丁ジに記載しtいるもの、様式第2号を・今回作成しま  
して、変更届の様式としてこ追加しております。そのほかの、様式の改正といたしまし  
ては、疎式例に沿って、凧こ・ご説明いたしますと、別紙1、小ページの槌式第1号の  
琵可申請書の下の方「偵考」欄におきまして、r添付曹頬にフい七」ということで∴＝1〉  
虎雄を提出すること。な臥原本でなく写しを提出する書類については・原本確認を行  
ぅため留意すること。（2）捷出した書類七ついては・閉鱒者欄係保等への確認を行う  
ため留意すること．』といった注意鱒を翠載し、申請啓額や添付書掛こついては・厳  
格な内容確毘を行う旨を明記しております。  

6ぺ一ジ「】こ設置趣意軌については、匡に掛ナる墟出番額を参考に、記載事項を  
充実させ、少なくともこういった耶については・記載いただ曹たい、とじりた記載項  
目を列挙し、罷載内容を充実させるような工夫を行っておりますqまた、8ページ「・  
教職貞名軋と15ページ「13・校長採用夙については、藤村看視として、印鑑室蘭  
証明罫を追加し、「就任承諾啓」等の提出書類について軋夷即の押印を求めることと  
いたします。   

続きまして．9ページ「6．教員の年齢維成状臥10ページ「7・敵員経歴‾覧」を一  
様式として追加しております。「6．教且の年齢構成状軌について乱数且体制とレて・  
若手ゐ先生・ベテランの先生がバランス良く配置富れているかを一覧で確認で由もの  
となっております。また、「7．教員経歴一風につきましては、級長ごと・学漣ごとに、  



結諭はその過りでございます。ですので、  今回の虚偽申請lこ該当する場合は、森友学  す・  
今回の改正策としましてはJF原則としで、条件付き「認可適当」との夢中は行わない♪』  
こととしてはどうかと皇えて怒ります。従来、条件付き闇可過当」としていた事尭に  
っいては、今後は「継親審乱といたします．ただし、許可後における条件について軋  
附帯意見与して、輔す前のとします。皐の下の四角阻みの中こ、「大阪府の過去の  
事例」を鴇載して為ります．今回の改正尭を踏まえますと，上の2つの事例につい七臥  
今後は、「総統審執となり、一番下の事例につ普ましてほ・詔可後に掛ナる条件・す  
なわち、学校が開校してから確認する条件、となわますので、今後臥附尊意見として  
詔狂することになわます．またt今後甲取扱いとしまして、仮ヒ、「紺癒着軌となっ  
た尭件が発生し草した場合、例えば、生徒募集との兼ね合いなどにより、スケジュ‾ル  
的に、次の審議会で時避しi、といったような事例机もし発生しました塩合に駄犬変  
恐縮ではございます机本審族会の臨時会の調値毎も含め、対応をお厳いしていきたい、  
と存じているところでござし）ます。   

続きまして、6ベー≠でござい草す‘イ8．「繹可過当」答申の『文割の攻軌にづ  
いて、です。改正案の趣旨卑しましては、着陸会の囁可適当」答申について・行政行  
為である喝可」であ坤のような誤解を瑠レ吹ことから、誤解が生じないようにする  
と占もに、誰に対しても分かりやすい内容となるよう文官の検討を行うものです一  
改正案としましては、今琴軋畷可」の文首は使用せず、卜し（案件名）の申請内容は  
「適当である」』と．いう文盲ヒ変更してはどうか・と考えております。   
最後になりますが、その下の「4．設置認可の時軌につきまし七∴改正屡の趣肯と  

しましては、現在、「認可」の時期が開披の直前で点ることから、開校後の学校運営に  
必要となる敵兵の確廃や，校舎亜築未了時期が開校直前となっております凸  
路可の時期を早めることによって、開校に向けた準備が整う時期を早め、開校を確実な  
ものとすることが期待できも、とし一ったことから、羅可時期を前倒ししてはどうか、と  
考えております。考え方といたしましては、入学を希望する児ま丁生徒の不安定な状況  
を早期に解消し．就学に多大な影響を及ぼすことのないよう、．碑英な進学先を確偏する  
こと。また，教員、教具、図香など学校運営に必要な人丸設備や備品の碓保が事前に  
行われることによ甲．円滑な関伽覗込まれ、かつ、校舎建窯完7時期が前倒しとなる  
ことにより、閉校の確実性が担保言れるこ上。以上のことかち，改正案としまして臥  
「原則として、聞役年度の前年度の9月兼に闇可」を行うこととする。」としまして・  
現行糾虔からβケ月商倒しをして、用校のβケ月前に認可することとしたい・と考えて  
ぉります．以上設置隠可に関する蕃査基準等の改正についてのご説明でございます。   

本臥番且の皆様方のご意見をいただいた上で、－特に異削てないということでござい  

周のような申朗をした掛こ・その申請動こ善かれている内容が事実と異なることが判明  
したことを想定しております。  

今臥森友学園は申請を取下げましたけれども、虚偽申請の内容があまりにキツイも  
のだったので、掛こも閑下が要ったと思います。  
しかし、内容があまり別に影響がないものであり、申請取下げをすれば丁虚偽申請  

の立証は苦れないとな？ていると思います。その点は構わないという認識でよろしいで  

しょうか。  

行政の場合臥警察権視力†ございませんので、伸るとおり虚偽鞘＃であるかの判断は  

非常に和しいと息われます．ですので、今凶のように．一旦中神された場合で且つ、虚  

偽ということが判明すれば、もちろん対象になわますが、警察横取カ∫ないので虚偽であ  
ること－の立証が蒸しい場合があることもやむを得なし1、と考えております。   

私も大学の設置に関して色々と関わったこともありまして、今仲ったように、正式に  
申請書類を凪レて、その中に虚偽があれば途中で取下げた場合でも、明確な虚偽であれ  
ば・ペナルティに引っ掛かるとなっていた夙に思います。それを今、ご鼠明いただいた  
と凪います。森友の場合は、不認可ではなく途中で取下げたんです。ただし、申請書腰  
に明らかな虚偽酢酸つかありました，このように明らかな虚偽と鞄走できる場合という  

ことです。   

しかし、今即ま遡及をしませんので、これから起卓た場合の諸になりますが、机上力  
として理解し、警察権がない冬め難しいが、正式に申辞された書類の中に明らかな虚偽  
が判明したらペナルティが掛かる、ということでよろいユですね。  

はい。  

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。   

（2）の申請罰己載内容め先兵・様式の整備ということで、資料9蕃の教具の年齢構  

成状況などを細かく幸いて提出してもらう、ということですよね．これがですね．どの  

ような年齢構成であれば良い・患いというような判断は、どこがどのように富れるんで  
しょうか・前回もこのような冊はゝいものはなかったですけれど、小学校の経験がないと  
か－若い先生が瑞穂の幽をスタートさせることにういて、委員から非常に不安だという  

意見が出ましたよね。寄添として乱数員経歴の一覧も追加された形で提出をしていた  
だくと・提出はきれますけれども・香城会にこのようなものが出て普て、我々が適当で  
あるとかないとか、意見が言えるのれまたどのように薩可に反映されるのれという  
ことが素朴な疑問です．  

何か軍務局で考えがあればお願いいたします．  

仰るとおりの部分はございまして、審査基礫上何歳以下の先生だけでなければいけ  
ない等の明記はごぎいません。ですが、－一定確認をさせていただいて、前回のように偏  

りすぎているような郡分があれば、学校法人にこういった年齢・経験構成でどのよう   

梶田会長  

皇したら、「1＿審査基準の改正」及び「4．設置毘可の時斯こついて」については、  

審査基準を改正する必要がありますので、今後、府に削ゝて」パブリックコメントの手  
続を実施いたし蓋した後、基準改正の手続きを行ってまいりたいと考えております9  

また⊥「答申」の改正につきましても、これからご意見をいただき、異議がないという  
ェとであればご本日の会過から速やかに央施してまいりたいと考えております。  
事務局からは、以上でございます．   

㌍可をしなしゝ場合の、虚偽申請の立証なのですが、私の記憶では大学の設置認可につ  
いて不髭可となっをのは恐らく2例くら‘い．その他軋協議の中で虚偽申．勧一発発した  

のか、内容に無酎‡あったのかは分からないか、申間取下げとなっている。羊のような  
場合は、こ柑こは該当しないという認識でよろしいですか．  



学校の方から運営方法を確認  に敵兵の指導体制を整ぇていくのか等をヒアリング・し，  はい．ありがとうございました。ということで、  安定した条件の下であれば，借地の  
し、・その上で審議会で判断していただくことになると考えて由ります。   

はい。ありがとうございます。ですから二許可そのものに関わるということでは、設  
置基準ではないので必ずしもない。ただし、それ以降の運営についての指導の中に入れ  
ていただく。大学設置の場合にもゝ業韻のある方を揃えようと思うと．すてい樹齢の方  
ばかりになっ七しまう．そうすると、学生指導の面で本当に行き届いた指導ができます  
か、と設置委眉で言われ阜．できるだけ学生の指導が上手くできるよう■に工夫をするよ  
ぅに指導力i入ることがある。この辺り左考えていただいて．許可そ甲もゐでは必ずしも  
ないけれども、生徒指導や教育のあり方専に波及していきそうな点につきましては∴指  
導をしていただくと。場合によっては、その部分の改善をお蔽いするということがある  
のではないかと思います8  

欠格期間が5年あります．この5年という根拠はあるのでしょうか。   

上でも良いし、校舎そのものも借用でも長いという風に変えたい、ということですね。  

資料の中で7ページ咽設年度の前年度の9月未に憾刊を行うこととする。」と  
いう8ケ月前倒しという奏ですが、9月未に立可が下りなけれぽ、次の年度の4月の開  

校は無塵ということなのか。これが1点。   

また、別紙lの11ページ「児童生徒の確保の見通し辱に関する乎風というところ  

で、イ憶旦充足の根拠となる客観的なデータの晩熟としゝうのは、具体的にどのよう  
なものを想定言れていものか。例えば、半年前の9月未だとまだ募集等の客観的なもの  

の確定できていない．と思います。そこで間に合わなければ来年度は無理ということなの  

であれば1ここに響かれている客観的庖データというものはどういうものになるのか敢  

えていただ普たい。  

ます1点目の、9月元の毘可でございます机庶則としてとしていますように、鼠則  

・として9月末の認可に向けての建築上のスケジュールであるとか、備品の鯛達であると  

かの予定を立てて．いただきたいということでございます。9月に間に合わなかった場合  

には－建築が磁層できた後に速やかに琵可するという形になります。ですので．今後申  

請していただく法人については、9月兼のスケジュールを以って予定を立てていただき  

たい、といラ∈とでございます。   
また－11ページの生徒見込みに閑しましてlよまず定員充足の見込み等の客観的デ  

「夕につき重して・例えば・大学とl司様にアンケート調査の実施であると机近隣の小・  

中学生の今後の将来性計であるとか、そういったものを挙げていただきたいと思ってお  
り夏す．  

そうい．ったアンケートをどこに採るのか。また、近隣といいますが、多方面から通う  

場合に近隣だけヒアンケートをすることは、客観的データになるのですか．  

認可する前に・事業者は先に校舎建染に着手されておりますし、投資の場合はニーズ  
の餌査をされていると思い麦すので、そういった内容をヒアリングきせていただいて、  
この点を舘めたいと思って由ります．  

私も、大学の設置審議会にも関わったし．、申講を出すのも何回かしましたので、少し  

嵐削、ら申し上lチます・大学にて新しい学科・学部をつくる際に、■そこへ来そうな地域  

の高校生へ事前に、こういった学科・．学部が良い等のアンケートをします。そういった  

ものをたくきん集めて、設置群議全では根拠があると見てくださる、という形になって  
おります．   

今回の小学校等の場合ですと恐らく．色々な幼稚園や保育所の保持者へ，こういった  

小学校ができたら通わせたいと考えますか等のアンケートになるかと思います。もちろ  
ん一遍学の範囲内にどれくらいの子どもがいるか、どこの苧坪にどれくらいいるか等の  
状況全体を示すものがあって、その上でのアンケー■トという風になると思います。 ■   

この辺りは・一応作っていただいて、事前相鉄等に来られる際た．より客観性の高い  

二‾ズlくついて，ご指導いただく形になると患います，小学校等とは少し違い．大学の  

安達彙長  梶田会長  

みつぎ委員  

梶田会長  

事務局  

辻川重点  

事務局iまいかがでしょうか。  

国にも同様の基準がございまして∴団の基準に合わせています。   

（3）の基準内容の見直しの点です机改正案の隆旨として臥服地上の校舎建築を  

可能とするという内容に審査基準を見遣す」ということになってむlるのですが、改正束  
としては、借地上の校舎建築だけではなく、校舎自体の借用も可という跡こなっている  
と思うのですが、趣旨よりも大きく広げたということに何か理由lまあるのでしょうか。一  

広げるとした場合でわても、条件アとイという鱒件声附けておりますので－アとイ  
という一定の条件を満たせるのであれば．校舎の借用まで醒める陸和としております・  
他府県ゐ状況として、校地傾舎射こ借用可としていても特段の圃掛まないとのこと  

なので、このように広げることとしました．  

趣旨としては．際阻上の校舎建築を可能とするということで改正となっているのです  
が．そうで■はなく、改正案の趣旨自体を借地上た限らず、校舎の借用もできるという凪  
になろのではないかと思います。そうでないと、趣旨と改正如t合わない■ということに  
なると思います∴  

よろしいでしょうか∴見山しと中身が少しズレていると．中身が改正の提菓なのです  
ね．だから、借地の上に建てても良いと。それに、校舎そのものも借用でも良いと。た  
だし、．前にもありますが、安定した借用であるということが何らかの形で保証されない  
といけないということですね．それは、どこかに入っていますか。  

粂件イですが、「20年未満の賃貸借契約等の締掛こよる借用を托めるものとする。こ  
の場合、2q年以上の安定的な利用を確保で苦ることが確実であることo」といラ文言を  
入れております。  

安達委員  

辻川委員  

梶田会長  

梅田会長  

場合はアンケートは必垂不可欠な手続きとなっている．±れも1つ  の参考になればと息   



います。  他にいかがでしょうか．  
その点につきましては、今回寒件としましてアとイというものがございますので、そ  

の要件のいずれかを満たしている場合であれば、安定的に教育が継続できるという判断  
の下、校舎の借用まで含めて基準を考えているということです。  

囲の基準が変わりましたよね。あれは、どういった表現になっていますか．  

校地・校舎共敦育的に安定的ヒ使用できれば可としております．  

国も、1，早から校地・校舎共に借用で良いという風に変わっているのですね。   

国に合わせたのですね。  

再申請を陪めない期間ですが、国に合わせるというならば、5年以内の相当と詑める  
期間になるiまずです。しかし今回の改正は、5年と青い切ってい表すが、なぜ固に合わ  

せないのでしょうか。  

相当と躍める期間胡翠釈を含めずに5年としています。   

5年以内の相当と詑める期間と回はなっておりますが、相当と経める期間は国の裁望  

の範囲で定められておりますので、大阪府の方lま歳旦なく5年としていますこ   

どういった場合に3年、4年にずるかの基準を作ることが難しい。これが慈恵的にな  

ると公平性がなくな・ほすから、公平性を保つためk百年としよう、というのが今の事  

務局の考えだと点います．  

審査基準の解釈ですので1虚偽申紬にあたるかの判断についての裁量権は大阪府にあ  

り、虚偽申隔にあたるかの判断は大阪府で行います。  

大阪府が虚偽申請だと判断をすれば虚偽郎引こなり、虚偽申廣としなければ虚偽中計  
にならない．つまり大阪府の牌一っということですね。  

これにつしゝて不限があれは、行政訴訟を起こせますし、大阪府が最後の決定ではあり  
ません白亜拠がないといけないわけです。四で、単純な虚偽申請で同じことになった例  
を知っています。既に亡くなられた方を理事としていた．今回の招集は事務局が，エう  

いった事実があるから虚偽であるという裏付けの寅料があまりなかったが、これからは  
裏付けの資料童出していただきチェックすることで虚偽か否かの判断ができると。しか  
しそれは・行政訴訟を起こす道がありますから、大阪府が最終判断ではないということ  
です。  

冒頭で私が申し上－チたとおり、補助金の不正受給について告訴をされた森友学風調  

査をした岳法人についても告訴書れるのか・と質間した趣旨はこの話に繋がってレゝて・  
その日真人－こっいて告訴をせよと考えているのではなく、安達先生の仰ったとぉり、補  

助金制度は極めて複雑だと思います。だから大股府職員に指導を仰ぐということがずっ  

何点かあるのですが、アンケニトについて。私の記憶が間遠うていたらすみません。  
恐らく、森友学園も事恥こアンゲート桐査をきれていたと思います。ですがここの改正  
をしたとしても森夏草軋ま改正後の基準モクリアするとなると思いますが、その点いか  
がでしょうか。  

森友学問の場合も、色カとご急見をいただきましたが、テンケートそのものについて  
は，T定の宇」痕を踏んで行った結果になってねりましたので，仮定のことで断言lまでき  

ませんが、森友学風のようなアンケートも存在する申ゝと患います。  

摩れは、森友学園の件を受けて、今後二度と同じことが起こらないようにという趣旨  
で改正される■と思います机今の理由だと、免件のイについては追加する必要がないと  
思いました。森友学園を、それによって排除できないということですから。   

また．原則として半年前の9月来に藷可ということですが，改正をする今の時点から  

原則としてという風なことを言ってしまうと、例タいこついて具体的なこと卦聞かざるを  
えなくなります。例えば、どういったものがあるのでしょうか●   

1点自に閑しまして，生徒見通しに関する革卵i様式例上明紀されて串らず、きちん  

と様式上明記し、必要書類と．して位置づけたいという■のが1点でございます■   

Z点日に関しまして∴原則としてなので、どうしても9月ボまでに建設が凪に合わな  

い場合や、ほぼ確実に建つことが確認で普るにも関わらず8月末にiま向に合わない場合  

も含めまして．原則という青菜を使って串りますけれども、大阪府としましては・夕月  

末までには間に合うという計画をしていただきたいということです．  

安達先生の烏掛ま、9月未に覿可を出すときに、将来の見通しというものが示せない  

でしょうと、そこは矛盾しませんか，といぅご措満だったと患うのですが、その点はこ  

の案を考える慣に検討されなかったのですか。  

■まず、先ほどの庶別について補足致しますと」汁画上9月末までに間に合うような計  

画を立ててU】ただきたk．また・計画ですし少しズレる場合もあるかも知れないので、  

原則として遜ります。   

2点日の，生硬見通しに関する事項に閲しましては・当然建物の建設に着手するにあ  

たって，ニーズ調査簿はされていると思いますので、－9月申請時点で、．そのニーズ調査  

等の結果を出していただけれは結構かと思います。  

辻川先生が仰った、今回の森友学周の場合に駄校舎の建物自僻が借用ということは  
同語ヒなっていないと思います。校舎の建っている底地が鹿地で良いのかタメなのかと  
いうことが間錮だと思うのですが、今回の改正の動機として臥森友学園のことを受け   
て基準を満たさ加ナればならないとしてお吉ながら、建物自体も借用で早い阜なって  

いませんか。その点軋どのように放吟られたのでしょうか。  

みつぎ委員  

みつぎ委員  
みつぎ重点  

梶田会長  

みつぎ委員  

みつぎ重点  

梶田会長  

・みつぎ重点  

みつぎ季長  

と行われてきたと思います．今回は．何が虚偽だったのか、  何が詐欺にあたるのかが、   繹果としましては、建勒も追加した形で沈めるという案になっております．  



とで終わりになってしまいます．  蓉野嚢員  当な視点での検討が事前にも必要になってくるのではないか、  る  その時に今臥弁讃士と  告訴盲れてい  みつぎ重民  
だから．大阪府の肋一つです机という発言になってしまう・い蛮人について告訴せ  

よとlま全く患っておらず、逆に森友草間への告訴が早すぎたと思っており吏す・  

その点について、本審拉会の審議事項とは少し逢うとは思いますが、森友学園かう出  
す資料はこれ以上ありませんというところまで租々ほ調査費しました・与れに、どのよ  
ぅに詐欺と陪めたのか、補助金の申請要件と合うのかどうかは行政と学園とで合わ号て  
いるはずだとのお宙ですけれども、葵は出てきた置即嘩実と遠いました。補助聾件に  
当てはまると学園から軸された蕃額に事実と逢うことがたくさんありました。単なる  
間違いという域を超えて非常に件数が沢山ありますし、晴好があるかも知れませんが隠  
蔽するような幸執が出てし漉ので、我々l淵と判断し告訴をしました。  

そのように大阪府の私学汲が判断したら、様々な私学の法人があります邪、今乱同  
じ様に押欺時の琵談をされてしまう可能性があるという風に私は患います・   

しての相即†あったと鎗吾がありましたが、各童貞がどのような形で事前相談の段偲で  
も関わることになるのかどう■かも確認きせていただきたいと思います。と申しますの  
軋先ほどから会長も大学設置については．練り返しの事前相談と変更・改善を受けな  

がらより長い勾平な設置に向けての努力がな富れているという事例を出されましたが、  
今向高等学校の隈置基準等も横和され盤偶されておりますので、どのような形での事前  
相艶がなされたかということも、継続車間になった時には、この場で示きれるめかも敢  
えていただき希い。委員としての関わり、審議会の役割も饉題に上がっているので、こ  
の二点について救えていただきたいです。  

事前相放につきましては、従尭どおり大腹府で審査基準に基づき実施しようと思って  
おり夏す。様式の内容も含め宣して．様々な点を追加で香いていただくようになって虫  

りますので、その部分は多岐にわたって大阪府で誅査させていただきます。審査基準に  
直哉関わらない年齢構成等につきましては、学校毎にヒアリングは集施いたしますが、  
今後の指導・改善に向けた内容にたる部分もございます，   

2点日の紺紡審議等になった場合の大阪府の調査の結集等につきましては、2回目の  

蕃盛会でご報告させていただくことになると思っております．  

少し縮足させていただきますと、今までの事前鱒談あるいは継続審瞞となる際に、事  
務局だけが関わる場合と、特別委員会を琴思する脇合がある。か」キュラムや指導体制  
については特別垂旦会を行う場合とがございます。特別垂月会を開きまして、出席富れ  
た委員が申常春をお呼びして、私学採と特別委員会のメンバーの何人かがカリキュラム  
や指導陣制について瀬切にご指萄されたということがございます。それによって．最終  

の申請が教育の水準を維持するものとなった事例が何回かございます。もう1点申し上  

げますと、一応基準には達し醍可はしたが、実際の学佼での進め方に1て安があるとい・う  

場合軋特別委員会の先生が匪可徒も関わってご棺軌－ただ卓、そこでどこが改善され  

たかを次の審醜会の際にご報告いただいた、ということもこざいました。・   
ですので、私学課のみが指増する場合と．カリキュラムや措執事制あるいは執着のあ  

り方に辞しい審議会のメンバーが加わり亡指導いただき、そあ都風私学奮読会に詳細  
にご報告痘していただ＜ことがあったということです。このような行政実例があった。  

これを前提として，基準の改正をしていくという理解をしておりますが、事務局はこれ  

でよろしいでしょうか。  

tまい。   

みつぎ委員  

これについては色々な形で大阪府・事務局も大きな教訓に兎ったと思います。相国も  
事務局からもそのような発音がありました。との問題を教訓にして、次にはよりきちん  
とした、公正で公平なものにならないといけない訳です。それについて先ほど・いくつ  
かの具体的な改正案が拉兵書れました．   

もちろん、今みつぎ垂旦が仰ったよう・に、この件を手放しではなく、二度と同じこと  
が起こらないように、審議会も事務局も考えていかなければなりません・今臥具体的  
に明らかになった事実に且■ルて貫うと・まずこれだけの改正で手を打たなければなりま  
せん。しかし、これで完璧という釈でもございません・・   
何か、ご意見・ご異聞はあり麦すか。   

根本的庵ことセすが、6ケ月前倒しの根拠を、もう一度聞かせていただきたいのと、  
他府県の状況について前且もお酎ゞあり潮耗のとおりと誓いてありますが見つけられ  
ません凸この6ケ月というスパン汎11月の生徒募集よりも論で、現場の生徒募集へ  
の配慮で6ケ月商となったのかを、はっ書りさせていただきたいです。   
改正にあたって、ぜひ意見として付け加えていただきたいのですが・森友のことをキ  

ッヵヶとして改正ということだけにはしてほしくないです；Fページの下にあります、  
大阪府の過去の事例の一部に関わったことがあります机離3月の担可鱒附こなっ  

て群非常に不備があった例は過去にもあったと思いますロそれにも関わらず・学校側  
がどんどん進んでいて、後追いで蕃紘会として許可する方向にもっていかぎるを得ない  
状況を今後は無くしたい。・今回のこと、手前相談の時点で私学脚唱導をすることで、  
防げるものは防げるのではないかと思います。ですので、こ甲辺りを意見として付け加  
えていただきたいと思います。  

梶田会長  

梶田会長  

溝田要項  

では－今私が申し上げたように改善については事務局だけが関わるのではなく、事前  

相談も申請後に細統審議となった痙の改巷についても事務局だけとは必ずしもなく、必  
要に応じて・特に教育の内容的なことについては、蕃領会のメンバーも関わることもあ  
るということも含めまして、この基準が出ているということ李ご現解くだきい．   

今までもこういった指導や申請の托可までのプロセスについて文科省の月に晰世た  
ことがありますけれども、大阪府が一存厳しく且つ惣切であると言っていただいており  
ました。今回のことを受けてとの評判がどうなるか分かりませんが、今まで実例として  
は他では見過ごしてしまっていた間男を大阪府の認可の過程ではlまっきりとさせて、そ  

れによる大きな改否を兇つかし七いた虎いたと、文科省の方も仰っていました。そう   

先ほどの浦田垂即）男郭ま．この案件が出ました折に、会議の凪上に上がるより事前  
に検討し確認するべき事項が何点かあるのではないかと申し上げてきたかと思います・  
今臥1歩もZ歩も進んだ形で、この様式を整えられたということにつきましては、・こ  
の会議の公平性・蓮町生が担保できろものであると思っております。・   
ただ今後の懸念といたしまして、山北委長からもありましたが、事前相鉄の段階でこ  

醤野重点  

あるいlまこれまで以上に、相  どなたが是か非か判断をきれるのかについてJ  の害頬で、  



梶田全長の発言につきましては、森友の醒可過当につ  たことも塔まえて、条件を厳しくして今回の問題の敢酬を活かしていただきたいと  いて審随会を代表してのご発育  梶田会長  
ということで、審議会の先生方へご報告する必要があるとしゝうことで添付させていただ  
きました。埴池的理事長の参考人招致につきましては、詑可適当の解釈の同胞というよ  
り卑、森友学園問題一連について値広く指されていて、直接審議とは関係がないので省  
略いたしました。  

いうことであります．  

他にご質問・ご意見いかがでしょうか．よろしいでしょうか．  
設置基準にフt打払木阪府が決めることとなりますので、こ．れからパブリックコメ  

ントなどをかけていただい書、今日の意見も含めまし七必要な文官の検討をしていただ  
いて∴次回この場でご報告いただくということ昼なります。それから、認可の判断の為  
に準備をしていただいて問題ないという意味だった唱可適当」について撃解がありま  
した．ただし、不安が幾つかある場合は「条件附書」上してきました上セうしても音義  
のニュアンスが誤解されやすく、特に「条件附亨」については「縦析蕃乱としたいと  
原衰をいただいております，醍可時期の前倒しについても施尭されております。答申の  
改善については私学審商会で決めるとなっております，なので・今の卓を含んだものに  
っいt特に囁可適当」という青葉を変えるということを皆さんにお措りしたいです。  
「認可適削という青森を原案のように置きなおすといぅことに髪成の方は挙手を歪  

願いいたします。■  

【季長挙手：賛成多数】  

はい。ありがとうございます。事疫局軋審積金でこの件について他に確認してお舎  
たい革副まどざいますか．  

はい。それではもう一つだけ、箆可時期の見直しにつきましては、大阪府の事項であ  
ります。したがって、今目出ました意見を踏まえていただき．まして、府が原則という言  
葉を入れるべきか否か等をご検討いただいて改正していただき・次の私学審で報告して  
いただこうと思いますがよろしいでしょうか。   

吉田委員  初めてで把握し切れていないこともありますが、能池氏の発言の中で審法会の部分  
と、そうでない部分があり、審議会の部分は小学校を軸するかどうかには関係してい  
引ナれども、補助金の不正について・は奮臆会に関係ないという理解でいいんですね。  

はい。  

ありがとうございます．  

これについては1今後も意見交換をする軌りあるかもしれません。これから森友学園  

について分かる新たな事実があるかもしれませんので，それについてはご報告いただ  

き、ご意見をいただくこともあると思います。   
また、基準の改正は今即）ことを教訓にして見直したほうが長いと思います。細かい  

点で・府が決めることについては今日出た意見を十分ヒ踏まえていただき文書の整理を  
していただくことにな号と思います。  

寵池氏の発育に対して、審議会とは関係のないことだとお答えになりましたが、関係  
のあることも多々あります。吉田先生からもありましたが、補助金の中部こついては関  
係ありませんが、以前の参考人招致については設置認可の鐘緯についても湖かく質問を  
されており麦す・その凝縮について先生方の中で、ご存じない方もいらっしゃると思い  
ますので、未定礪の総革録を持ってまいりました。会長にご了承いただけるのであれば、  
先生方に湖己り書せていただきたい。このようなやり取りが参考人招致でされていた。  
というのも、府の職員の名剛丁沢山出てきますこそれが本当かどうかは分かりませんが、  
分からないからこそ更に府議会におJゝて徹底的に拇相を究明すべきだということを、今  

日の額護会で決立いただきたいと思っております。いかがでしょうか。  

書類kっいて、私は非常に良いことだと思います。孜々はできるだけ関係することに  

ついては知っておきたいと思います。ぜひ配布していただきたいと思います。   
後者七つきましては、後ほど髄論をいたしましょう，   

それでlま、報昏事項2件についてiま以上といたします。  

それで臥以降の重機会については非公開となりますので、報道機関の方はご退出を  
お願いいたします。  

梅田会長  

みつぎ委員  梶田全長  

く異議なし）  

ご提案いただきました事郡＝つきましては以上でございます。．・  
今配布された資料について．手鏡局から説明がありますでしょうか。  

簡単にですが、先ほどの資料について説明さ撃ていただきます。   
東京都では開設年度の前年虜の9月米、神奈Jll県では12月まで，京都府では8月革  

までに設置醍可を行うことと書．れております・他の府県については、開校前年度の3  
月禾という大阪府と同じ扱いとなっております∴  

今の説明について、ご質問等ございますでしょうか．  
・今別ま束友学園の問題と、設置基準等の改正を報告していただ書、審臨をしましたこ  
れにつき蓋して、最後に育ってお書たいこと等はごぎいますでしよう机  

一番頗初に報告を頂いた酪可の時系列の経過の朝告で、7月10日に寵池康博を参考  
人招致したというとこうがございます○梶田会長にお越しを頂いた参考人招政について  
は主な発育概要として纏めた文言があり畠す楓7月10日の寵池氏の発言を纏めたベ  

梶田会長  

梶田会長  

みつぎ委員  
そnでは、韻事を再僕憎せていただきます。■、お願いいたします。   

ージはどうしてないのでしょうか，  



他にスタッフも為りますので、今のところそのよう   ありがとうございます．   

先生が一人というわけではなく・ な心配はきれて怠りませんでした。  今日公開したように孝柄によっては、窺時に皆さんに公囲して良いかをお括りして公  
開する’こともあるということ軋ご了解いただけますでしょうか。そのルールについて  
は次回に髄論したいと思い宣す．   

本日串伸されたものは以上でございますが、他にありますでしょうれ   

党ほど配布卓せていただいた未定稿の■の答弁を見ていただくと、私学況や大阪  
府舶の個人名がかなり登場してまいります．大阪府誠全に削）て、徹底した異相究明  

を図るぺしだという私学穿議会の意見表明のようなものを皆様で決めていただきたい  
と思いますので、鯨痍言せていただきます．  

■llll■カモらのです机■が今日逸恥も知れないという報道があほ  
す。その件について大阪地検特捜部が聴取をするなど事態が動いていますでしょう。そ  
れに伴って新たな事実が出てくれば、大阪府議会も助かないといけない面も出てくるか  
も知れません。  

大阪地境特捜部が今日の段階で動いていますし頑強会だけに任せるのかには色々と  
應論があると思います。  

先ほど仰ったとおり、大阪地険特捜部が任意で事情聴取をして、流れによっては逮捕  
されるかも知れないという報道がありました。以鞠の参考人招致においてを享、今大隈地  
挽特捜恥て捜査の対象としている補助金甲不正受給というのは質問の晦畑外というこ  
とで行いました．参考人招致の中身としては、私学審諒会の認可適当に関する件という  

ことで質問の範囲を限定して由りますので、基本的には特捜部の捜査の対象とは彼らな  
いものと租解をしておりますが、その上での撞案でございます。   

個人名の発言の真偽というのは、美原に戯月を呼べば済む話です．   

これについて、■皆さんにお綺りをして必要でないとするならば結構ですし、必要であ  
るとしていただけるのであれば容総会としての意見表明をしていただければと考えて  
おります。  

臥肋朗を述甲ていただくと一■の早いも早く分かりますが・粕  
会の役冒から逸脱していると患いますこ   

我々は色々な条件のi類を頂いてそれに則り認可の可否を判断はしますが、提出啓類  

の不正鱒ついては我々が踏み込む周周ではないというのlま会長が津金に出られたとき  

も、そういった意味で仰っていたと思いますが、我々は我々の範疇で動くぺ書と思いま  
すのでl柵に個人的ではあります汎■－－－の提案は行き過ぎていると思います。  

私立学校法9灸に尊いてあるように、この春雄全は語間事項に答申することと、都道  

府朋】革に呈蹄耶関して建動咋きると去っているゐで、■が仰ったとと  
lこついて軋 この場で審議する内容ではないと思います。  

それで軋完ほど■からの総菜に賛成の加挙≠を虫恥いたします。  

・【垂旦挙手：賛成少数】   

今どの＜らいの生徒が通われても）るのですか。 

現在54名が在学しております．   

個人立ならではのこういった設置者変更だと思いますが個人立は大体．どのくちいあ  

るのですか．  

噂修学佼・各粒学校で1Z扱ごぎいます。  

学校法人ではないので相続税がかかはすし、この機会に学校法人にされるようと指  
導は無理でも訪韓はされますか。  

こちらで学校法人にすることを傍導はトておりません。昭和54年廣に始められたと  
きかち、小規模の調理師学校で運営していくことが設置者の御意見のようで、規模を大・  
きくすることを考えておられないそうなので．恐らくこのま吏住人立で癒めていかれる  
と患い吏す。  

定見から8剖減っている状鵠で、学校を維持できるのでしようか・・  

この場合はあまり定見について考えなくて良いと思います。収容先長のマキシマムは  
申請しているけれども、校舎の広さ的に不可能である等もあるので－充足率をあまりシ  
ビアに考えなくても良いのではと思います．  

専修学校の場合、必ずしも全ての学校が充足率100％を浦たしている訳ではなく、70％  
代でも普通くらいという印象です・   

個人立も色々な形動埼りますし、何か気付きがあればサジュストしてあげるのも大  
事だと思いほす。   

それで軋帯5号議案について適当であるとお認めして良いという方は挙手を虫願い  

いたします。  

【喪具挙手：賛成多数】  

はい、ありがとうございます。これにつ－いて－そのままお経めしたいと思い皇す・   
本日のご重出いただきたい案件は以上でございますが、当初の予定では今後の私立学  

校奉随会の公開について少し謹論考し、決めようと思っていましてが、この後の予定が  
迫っている方も多くしゝ芦という凪に伺って由ります・この件については色々と議論しな  
いといけないと思いますので、次回にしたいと思いますかよろしいでしようか。  

（異議なし）  委員一同  



では、反対の方lま挙手をお願いいたします。   

【季長挙手：反対多数】   

l享い∴ありがとうございます。それで軋撞薫いただきました件についてIま、こうい  

う結論とします。   
金浜ですが、私は府給金でこの間題をずらとフオP－いただいたことは非常に大事だ  

と思いますし、全然済んでいな．いと思います・如も囲わってきましたので、私学審醒  

全として虫疎いするのではな＜、これからも府餞舎には粛張っていただ舌たいと思いま  

す。   
今日の窯件は以上ですので、事務局へ進行をも返し致します。  

褒員の皆様、本甘は長時間にわたりご審議いただき∴ありがとうござい蓋した。   
これをもちまして審議会を終了させていただきます。   



平成29年慶大阪府私立学校審議会平成29年12月定例会議事録  

1≒ き 平成29年12月21日（木）  

開会14時00分～閉会16時40分  

2 ところ  大阪府庁新別館北館1階 会議室兼防災活動スペース2  

3 出欠状況  

出席委員  梶田叡一委貞（会長）、森眞太郎委員（副会長）、   

（17人）  天野久委員、安達琴委員、石田和孝委員、上田哲也委員、  

古武一成委員、白江眞由美香員、善痴八千子委員、辰巳正信委阜  

辻川圭乃委員、辻本賢要員、卑つぎ浩明委員、福田益和委員、満  

田育子委貞、山北浩之委員、吉田皇道委員 

欠席委旦  

（2人）   

4 議事録著名委員  

5 議 案  別添のとおり  

6 議事概要 ■  別添のとおり  

以上の審議の結束を証するため署名押印する。   



委長一同  ・（異議なし）  

よろしいでレようかbそれでは、この畑節子バレ土学院産廃止するという如こ賛成の  

方は挙手をお頭車頭します，  

【重昂挙手：賛成多数】  

はい。ありがとうございます．賛成多数でありますので．革当であるということで答  

申したいと思います。次に報昔事項がZつあります．1点目は∴私学審の会嶺の公剛こ  

ついて、原則を決めておこうというわけです．3月の定例会では、「私学曹ゐ今後の公  

開・非公朗については、新年度になってから時閥をとって本格的な議論をして，重点の  

皆枝に虫欝りしたい．」と私が発言竜して為ります．7月定例会で軋時間の関係上出  

来要せんでしたので∴本臼、お幅間をいただいて．委員の皆富んと繕諭させていただき  

たいと思います．   

私学審は」もともと非公開でしたが、3月に皆さんとお誇りして一部公開しました。   
今Eも最初に一部公開することを決めて為ります。   

個別護案ごとに公開・非公粛としていましたが、原理原則を決めておこうというもの  
ですJどういう果件は公開にする、どういう嘉件は非公開にする、これを決めておいた  

ほうがいヤ）という凪に思います。■  

他の都道府県lまどうなっているのかについて、事務局で嗣ぺていただいたので∴事務局  
からご説明いただ音、号の上で、音播から意見を頂き、公開非公開の原則について磨蘭  
合いできればと思います。では芋鰭局から説明をお酎1します。  

報昏事項①  
「大阪府私立学抜審捨金の会議の公印こぅいて」にういて説明   

■ありがとうございました。今までlま原則非公開。昭和60年ということで、だいぶ前  

に決まっていたわけです。そのときの璽由が、個別の漢人の幸徳が出ると∴私立の校匝  
鱒・ある意味最早しているので、不利な脚広がると自由な戌争に風評被容が出しま  
い困ります。我々は法人、学校の内借に立ち入った奉職をしないといけない肌そうい  
った情報が外にで去と、とうだろうやということて非公臥ただし二今年になってl■  
の同盟が出てから、そうい・うことでなくて審議しないといけみい部分が出てきまレた  
し、社会的にも知りたいとウ1う要求が強くなった。ということで、皆舌んにお詰りして、  

会長が公開・非公開を決めること■ができることになっており、一部公開してきまし窄．  

個別の法人の学則愛東といった内情が也る部分、認可事項は非公開とし・てきました。ヱ  
れを結局はどうするか。今更での経緯から官うと．一番自然なのはこれを原理原則とし  

ていく、つまり一個別の法人、学校の内情がでるような捉可実科こついては、原則非公  
閑とするが、それ以外の公開していい部分は公開すると。ここ何回かやってきたことで、  
皆さんに虫滑りしてOKがでれは、今まで傍聴人も入れてなかったです机報道機関に  

はアナウンスしてきました．傍聴も入れてとなることも含めて、より⊥屈公開という臭  

が高まります。率直な意見をお瀾直したいと思います∴  

この2月まで－、■■lのメンバ⊥をやってきました帆そこでも公開非公開  
は大きな問題で、全部公開でもなければ全都非公開でもなく、個人名、団体名が出てく  
るものはやめようと、そうでなければ公開という原則で、各分科会、各部会を遅僧して  

きました，内容に応じて事溺局と分科会長、部会長が相談して公開を決定してい王す。  

多くの人が傍聴ヒ凍てくれるようなアナウンスをしていました．他省庁からも来られた  

しt r股の方もプレスも来られました．ざ参考まで申し上げ表す。  

私個人的には、流れとしては公開のほうです，原則を決めたうえで，一部公開で行くの  

が私は流れかなと。ただ、他府県の状況では、私学蕃はあまり公開していない．判断の  

しどころです。個別の法人や学校・周の内借が出すぎては同感がありますので、駄目だ  
ろうと思います。率直なご意見をお顔いしたいと思います，  

流れとしゼlま■のおっしやるとおりかと思い家す。思いますが、たとえば一部公開  

の中■には会髄質科がありますが、付属資料全て入るのかどうか、学校の財務的な数字も  
載っていて、これも黄金収支と事業活動の収支が載っている学校もあれば、黄金収支だ  
けであったり、年数も3年とし1うのはたぶん中期計画をスライドきせているだけの学校  

もあり、その辺りの整理が必要かと思います．ですので、方向性は反対をしませんが、  

会誌資料をどこまで出すか出きないかを含めてお決めいただければと思います白  

非公開にねったものは、会議資料は出しません。法人の財務内容など、我々は知った  
上で抱除しないといけない机非公開で外に出して衰ずいものは資料も出主ないという  
のが一部公開の趣旨であります．  

一部公開という本日のような形で、具体的な個別の条件については非公開とする堰合  
のHPの資料の載せ方は－お手元の蕊菓概要というA4楓の一軍衰を磁事概要のHPで  

の事後公表を確定しております。例えば、本日お配りのA3の参考資札収支甲中身・  

画面は公表しないことを想定しております。  

公開とした場合、報道機関の入茎はよくわかりますが、傍聴人につtlては誰でもいい  

のでしょうか。  

はい。一般の方でも傍聴できます。会議開催の案内を報道提供したり、府民向けHP  

にも出ますので、その時に「傍聴できます」とお知らせします。  
傍聴の場合、物理的限界あるので、先着順でとの取扱いが原則で、随事進行に影響が出  
るような場合鱒、議長指示で退席を命じることができる対応となると思います。  

■でもいろんな停聴人が来られました白いつもアンテナを翠っている人がいて・  
こういう犠題ならぜひ閲号たいという九研究者の方も来られます。先ほど他省庁とい  
いょしたが、一番印森的だったのが、小兵内閣の主位一体改乱国庫負担をやめてそれ  
に見合う地方交付税を出すというとき、このときは財務省、緩着省からも傍聴に来てい  
たことが印象的セした。いろんな方が俸掛こ来られ右．これはJ私はいいんじゃないか  

と思います。ただし、スペースの問題、議事の妨害lま租対に許してはいけない。妨容と  

育っても音畠山されるのは因りますが、入るときに何と官うか、無官の威圧をモれたら  
帯ができないと困りますので、雰囲気作りも含めて若干の注意深い対応しないといけな  
いと思います，これについては・いろんなと土ろで公転伴ってのトラブルの鱒）方が  

あるので、そう心配することではないと思います。  

今回の件については、  が由っしやった「大阪の私学の振興のために」が大きな日   



全部を非公偏することはないと思います。既に今年になってやっておりますが、森友  
の関頭があったときと議論をして一部公園をしておりますので。  

今ご指欄のように、非公開とするのであれば・公田することによって・まずい借軋個  
人，団体の情報が外に出て、まずい状況を引き起こすかどうかについて，皆さんに率直  

にご意見をいただいてということになります∴情報公開条例にしても、会議の公開の関  
する知事の決定にしても、まずいことについて臥それを仕切ってやれという羊とでは  
なく．まずいかどうかを慎重に判l新してほしいということ．その点について、率直にご  

温見をいただきた隼  

私とレては一証公開しか細かなと考えて声ります．全部公開で傍聴人が入った場  

合、個別案件の蓉はの中で、個人の名前も出ますし、正直こんな理事長あかんでとも）う  

詰も出てくるかもしれません。鵬件については非公関とし、ニ部公開でやるべき  
事後の公表によって審査尭件は出て行きますから、中身に関して性分かりますから、一  
部公開でやるべ号でないかと思います．ただ、一部公開で一番心配なのはし文科省の審  

議会の情報公開は、かなり早いタイミングでHPにあがっています。議事の経過もかな  

り辞しく出ています。一部公開に踏み切ると、会議予定情報が出ますから、春闘  
わってから半年後に公表というわけにほい曹ませんから、HP上の公表をかなり早い段  

階でやらないといけない」許幹線のチェックがどれくちいの時期でできるのか考えてい  
かないと、一部公開であっても、あとの公表のほうにかなり支障を及ぼすのではないか  

と患います．  

ありがとうございます。・まさに大事なところだと思います。   
他にいかがでしょうか．  

■    二して七Dtして、岬るたわ、少し  
遅れて出ています机資料kっいて軋眉目＜らいに全部出て虫ります，多少、陣取  

● 
・．・ 

これも吐っきり首うと、軍務局の慣れトレーニングというものもあります。公開す  
ることになれば私はできるのではないかと思います。率席に申しますと、文科省は前は  
遅かったのですが、だんだん早くなりました。別朴 年の省庁再編で文科沓になってか  
ら早くなった印象をもっております。原則は公開することが流れだということを一つ靡  
に置かないといけない。公開する場合、タイミングを失っては公開ではないですから、  

史料のチェック、腑のチェックにしても我々協力してで巷るだけ早くしないといけ  
ないと思います．他にいかがですか。  

幸東金もいろいろあり、ここは学校の設置諾私利奮の多い審饉会セあって、その確  
報を全て公開するのは物理的に不可能であることをペースに話し合いがまれています  
机大学の番組ま委員名簿も非公開になっているとl■の経緯でお聞きしたことがあ  

って、委員のほうへのりアクションも今回皆さんご巌験されたかと思いますので、どの  
蕃議会ヤなにをどこまで公開できるのかを考えないといけないと思います。   
帝請会を公開するにあたって、一部か全都かは皆さんの意見を踏まえ最終的に決まる  

と思いますが、特にⅡP上の扱いを丁寧に厳存にしていただきたい。傍聴に来られる方   

的になるかと思います。このことについての意見交換なった経緯そのものが、私学審の  
選管のあり方を一層良いものにしていくことだと思います。何をもって一層良いものに  
したのか、進歩したことが一つ必要になってくると思います。参観会として稔体が．ど  

ういう客観性を持らて審議しているのか、公平性をもって審議しているのか、府民の方  
に分かっていただくことは重翠ではないか亭。その際に．一路公開の場合粗金誌開催  

の予定のみが新たな公表であり、全部公開では・汰串鱒、金城貨鱒が吉らに加えられる  
のかどうかカチ大きな速いに．なるかと思います。府の他の審法会では・議事録公蓋の場合  

は、本番議会でも当然ですが．亭備に委員の皆様にヤlったんご確防いただき、橋査して  

いただhて．会誌録をあげる手続きを取っていただいておりますので、その中で、種々  

懸念されるところの内情が風評改善にあたるような、財務上由愴池に基づくような同塵  
点につながること臥そこで確醒したうえで議事録が出されますので．そのうえセの全  

部公臥官⊇築だけ見宣すと、全部公開は、ありのままに、そのまま公開の意味合いに文  
言だけでは見えますが、そうことではなしゝということの韻事乱全額資料についても妥  
当かどうか確潤したうえで出すものであれば、今臥求められるところの一層良いもの  
にし七いく、そして私たち重点の全てが公平性と客観性を持って、しっかりと嘩命を果  
たしていることをお示しすることにもなっていくのかなと考えております。  

ありがとうございます。他lこ皆きんのほうでいかがでしょうか。  

公用の説諭ですが、大政肝情報公開条例申資料で、基本的にここでは公開しないこと  
ができる行政文舎が規定さ才lて虫りま・して、9粂では公開してはならない文書が具体的  

に規定されています。33粂で臭施機園は、この場合lま知事ですが、知事は審議会の金  

曜の公開に努めなければならない、その規定を受けて、会議の公開に関する指針が定め  
られておりまして・原則公開だと知事が既に決定されていると思います・この指針の中  
の3番、会誌の公開の基準で原則公開だと、ただし蕃練会の会転が次のいすれかに該当  

する場合臥公的．しないことがセきるとの規定かありまして．（1）条例の8粂・9粂に  

該当する場合、ほ公正・円滑な審勧喧しく阻害量れ、会濁の日的が達成されないと  
醒められる地合、この2点に関して公開しないことができるということですので、逆に  

青いますと、この2点に該当したとしてち、公的してもいし）し、公開しなくてもいいと  

知事側が決めていますので、ヰここで議論が求められているの妃、（1）（2）すなわち情報  

公開条例8条・9粂に該当するものを蕃補し七t）るのかどうか、公開することで著しく  

審議が阻害きれ会誌の目的が達成できないのかについて、先生方専門的な見地からご  
意見を頂きたいということで餞論を求められていると思いますが、そういう理解でよろ  
ししゝですか、手痛局に確認します。  

先生がおっしやったとおりでよろしい申と思います。会縫の公開に関する指針の中で  
書法会について．金踏を公開・非公開とするかは審議会で決めるとのことですので、今  

回奪鱒をお即1してい皇す．  

ということは」辞粗公開条例のg粂に該当するものかどうか．公開することで著しく，  
会議の目的が達成できないかどうかについて、先生方の草月を求められているというこ  
とでよろしいですか．  

それで結構です。  



は現場をみて、債譲を得て流して行かれる机ネット碍一人歩きしていくので．議事録  

を出す、議事概要を出すについては、事前チェックが入ればこ同じことかと思います。  

■の齢は、．委員の名前もてい由ん。議事概酌出てきません。大学の  
場合は微妙な間男をやフておりまして、例えば■もやってヤlるので、春雄会によ  

っては国の場合も外に出さないことを原則としてやっているものもあります．もちろ  

ケ、出せ卑部分は出そうとの流れはある。審嘘の中身、審薩のあり方については・どう  
しても出せないものがあるのは、国の場合も同じです．  

配付資料について婦足します．撤告事項（Dの2頁目の上段の現状の事後公表に記載の  

「◇越事概要」について隠匿に公表してい号ものでして、これkL各議轟l；ついて・  

簡単に「こうなりました」との踏黒磯塁を記載したものを公表しております。  

はい．ありがとうございます。現状でも垂月名簿、答申内容．議事概要は出ておりま  

す。今、もう少し実際に、そこに居てもらって、問いてもらってもいいものをどうする  

かということで写‾が。  

今公開されていないものは、この情報公開条例の規定と会はの公開に園する滑針のど  
の部分に堰拠があるのでしょうか凸公開されなければなちないものIま、この条例と指針  

で限定されていると思っていますので，今、公的盲れていないものがあるとすれば、ど  

ういう根拠でされていないと事務局はお考えでしょうか。  

現在、3月以降、各会議ごとに先生方に検討いただき、プレス対応をしています。設  

置基準や、大きな枠組みについては，個別b案件ではないので、情報公開条例で規定き  

れているものに該当しないと判断いただいた上で、その部分についてはプレスにネって  
しiただいてもいいでしょうという判断にたったと思いますので、もともと．この事議会  

でご審議いただくものは個別の泉件がlまとんどという中で．条例に抵触するような情報  

鱒、ここで取り扱うものについて非公開とすべ普とのご判断でそもそも昭和61年に決  

められたものと理隠して凝り麦す．  

今の段階で言しiますと、私は基本的には条例8粂の4号に該当するものが含まれてい  

ると思います．・取輔り、監督、立入換査、許可∴認可等々の事務に関する情報であって．  

公にすることlこより当該者しくは同種の削勺が達成七草なくなり、又はこれらの事務の  

公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼす串それのあるもの、これ抽象的です机義々  
がやっている個如の学則変更果よって、その学校のあり方を変えていくわけです．．これ  

を琵め阜、諾めない、審議のプロセスにおいて財務の中身はどうなっているのかとか、二  
理事長、校長がこういう経歴でい㌧）のかといった意見も出てきますよね。4号、塩合に  

ょっては5号、個人の生命、身体、財産ではないですが、個人の人格上のいろんな権利  

が侵音されるということも関わってくることもあると思います．府の情報公開条例と  

我々は別の議論をしているわけではありません．きちっと踏まえながら考えないといけ  

ない。4号【ま抽象的な表現ですが、琵可真件に伴い、整理された議事録が埋る分にはい  

いですが、傍聴だと生の声が聞こえる．出さないようにすると審議が表面的になって深  

い議論がセきなくなってしまいます。財拐の中身をチェックができなくなる．校長等の  

履歴がこれで大丈夫かということにもなってくるかと思います。ご意見があればお願い  

したいと思います。   

今回司■の問題に関して、今まで我々が仕善掛こ立ってきたことはあります。はじ  
めから悪意を持って傍聴に来る人がいると考えないと、議案とは別のところで問題が起  
こることも考えられます・全てガラス張りは考え亡くい・■Fも傍聴して－；る方が  

いると苦いたいことの半分も言えないということが私自身ほあります．専門分野の方が  

集まうて、ある程臥的確な息毘が言えないようになって駄本未転倒かと思います。  

会誌は非公開で、謹書録等の倍報を全てオープンにするのでは数日ですか。財務情報  
を幸枝法人セしたら事後的に出していかないといけない状況ですし．入られていると障  

事進行やこちらの心理的庄通があるので、プレスの方とかが入るのは、できればやめて  
もらって、とこで確医したもの、皆さんが碓路したものは、個人情報であっても、内容  
にもよりますが、出してもいいのでは巧いかと思います．  

ありがとうございます。他にいかがでしょうれ今日は、原理原則は維説審経として、  
次回から、ことがらによって、これは公開・非公朋とするかlま皆吉んに滞ってやると、  

あとL2回意見交換していくことでいかがでしょうか．  

今臥様々な意見が出ましたし、情報公開魚例が定められている中で、事務局のほう  
で、これは公臥これは非公開、傍職人あり・なしといった、こういう形でどうでしょ  
うかとご拉秦いただいて、具体的に貴料を見て、修正等の意見を言うことでいかがでし  
ようか．事務局で賃料を作成していただいて、次回の会議に浸出いただくことを提案し  

たいのですがいかがでしょうか。  

私もそれがいいと患います．≠務居で、原鼠たたき題を準備していただくというこ  

とでよろしいでしょうか．でlまそういたしまし上う。では本件はこれまでとしまして、  

もう一件報告事項ありますが．これは公開とさせていただき王す。  

それでIま、只今より払差機関甲方に入室していただ営ます。   

今しばらく台待ちください。  

それで【ま．再開させていただ卓ます。   

梶田会皐よろしく串顧い致します。  

それで臥 柏里直許可等に関する審査基準の改正の件」につきまして、事覇局からご  
醗明金額い致します。   

「設置認可等に関する審査基準の改正の件」につきまして、ご報青させていただきま  
す。   

前臥7月定例会におきまして、今回の審査基準の改正案の概要につ卓まして、詳細  

にご説明会せていただき、蚕且の皆様のご意見をお伺いさせていただ望ましたが、審議  
会でご説明させていただきました内容で、先月、1】月1日から30日までの1ケ月臥  

／けリックコメントとしまして、府民からの意見募集の手続をさせてい声だきました。  

このパブリックコメントにつきましての資料が、お手元にございます資料「設置認可等   

事務局  

孝我局  

梅園会長  

事務局  



に関する審査基準の改正案に対する府民意見等の雰集及び募集結果について」でござい  
ます。   

ききほども申し上げ重したとおりJ7月定例会にてご説明させていただ望ました改正  

内容を、lに記載しております、（i）から（9）までの審査基準に それぞれ、反映さ  

せた改正真につきまして、意見募集を行いました。  
／けリッタコメントも終了しまして．抒殴のご意見もありませんでしたので，今後、  

審査基準の改正に向けて1速やかに事務手続きを進めてまいります．   

次のページ以降に、改正後の審査基準につきまして、案ということで∴添付しており  
童す。   

今後のスケジュールですが、行政内部での平静手続書（決敵手胡）が済み次第という  

とととなりますが、来年（平成30年）、1月中をメドに改正を行い、速やかに施行した  

いと考えております。  
今後■のスケジュールですが、‘行政内部での事務手続き、決裁手蜘職み次第という享  

ととなりますが、来年】月中をメドに改正を行い∴速やかに施行したいと考えて由りま  
す。   

ただし、虚偽申請に対する抑止力の漁化としましての「5年間の不語可期間の設定」、  

審査基準上では、法規的な表現とするため、認可を受ける者の『資格」といった墓跡こ  
なっております机この「5年間は㌍可しない」という部分につきまして私事ケ月と  

少し、周知期間を設けきせていただ普まして、来年5月からの断としたい、と考えて  

おります。   
また、改正後臥速やゃりこ、各学嶺・園へも、改正後の審査基準を周知させていただ  

く予定としております．   

以上、審査基準の改正ヒつきまして、ご和合させていただきます。  

はい．あ，りがとうございます。パブリックコメント等で皆さんのほうから一番反応が  

あったのは、どのようなところですか．   

パブリ‘ックコメント募集の結果、頂い元ご意見・ご提言は特にございませんでした．  

ありがとうございきす。皆さんご存知のように、申詭書類は基本的に嘘は苔かないも  
のだと，特に悪質な念の入ったものは書かないものだという性善説にたって審癒してき  

たわけですけれども、なかなかそうはいかないご時勢になってきためで、申請の書類も  
少し辞しくしますし、同時にチェックするほうの審査の基準もこれ居で以上に工夫を凝  
らして，チェックしていかないといけないということで、皆さんのご意見営まえて新し  

い審査基準の改正をしていただくこととなったわけですけれどもく今の報告を聞かれま  
して、ご貸間・ご意見あればお願いしたいと思います．   

最近の状況ではどうでしょうか。幼稚園も小中高も専修・各種学校も段丘を毘可して  
旺しいという郎酌ま、何年に‖司くらいになっていますカ1。．  

新設の案件について、今現在は、各痛撃疎の関係は具体的に何件かごぎいますけれど  
も、他の字種、についT†ま、ない状況です．  

はい。それほど頻繁にあるわけではないですが，非常に領盈に我々もこれまではして  

きました。ただし，今まで1つの学校でしてきたものを2つに分けるとれこれも新設  

ですから、これまでも毎年のように何かなかったわけではない．今回これを踏まえて、  

出していただくように事務局からも事前にご指導いただくというふうになるわけです。  
皆さんのご意見：ご質同等ありますでしょうか。  

虚偽申請を事前に防ぐための改正で、5貢の12番の貨梅のところが追加された箇所  

だと思うのですが、「私立学校の設置隊可を受ける者」の「者」は個人ですか、法人で  
すか。  

様々でございます．小中高の場合は、基本的には学校法人が多いですし、それ以外の  
専修学凝・幼稚副こつきましては」贋人というのも挙ることですので、髄論は様々です。  

例えば個人の場合で、虚偽の申請をした人の親族を立てて申請する場合に何か抑止力  
になるのでしょうか。  

少なくとも、理事にそういう方がいないかどうかは私どもでチェックはできると思う  
のですが、親族の方まではど羊までできるかわかりません。  

結鱒等をされて別姓になれば－それだけや分からなくなってしまうと思うのですが．  

ごまかそうと思えば、学校法人もー度解散して、同じような人が少し名前を変えて作  
るとぃうことがあるかもしれない．その場合に、前1；責任者だった理事長が外れて、別  

の人中曜事長をすれば、実質同じような人たちが運営している学校法人がありえます．  

性悪匡引こたてば、昏々なことを考えられますが、とりあえずはこれで抑止力ということ  
で、ただし、あまりに見え見えの名前を変えただけの、臭腺が同じような人たちじやな  
いかとなれば、そして以裾＝虚偽の申請を出したところであれば」出きれた段階で色ん  

なご指導をしていただくということは有り得ると思っております。ただし、決定的な抑  
止力となるかは別の帯です由宇務局のほうで何かございますか。  

先生が仰ったように、性善説というか、学校の教育を行っていただくような方に限っ  
てという部分がございまして、福祉の世界等でしたら、「何親等以内の親族は」という  
ような規定はありますけれども．今回は教育の分野ということで、まずは第1歩として  

このような改正とさせていただいているということで、ご哩解いただけたらと患いま  
す．■  

はい。そういうごとで∴今までは何も縛りはなかったけれども、確かにまだ十分では  
ないけれども今回終りを入れたということです。将来に亘ってまた、このような不祥事  
があれば、やはりもう少し厳しい規定に変えていくということl享当然考えられて良いと  

思います。他にし－かがでしょうか．  

今の件に関して、適格は個人でも良いとぉ答えがありましたが、3頁の2．設置者のと  

ころ、「幼稚個の設置者は学校法人であること」となっていますが、今の規定では、法  
人だけではないのです机  

今の規定では法人だけです．今まで個人立であった幼稚園が引き続き個人で運営され   

梶皿会雇  

古田委員  

事務局  

蓄田委月  

事務局  

芦田委員   

梶田会長  

梶田会長  

事務局   梶田会長・  

楓田会長  

安達委員  

祝日会長  



ることについては、否定されませんので、そういったところ特集際ございます。そうい  
ったところにつきまして、設置誕可等に関する審査基準の弟2の，収容定点に係ろ風別  

の変更認可等ですと」個人の方もありえます．そうなりますと，柑のところの5．主  

格のとこちで、囁1の12の規定を準用する」となっておりますので、「設置羅可を受  

ける者」の「曹」というところに個人が入ってくることもありうると考えております。  

でも実際、今からでは法人に限定されてきているのではないですか，新たな設置認可  

ですかち。先ほどの個人でも良いとt、うのは、あたらないのでlまないかと思ゎましたけ  

れども。それを法人とレた掛合では、理事の中にそういう人が含まれていて、全部変わ  
らないのであれば、誰かが含蓋れていたら5年間は申隋がで書ないというくらいの基準  

の取扱ぃで良いのではないかと思います。以上、意月としてです。，  

ありがとうございます．連用の上でというか、事前のご拇導をしていただくわけです  

が、そのうえで、厳しくそこは見ていてほしいということでございます。他にいかがで  
しょうか。  

（畢誌なし）  

よろしいでしょうか。   
新しい審査基準について先ほどご脱明ありましたようlこ一月には正式に決めていた  

だくという手順lこなっているということでありますので．そういうことでご理解いただ  

きたいと思いますい   
それでは、今日のご報告、また、それを巡る糞尿はこのあたりにしたいと思います．   

では、本日の羞件も以上でございますので、事務局に進行をお達しいたします．  

委員の皆様・本甲ま長時間に亘りご審議いただきありがとうございまし牢．  

これをもちまして、審饉会を終了とさせていただきます．   

安達垂員  

梶田会長  




